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（i）講演者紹介

○司会者（洞口） 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、「法政大学創立者

薩埵正邦生誕150周年記念連続講演会―明治日本の産業と社会―」第７回を始めさせて

いただきます。第７回は「教育者・学校経営者としての薩埵正邦」ということで、学

習院大学法学部教授・岡孝先生にお話を伺います。

今、控室でお話をさせていただきましたら、もうそこでとてもおもしろいお話を伺

うことができまして、そのままお茶を飲んで、土曜日の午後、時間を過ごしたい気分

なのですけれども、皆さんもどうぞリラックスされて、岡先生のお話を聞いていただ

きたいと思います。

学習院大学法学部教授の岡先生は、法政大学の法律教育について常に温かい目で応

援していただいている先生でございます。私ども今回のこの講演の依頼をするに当た

りましても、『法政大学図書館一○○年史』でありますとか、その他、法政大学に寄せ

た歴史的な役割の再認識ということで、温かい視点を向けてくださる岡先生にぜひ一

度お話を伺いたいと思いまして、きょうお忙しい中お願いをいたしまして、ご快諾い

ただきました。

法政大学には現在11の学部がございますし、通信教育部という学部がございますけ

れども、そういう通信教育というようなアイデアも実は薩埵正邦先生によるという事

実も発掘されております。

本日は、法政大学常務理事・武田洋より最初に開会のあいさつをさせていただきま

す。武田先生、お願いいたします。

○武田 こんにちは。法政大学で研究所担当の常務理事をしております武田です。

本日は、私どものイノベーション・マネジメント研究センターの講演会にお集まり

いただきまして、どうもありがとうございます。法政大学には附置の研究所が11あり

まして、イノベーション・マネジメント研究センターはその中の１つとして、それだ

けではなくて非常に伝統もありますし、活発に研究活動を続けている研究所です。特

にイノベーション・マネジメント研究センター自体は、前は産業情報センターという

名前でいろいろ活躍をしてきたわけですけれども、もっと広い意味で現在の環境にあ

って、いろいろ研究活動を活発に進めていくということで、前総長・清成総長の肝入

りで、イノベーション・マネジメント研究センターとして世間にいろいろ貢献をして

いきたいと考えております。

本日は、特に法政大学の創立者であります薩埵先生の古きを訪ねて新しきを知ると

いうか、現在のいろいろビジネス環境厳しい中で、新しいものというようなことだけ

ではなくて、自分自身、大学自身も振り返ってみて、このようなすばらしい企画がで

きたのは、ひとえに私どもの研究センターの努力だと思っております。

どうぞ本日いろいろ皆さん忌憚のないご意見を聞かせていただいて、また私どもの

研究センターの今後のためにアドバイス等ございましたら、どんどん活発にいろいろ



3

教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○司会者 どうもありがとうございました。

それでは早速でございますが、「教育者・学校経営者としての薩埵正邦」、学習院大

学法学部教授・岡孝先生にご講演をいただきます。皆様、拍手をもってお迎えくださ

い。お願いいたします（拍手）。
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（ii）講演

はじめに―報告者と法政大学との関わり―

○岡 岡でございます。レジュメを配っておりますし、また資料も配付しておりま

すので、適宜それをごらんになってください1。

まず最初に、私自身が法政大学とどういう関係をもっていたかということなのです

が、1977年に法学部助教授になりまして（1986年に教授）、2000年の3月まで23年間お

世話になりました。その間、1980年の『百年史』の編集委員の末席にいました。また、

ことしの３月に出ました『法政大学図書館一○○年史』（以下では『図書館百年史』と

略称します）では、図書館草創期（第１章図書館の前史、第２章図書閲覧室の開室）

を執筆しております。

それから、後でもお話をしますけれども、法政大学の初代の総長（当時は「総理」

といっていました）梅謙次郎について、私は江戸恵子さんと25年以上にわたって一緒

に調査をしております。法政大学には梅謙次郎の文書が、梅先生の没後に―先生は

1910年に病死してしまいます―寄贈されまして、以来図書館がずっと保管しており

ます。それの目録も図書館の元事務部長の山川次郎さんや学外の広中俊雄先生（東北

大学名誉教授）、中村哲也教授（新潟大学）と一緒につくりました（梅文書研究会編

『法政大学図書館所蔵梅謙次郎文書目録』［法政大学図書館、2000年3月］）。

こういった中で、とりわけ『図書館百年史』を執筆中に、創立者の一人・薩埵正邦

が非常な努力をして本学の基礎を作り、育てたのだということを再認識したわけであ

ります。今回イノベーション・マネジメント研究センターが薩埵の生誕150年を記念し

て、連続講演会を企画したということは非常に意義深いことであり、うれしく思いま

す。私自身、『図書館百年史』を書き、薩埵が1856年の生まれだと書いていながら 今

年が生誕150年とは全く気がつきませんでした。この講演の依頼を受けるまで失念して

いたというありさまであります。したがって、当然本学法学部のかつての私の同僚、

先輩方もすっかり忘れているでしょうし、なによりも大学執行部が薩埵正邦を顕彰す

るという発想をもたないのも当然かもしれない、と思っております。そういう意味で、

洞口さんをはじめとするこの研究所が薩埵を顕彰しようとしたことは、とてもうれし

いことであります。

１．法政大学の出発点

さて、そこで、以下、薩埵正邦について、教育者・学校経営者としてどんなことを

1 講演のさいには、レジュメのほか、『法政大学八十年史』(1961年。以下では『八十年史』と略称)、

『法政大学百年史』（1980年。以下では『百年史』と略称）からの抜粋したものを資料として配布したが、

以下では資料についてはできるだけ注の形で内容を説明することとしたい。本稿は、『百年史』に多くを

依拠しているが、一々の引用は煩雑になるので、必要最小限の引用にとどめたい。
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おこなったのかということをお話ししていきます。本学の創立者は７名ともいわれて

おりますが、おそらくは、金丸鐵、伊藤修と薩埵正邦の３名が創立の中心メンバーだ

ったろうと思います。その中で薩埵が最後まで草創期の法政大学を支えていくのです。

本学にはどういう特色があったかということを最初に簡単にお話をします。他の学校

との比較が一番簡単であります。

例えば専修法律学校、現在の専修大学ですが、これは相馬長胤、目賀田種太郎、田

尻稲次郎、金子堅太郎など、アメリカに留学した人たちがつくった学校であります。

あるいは明治法律学校、現在の明治大学ですが、これは大学南校から司法省、明法寮

を経て明治9年7月に司法省法学校を同期で卒業した宮城浩蔵、岸本辰雄、矢代操、こ

ういうエリートたちがつくった学校であります。早稲田、慶應はいうまでもありませ

ん。

これに対して我が法政大学の前身は東京法学社といいますけれども、その創立者た

ちはどうであったか。公的な学歴もない。社会的名声も、財力もない。しかし、人々

に法律知識を普及させたい。そういう高い志をもった無名の青年たちが作ったのであ

ります。これが法政大学の出発点でありまして、第１番目に強調したい点であります。

さて、法政大学は何度か名前を変えております。出発点は、明治13年の東京法学社、

明治14年の東京法学校です。明治22年には（後に述べますように、東京仏学校と合併

して）和仏法律学校、さらに明治36年（1903年）には専門学校令に基づいて和仏法律

学校法政大学と名乗ります。実際には専門学校だったのですが、初めて大学を名乗る

ことが許された時であります。そして最終的には大学令により大正9年に法政大学とな

って、今日に至っております。

明治13年４月に新聞などに東京法学社設立広告が出ます。講法局と代言局に分かれ

ています。講法局は法を講ずる学校です。代言局は非常にユニークです。この広告に

は「教師を聘し、専ら我国の新法を講じ、又仏国法律を講義す。上告、控訴、初審の

詞訟代言を務め、又代言生を陶冶す」と書いてあります（片仮名表記を平仮名に直し

て引用する。以下同じ）。つまり、これは現代流にいい直せば、2004年にスタートしま

した日本の法科大学院のリーガルクリニックの先取りでありましょう。つまり、この

リーガルクリニックというのは学内に弁護士事務所を置きまして、そこで法科大学院

生に依頼者の了解を得た上ではありますけれども、現実の弁護士業務を体験させます。

そして訓練することによって法曹養成の一翼を担う。これが目的であります。我が東

京法学社はその原型をつくりました。この先見性に注目したい。

先ほども私のかつての同僚や先輩方が（江橋崇先生などごく少数の方を除いて）歴

史に余り関心をもたないようだと話をしましたけれども、例えばこういう点にも現れ

ております。つまり、リーガルクリニックは何年か前に早稲田が先鞭をつけてしまい

ました。本来これは法政が率先してやるべきだったと思います。ともかくそういう現

代のリーガルクリニックに相当する代言局というものを最初から学校の中につくろう
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とした。これは非常におもしろいと思います。

ところが、明治13年５月、産声を上げた１ヵ月後に代言人規則が改正されてしまい

ます。地方ごとにつくられる代言人組合以外に「私に社を結び号を設けて営業を為

す」ことはだめだというのです。その背景として、『百年史』（14頁以下）によります

と、民権運動の中心的担い手と指導者の中で、代言社に集まった法律家の比重が大き

かった。政府にとっては見過ごすことができない事態であった。こういうことがあっ

て、代言人組合の規則が改正されたといわれております。

そうなりますと、東京法学社はほとんどスタートしたばかりの段階で、代言局がな

くなってしまいます。結局どういう構想に基づいて教育をしようとしたのか、現在ま

でほとんどこれに関する資料は見つかっていません。具体化する前にプラン自体が雲

散霧消してしまったのかもしれません。

そして、翌明治14年に東京法学社講法局が独立しまして、東京法学校という名前に

変わります。なお、しばしば専門家も誤解しがちですが、明治18年前後に官立の東京

法学校―これは司法省法学校の組織が変わったものですね―と我が東京法学校と

は全く関係ありません。ご注意ください。

そして、この明治14年の東京法学校から本格的な法学教育がスタートしたわけであ

ります。東京法学社の新聞募集広告などでは、金丸と伊藤の名前しか載っておりませ

んでした。13年当時、薩埵正邦は末端に位置するとはいえ官吏でありましたので、名

を出すことがはばかれたのかもしれません。しかし、明治14年の１月に職を辞したよ

うであります2。（『百年史』23頁によりますと、すでに13年12月の校舎移転広告では金

丸、伊藤とともに名前を出していますし）東京法学校になりますと、薩埵が名前を正

面に出して、経営の中心に入っていきます。そして、それと引き替えに次第に金丸、

伊藤は東京法学校から手を引いていくのですね。お父さんが病気だとか、いろいろな

理由があります。結局、薩埵一人が中心となって、東京法学校を盛り立てていくとい

うことになるわけであります。

この明治13年という年がどういう年なのか。これは１つ注意しておきたいのですが、

この年に刑法、治罪法（現在の刑事訴訟法に当たります）が公布されます3。この治罪

法では、被告人は弁護士を用いることができる（266条）。しかも重罪の被告人には弁

護士を必ずつけなければならない（378条～381条）、と規定されています。それにより

まして、被告人の人権擁護のための弁護人という役割が明確になった。民事ばかりで

はなくして、刑事にまで代言人の役割が拡張されまして、社会的役割が飛躍的に拡大

した。そこで、より高度の法知識と法技術をもった在野法曹の育成が時代の要請とし

2 『八十年史』140頁。ただし、巻末の「薩埵正邦事跡付著作一覧」（以下では「事跡」または「著作

一覧」で引用）では、何月かは明示していない。
3 明治13年の刑法、治罪法については、『法令全書一三巻ノ一明治13年』（原書房、1976年復刻版によ

る）101頁以下参照。
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て前面に出てきた（『百年史』15頁）。そういう時代の要請を受けて東京法学社、東京

法学校が登場し、非常な評判を呼んで急激に発展するわけであります。

２．薩埵とはいかなる人物か

さて、この薩埵とはいかなる人物なのかということであります。安政３年（1856

年）５月19日（当然旧暦です）、石門心学の流れをひく儒者の家に生まれました。幼少

のころに父を亡くし、母親が再婚して家を出たために、おばあさんの孝子、能書家で

ありますが、そのおばあさんの手で育てられたわけであります。

明治４年（1871年）に官立の京都仏学校ができます。そこで、レオン・デュリーと

いう教師から２年半フランス語を学ぶわけであります。このレオン・デュリーは教師

としても人間としても一流でありまして、日本人の草創期の、後に各界で活躍する弟

子たちを育成しました。例えば染色などで有名な京都の稲畑勝太郎を挙げましょう。

この稲畑勝太郎というのは、本業の染料メーカーの社長のかたわら、友人のルミエー

ル兄弟が発明した映写機（シネマトグラフ）を輸入し、明治30年（1897年）日本で初

めて映画を上映しました。そのほか、後でも出てきます富井政章、高木豊三、本野一

郎という法政と関係のある人々がデュリーのもとで学んでいました。

ところが、この京都仏学校は明治８年１月に廃止されます。レオン・デュリーは東

京の開成学校に招かれまして上京します。富井は既に奨学金を得て、東京の方で学ん

でおりますが、高木、本野はまだ学生でした。学校がなくなってしまったので、レオ

ン・デュリーが引き連れて上京するのですが、その中にはこの薩埵は入っておりませ

ん。しかし、後を追って薩埵自身も青雲の志をもって上京するのです。

上京後はなんらかのつてを求めて、元老院議官の斉藤利行の学僕として、住み込み

で奉公するわけであります。漢籍を修めながら、かたや再びレオン・デュリーの門を

たたきまして、個人的に普通学―今でいえば教養課程の科目でしょう―、語学も

含めた普通学を学ぶわけであります。

ところが、このレオン・デュリーは明治10年３月にフランスに帰ってしまいます。

江橋崇教授が法政大学大学史資料委員会編『法律学の夜明けと法政大学』（法政大学、

1993年。以下では『夜明け』と略称）という本の中で、上京した後の薩埵の生活は、

官立の学校でタイトルを目指して勉学に励む仲間、本野とか高木とか富井とか、そう

いう友人たちに比べれば、はるかに不安定で労苦に満ちたものであっただろうと書い

ていますが（70頁）、そのとおりだと私も思います。

しかし、さまざまな幸運が少しずつこの薩埵にも舞い込みます。桜井能監という当

時太政官法制局少書記官でしたが、この人たちが中心となっている仏国民法研究会の

メンバーとなって、法律の勉強をおこないます。それまでは、レオン・デュリーの帰

国後はいろいろな大家の著書を独学していたようであります。

江戸恵子さんが東京大学で発掘した資料がありまして、早速『図書館百年史』でも
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披露したのですが、実は薩埵は、明治９年の司法省法学校生徒募集に応じまして、受

験しているのです。筆記試験は通っています。しかし、体格不良で不合格になってい

ます。興味深いのは、後に民法起草者になる３人のうちの富井政章と梅謙次郎もこの

時受験をしているのですね4。梅も体格不良で不合格です。ところが、梅は東京外国語

学校で学びまして、13年にトップで卒業します。たまたま偶然に司法省法学校２期生

が賄征伐か何かが原因で大量の退学者を出します（陸羯南とか原敬などといった後に

有名になる人たちが連座して退学します）。そこで、司法省法学校は補欠募集をするの

ですね。８年間のコースですから、補欠入学者は4年間の語学訓練を終わっていること

が望ましいのです。まさに梅はうってつけであります。明治13年2月に梅はこの補欠募

集に応じまして、入学します。

おもしろいのは、東京外語の同期で手塚太郎、これは手塚治虫の祖父だと思います

が、彼も一緒に同じコースを歩みます。司法省法学校を卒業して法律家になっていき

ます5。ともかく梅は明治9年の段階でいったんは法律の世界に入れず、まずは語学をじ

っくり学び、4年後再びこの法律の門をたたいて以後、順調なエリートコースを歩んで

行きます。そして、薩埵がいなくなった後の法政大学を支えていく。そういう人物に

なるのですが、この２人の接点がこの明治９年の司法省法学校生徒募集の時にあった

のですね。これは全く知りませんでした。

もう１人、富井政章、これも法政にとって忘れてはならない人物でありまして、富

井の妹が薩埵の妻です。そういう関係もありまして、本学とは関係の深い人なのです

が、この人もこの時期に試験を受けております。問題は、筆記試験に合格したのかど

うかがよくわかりません。資料中受験者の名前の上には○とか△とか×とか記号が付

されており、その記号の意味を解読しないと確かなことはいえませんけれども、恐ら

くは筆記試験には合格しなかったのでしょう。翌10年私費でフランスに留学しており

ます。リヨンのギメー（後に博物館を設立）のところで働くかわたわら、リヨン大学

法学部で法律を学び、学部を卒業し、現代流にいえば大学院に進学して、さらに数年

研鑽を積んでついには博士号を取得し、帰国するのです。ともかく期せずして、後年

本学を支える薩埵、富井、梅がこの時期接点があったということをお伝えしたいと思

います。

さて、明治11年３月に先ほど述べた桜井が内務省社寺局長になりまして、その推薦

で薩埵は内務省雇になります。それからおもしろいことに、薩埵は明治12年８月にボ

アソナードに初めて出会うのですね。講義を聞き、あるいは質問するという間柄にな

りまして、ついには「ボアソナード門人」を名乗るわけであります。明治13年には司

4 東京大学総合図書館所蔵（「五十年史料」）の『明治九年召集新生徒試験書類 法学課』の綴りの中の

書類による。
5 検事・判事。関西法律学校の創立に関与する。関西大学百年史編纂委員会編『関西大学百年史・通

史編・上巻』（関西大学、1886年）100頁以下参照。
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法省雇に転じ、明治13年６月23日には元老院に設置されました民法編纂局御用掛も兼

務しまして、民法草案修正などについて下級官吏としてタッチするようになっていく

わけであります6。

そして、明治14年に官を辞しまして、東京法学校に専念するわけであります。明治

14年５月には、ボアソナードが講義にやってきます。なぜボアソナードと薩埵がそれ

ほど親しいのか、よくわかりません。ボアソナードは両親が結婚していないで生まれ

た子どもでありまして、苦労する。薩埵も幼少時に両親と死別・離別して、非常な苦

労をする。その薩埵の中にボアソナードはなにかうたれるものがあったのではなかろ

うか、と『百年史』（48頁以下）も推測しております。

そして、この明治14年以降、薩埵は「日本刑法・治罪法輪読」という科目などを担

当するようになります。そして、『法律雑誌』（雑誌の名前です）に本名、ペンネーム

を使い分けまして、ほとんど毎号、民法・刑法・訴訟法・行政法・憲法と非常に幅広

く論文を書きました（巻末の「著作一覧」参照）。

そうやって一方で教えながら、一方で勉強する。ボアソナードの東京法学校での講

義も聞いていたようであります。着実に力をつけていきまして、『刑法講義』『財産法

講義』『証拠法要論』といったものが代表的著作だといわれております。

そして、『八十年史』（124頁）にもありますように、背が低かったようでありますけ

れども、「気大なり。性酒を好み、頗る磊落の風あり」と書かれております。こういう

タイプの人間だったようであります。

さて、初期のころの東京法学校の雰囲気なのですが、さまざまな資料がありまして、

それを見ますと、私塾的、すなわち、口角泡を飛ばして教師の薩埵と学生が議論する、

そういう雰囲気であったようであります。

明治13年10月ごろのカリキュラムですが（実際に薩埵が講義したと思われますけれ

ども、名前は正面に出ておりません）、別科、昼学、夜学と、この３つがあるのですね。

まず別科では、月曜日から金曜日まで午後１時半から１時間、科目は仏学。将来原書

で法律を学ぶための準備コースであります。昼学とは、月・水は日本治罪法、火・土

が日本刑法、木が英国民事犯法、金が仏国民法という内容です。ほぼ午後３時半から

２時間。土曜日のみ午後１時から２時間。夜学は、月・火・木は仏国民法、日本治罪

法、日本刑法の各輪講、水は仏国商法講義、金は法律格言講義、土は法律討論会。い

ずれも午後７時から２時間です（『百年史』23頁の表参照）。この中の輪講は、昼間の授

業の復習のようでありました。一種の共同研究といわれていまして7、現代におけるゼ

ミのようではなかったかと我々は推測しております。

6 大久保利夫『衆議院議員候補者列伝―一名帝国名士叢伝・第一編』（六法館蔵版、1890年）中の

「薩埵正邦君之伝」参照。ここでは、『八十年史』125頁に依拠している。
7 法政大学創立５０周年式典での教頭・富井の祝辞。『法政大学報』6巻6号（1928年）による。
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私塾の雰囲気でありますから、学年もクラスの別もありません。レベルの高い低い

も区別なく、皆同じ教室で受講していた。ですから、出入りが激しいのですね。いっ

ぱい人は来るけれども、かなりの人がすぐにやめてしまうとか、そういう状況だった

ようであります。

しかし、なんといっても「日本近代法の父」というボアソナードが我が東京法学校

に出校してくれた。これは看板として絶大なものがあった。そのために本学は非常な

隆盛を誇るわけであります。そして、ようやく明治15年の10月ごろ、本学の体制が固

まったのでしょうね。代言人試験・判検事登用試験の準備のための学校だという位置

づけが薩埵の中でも得心がいったと思います。明治15年10月に学校設置願が出されま

して、それが東京府によって認められました。

そして明治16年には、留学から帰ってきました富井政章が講師となります。それか

ら、この年の９月には東京法学校の規則を改正します。教員体制としてはボアソナー

ドを教頭とし、留学から帰国したばかりの富井などを新たに講師に迎え（従来の6人か

ら13人に増員）、他方、在校生で所定の科目を修了した者は新しい制度の１年生に編入

するとか、授業時間も今までの２時間を倍にしまして４時間制にするとか、定員も150

人から 800人に増やすとか、３学年制にするとか―これはほとんど他の法律学校も

同じなのですが―明治16年に非常に大きな改革をおこないます。

定員が150人から800人になるということは、当然ながら校舎が手狭になりますので、

翌明治17年、神田小川町１番地の旧勧工場の建物に学校を移します。「勧
かん

工場
こ う ば

」という

のは物産展で物を売りさばきますよね。その売りさばき所だったようであります。非

常に大きい建物なのですが、前にもお話をしましたように、本学は金がない。収入源

の基礎は授業料です。財力もない。そういう学校でありますから、なぜそんな大きな

建物が買えたのか。おそらく借金で買ったのでしょう。

明治16年の改革によって本学はますます隆盛になりました。そこで、薩埵は勝負に

出たのですね。大きい建物を使って、おそらくは他の法律学校との競争に勝ちたいと

思ったのでしょう。ですから、借金をしてまでも校舎用の建物を購入した。その借金

が後々本学を苦しめる原因となります。

さて、本学は明治18年にやっと8名の第１期卒業生を出すのです。東京法学校は試験

が厳しい。なかなか進級を認めない。そういう評判でありまして、したがって、明治

期だけをみましても、もっとも古い私立法律学校の１つとしてスタートしたにもかか

わらず、卒業生全体は非常に少ないのですね。明治大学の卒業生の数ははるかに多い。

具体的にいいますと、明治19年25名、20年24名、21年46名、22年87名、23年104名とい

う具合です。これに対して、明治のほうは、15年に19名の卒業生を出して以来、15名、

35名、21名（18年）、13名、34名、106名（21年）、154名、446名（23年）です。（専修

学校で9名の卒業生が出る）明治14年から30年までの卒業生総数は、東京法学校（和仏

法律学校）が665名に対して、明治法律学校が1585名、東京専門学校（早稲田大学）が
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570名、専修学校（専修大学）が259名、東京法学院（中央大学）が2030人となってい

ます8。

明治23年の薩埵の履歴書には、明治12年から6年間ボアソナードについて学んだとあ

ります9。ということは、明治12年に初めてボアソナードに出会ってからこの第１期卒

業生を出す明治18年で、自分自身もボアソナードから学ぶべきものは学んだのだと考

えたのではないでしょうか。一方で教える身の薩埵自身がボアソナードの講義を聞い

ていたようであり10、やっとこのころ薩埵自身が独立した教師としてやっていけるとい

う自信をもったのかもしれません。しかし、時代は大きく転換してしまうのです。

３．学校経営

さて、学校経営でありますが、第一に出版事業に着目したい。

『法律雑誌』というのは明治10年に時習社という出版社から出されまして、これは

明治期の法律系の雑誌としては異例に長い間発行されました。現在、明治17年の 950

号まで発行を確認することができます。以前、現法研の江戸恵子さんや前述の山川さ

んたちの努力によりまして、東大の明治文庫や一橋大学の協力を得て、法政所蔵分を

含めて確認されている全部を法政大学図書館がマイクロ化しました。

この『法律雑誌』を薩埵が時習社ともども、いわば持ち主、社主となりまして、（学

校の）多角経営に乗り出すわけであります。特に明治18年以降、東京法学校の講義筆

記を載せたり、東京法学校の学校関係のニュースを多数掲載します。この『法律雑

誌』というのは、今でいえば『ジュリスト』『判例時報』『判例タイムズ』で見られる

ような「法律記事」なり「判例速報・解説」を合体した原型のようなものでした。一

学校のものではなかったのですが、薩埵の編集のてこ入れにより、富井政章をはじめ

東京法学校の教員、卒業生である山田東次、上林敬次郎ら校友関係者の講義筆記・投

稿が多くなり、この『法律雑誌』が東京法学校の校友雑誌的な役割を果たすようにな

るのです11。

それから、明治19年１月に薩埵は、この出版社の時習社内部に詞訟鑑定部をつくり

ます。これは訴訟などの鑑定、助言、契約書の起案、訴状・答弁書作成、代言人など

の紹介、紛争の仲裁、そういったものを業務とする。通常の出版事業だけではなくな

8 『九大法律学校大勢一覧』(1898年)。ここでは『百年史』61頁注（20）による。
9 法政大学大学史資料委員会＝法政大学図書館100周年記念事業委員会編『法政大学1880-2000 そのあ

ゆみと展望』（2000年）25頁参照。
10 江橋崇「薩埵正邦」『夜明け』73頁参照。
11 江戸恵子「東京法学社・時習社―諸雑誌の発刊・法律書の刊行・学術講演会の開催」『夜明け』142

頁参照。ちなみに、東京法学校は、明治21年1月に『東京法学校雑誌』という校友会の機関誌が創刊

される。
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っていくのです12。こうやって薩埵は東京法学校の経営の足しにしようとしたのであり

ましょうが、非常に経営者としてもセンスがあると思います。

学校経営のもう１つは、講義録の刊行であります。明治18年9月、通信教育機関「中

央法学会」を作り、『中央法学会雑誌』を発行します。これは地方にいながら法律学を

学ぼうとする志のある者に、３年間にわたって毎月３回講義内容を掲載した雑誌を送

ります。そして勉学を助ける。そういうシステムであります。興味深いのは、地方の

勉学者が質問があれば、東京法学校の教員の意見を求めて、それを書面で回答する、

というのです。こういうセールスポイントがありました。そして年度末の試験に合格

すれば及第書を発行します。３年の全課程を修了した及第者には卒業証も与えるとい

うのです。

要するに、我が法政大学は戦後最初の通信教育部をもちましたよね。それは実はも

うこの薩埵の「中央法学会」でもって実現していたわけであります。ですから、これ

は他の学校、例えば中央も同じころ同じことをやるのですけれども13、わずか２ヵ月足

らずで入会希望者が1,000余名すぐに集まったといわれております。そしてなんと第１

期卒業生は数十名にのぼった。そして卒業前の明治20年の判事試験に21名、代言人試

験に10名、この「通信教育生」から合格者を出しているというように、非常に効率の

いい教育だったようであります（『百年史』75頁注（27））。

そして、授業料収入に頼らざるをえない我が東京法学校は、この講義録の発行によ

って非常に潤うのですね。これはその後、『和仏法律学校講義録』『法政大学講義録』

に受け継がれ、本学財政基盤の安定の一翼を担っていくのです。

薩埵は、すでに明治18年頃には、学外で毎月一回「東京法律経済学術演説会」を開

いております。さらに学内においても法律懇談会とか討論会を主催しています14。薩埵

は改進党の党員で、非常に弁論が巧みなのですね。やはり代言人、つまり弁護士など

は、裁判において弁が立たなければどうしようもありません。その訓練をこの東京法

学校内部でもおこなうわけであります。

ところで、この明治18年、19年と本学は順調に発展していきましたが、先ほど言及

しましたように、規模を拡大したためにその借金に徐々に苦しめられていくのであり

ます。もう１つ思わぬ状況の変化が起きました。

薩埵は、明治19年ごろの主張によりますと、国会開設とか条約改正以上に急務とさ

れる政治の課題は人民の知識を養成することなのだ、学術を盛んにすることだ、法律、

12 江橋・前掲（注12）76頁参照。
13 中央大学百年史編集委員会専門委員会編『中央大学百年史・通史編上巻』（中央大学、2001年）

129頁以下参照。そのほか、明治大学百年史編纂委員会編『明治大学百年史・第三巻通史I』（明治大

学、1992年）263頁以下、早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学百年史・第一巻』（1978年）596頁

以下、専修大学編『専修大学百年史』（専修大学、1981年）433頁以下など参照。
14 『八十年史』365頁によれば、第１回法律懇談会と討論会が明治21年1月に開かれ、以後隔月の第2

日曜日に開催することを決めたという。
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経済の学識がなければ、新しくつくられる議会は代議士に人を得ることができないで

はないか、あるいは条約改正の前提である欧米人を心服させる法律もつくれないでは

ないか15、という立場をとるのです。

ボアソナード人脈の主流派である開明的なエリート官僚、法律家と徐々に発想が食

い違っていきます。つまり、国の政権の中枢にあって体制の近代化に奉仕する官僚法

学を標榜する開明派の講師たちと、在野で藩閥政府の横暴を批判し、人民の権利を主

張する民権の法学に立脚する薩埵との間に、亀裂が生じていくわけです16。

ですから、薩埵はそういう主義主張でありますから、官吏の講義出校が禁止された

改進党系の東京専門学校（現在の早稲田大学）に、薩埵は堂々と講師として出講して

その窮地を救うわけですが17、一方で、それに眉をひそめる東京法学校の他の講師、裁

判官、弁護士といった者たちが登場してくるわけであります。

そして、薩埵の学校経営の基盤・足元が崩されていきます。まず第１番目に、「官の

コントロール」、これは次の項目でお話をしましょう。第２番目に、東京法学校の講師

のメンバーががらっと変わってしまいます。もともと「ボアソナード門人」というプ

ライベートなタイトルでしかない肩書きでボアソナードの通訳をやっていた堀田正忠

―すでに検事になっていますが―らは薩埵人脈ですが、その人たちが相次いで

（堀田の場合は明治19年に）地方に転勤になっていくのですね。堀田正忠というのは

「国事犯の堀田」といわれるほど検事として盛名をはせるのですが、この人は大阪に

行ってしまいます。そして生活に乱れを生じ、明治22年には検事を辞職してしまいま

す18。「『頗る磊落の風あり』といわれた薩埵の同志らしい、官僚的な枠におさまり切れ

ない人物」たちが、明治19年頃期せずして東京法学校から退場していき、代わりに飯

田宏作、吉原三郎など司法省法学校卒業生とか帝国大学法科大学卒業生などがこの東

京法学校の講師となってやってくるわけであります（『百年史』91頁）。これら新しく

登場した講師たちは、同じフランス法系であっても、ボアソナードの最も親しい一門

ではないのですね。そうすると、薩埵との距離も広がっていく。

３番目に、当の看板であるボアソナードの威信が低下いたします。明治20年代前半

の一連の条約改正案にボアソナードは絶対反対なのです。井上馨外相主導による条約

改正案については、公表しないことを条件にそれに反対する意見書を山田顕義司法大

臣に提出しましたが、それが外部に漏れ、結局は条約交渉が頓挫する（井上外相辞

任）ことになります。政治的にこの意見書が利用されたのです。この当時の改正案で

は、一定の刑事事件に外国人判事を登用することが盛り込まれていました。

15 江橋・前掲（注12）76頁による。
16 江橋・前掲（注12）76頁。
17 早稲田大学大学史編集所編・前掲書（注14）509頁以下参照。
18 堀田は、下阪してすぐに旧知の小倉久らと関西法律学校（現在の関西大学）の創立に関与してい

る。関西大学百年史編纂委員会編・前掲書（注（15））21頁以下参照。



14

この頃の東京法学校におけるボアソナードの講義の印象深い１コマが『百年史』

（106頁以下）に引用されていますので、ご紹介します。すなわち、フランス民法の解

釈問題を提起して学生になんどか発言を促しても、この時に限って誰も答えない。と

突然、ボアソナードは「『慨然として席を打』ちつつ、語り始めた」といいます。およ

そ法律家たるもの、問題を提起されて決断することを避けることはできない。判断を

避け処分を厭う判検事は職責を果たしていないという非難を免れない。「唯だ夫れ然る

のみならず人民は裁判を得る所なく、世は争奪に終わらんのみ」。エジプトを見よ。

「裁判権を半ば外国人の手にゆだねた結果」半独立国に転落したではないか。条約改

正を急務とする日本もこういう内容の改正案をよしとするのでは、第２のエジプトに

なるのではないか。「諸子にして問題の断定を避くること猶ほ今日の如くならば、何の

日か善く外人の侮辱を排し、其談判を斥けんや」と１時間にわたって目に涙をためな

がら語り、悵然として教場を後にしました。当時の学生たちは、ボアソナードの態度

を異様に感じたのですが、後年ボアソナードの意見書なり条約改正交渉頓挫の経過を

知るに及んで、やっと納得したということです。

こうやってボアソナードの威信が低下することによって、「ボアソナード門人」とい

うプライベートなタイトルも、その価値・値打ちが下がっていきます。そして、「ボア

ソナード門人」のタイトル以外に薩埵には何ら公的な資格もなく、それが目立つよう

になります。しかも、ボアソナードは、大隈が推進しようとした条約改正案にも反対

であります。大隈派の薩埵とボアソナードは距離が生まれる。こういう状況になった

わけであります。

４．官によるコントロール強化

さて、官によるコントロール。いつの時代にも国というものは私学に対してさまざ

まなコントロールをしようとします。現代の法科大学院もそうですが、明治時代もそ

うでした。明治19年の私立法律学校特別監督条規19、21年の特別認可学校規則がその典

型です。最初は帝国大学総長のコントロールを私立法律学校は受け、後には文部省の

コントロールを受ける。時間割とか試験・成績表の提出の義務づけとか、教授方法に

問題があれば改善命令を出すとか、学年ごとの授業科目まで指定を受けるありさまで

す。

そして、そういうコントロールをすることによって国が法律家養成学校の逸脱を防

ぎ、そのかわり、「あめ」を与える（以下に述べる判事登用試験上の特典のほかに、徴

兵猶予の特典も与えられた）。東京法学校卒の優秀な学生が何人かいました。その人た

ちがもう１回帝国大学総長の臨検のもとに、穂積陳重帝国大学法科大学長（法学部

19 これについては専修大学編・前掲書（注14）358頁以下が詳細に説明している。以下の説明はこれ

に依拠している。
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長）などの口頭試問を受けて、それに合格すれば、判事に欠員が生じたときにはただ

ちに任用されるということになったわけであります（普通の私立法律学校卒業生は、

司法省で実施される判事登用試験を受ける）。私学からすれば屈辱的なことであります

けれども、それをしなければ学生が集まらなくなるのです。

この私立法律学校特別監督条規が本学に与えた決定的なダメージは、入学者の資格

の厳格化による学生数の激減であります。それまでは、私立法律学校というのはどの

学校も入学は簡単に、卒業は厳しく、というスタイルだったのです。ちなみに明治15

年の東京法学校設置願、先ほどありましたね。あれをみますと、入学の資格は普通の

文章の読み書きができる力だけが要求された。明治17年の東京法学校の改正規則でも

小学校卒業程度でかまわなかった。ところが、この私立法律学校特別監督条規は、中

学校卒業程度の力を要求するようになったのです。授業料収入が主な収入源である我

が東京法学校は入学者が激減いたします。入学者が激減すれば、卒業生も、もともと

少数精鋭でありますが、さらに減ってきます。こうして、学校経営がすぐに行き詰ま

りを示すわけであります。

それからもう１つ、薩埵は、名乗ろうと思えば学校長、校長を名乗ることもできた

と思います。先ほどもちょっと言及しましたが、現に明治32年の財団法人化の時、設

立者変更届が出されております。これは法政大学の庶務に記録が残っておりまして、

そのときに設立者・薩埵正邦、すでに亡くなっておりますので、その相続人（薩埵の

子供）から梅謙次郎などに設立者を変更する旨の記録が残っております。ですから、

おそらく薩埵自身は、明治10年代前半には「主幹」と名乗っていましたが、学校長も

しくは設立者、そういう気持ちでいたことはまず間違いない。しかし、謙虚といいま

すか、儒者の家系の影響なのでしょうか。「教頭ボアソナード、主幹薩埵」、こういう

学校長抜きの学校体制を薩埵は明治14年以来続けるのですね。

ところが、この特別監督条規によりまして、官に対する届け出はすべて設立者もし

くは学校長の連署、連名が要求されます。ということは―いくら規模が大きくなっ

ても主幹と名乗っているということは、薩埵の中に私塾の体質があったのでしょうが

―、「主幹」で切り抜けることは許されなくなった。このようにして、外堀が埋めら

れ、内堀も埋められてきたのです。

そして、先ほどの薩埵と距離を置いた微温的な開明派の講師たちは、薩埵のような

反権力的な行動ではもうやっていけない。現に法規上も主幹という名前で学校経営を

やっていけない。学校長が必要だということで、実は薩埵がやめる前に、―明治21

年9月に主幹を辞任します―その3ヵ月前の6月に、司法省刑事局長の河津祐之が東京

法学校長になるのです。この人はほとんど何もしませんでした。何もしないけれども、

実はおそらく伏線がありまして、すぐ後でお話をします東京仏学校との合併の一手だ

ったのでしょう。

薩埵の学校経営とは全然相反するといいますか、この東京法学校に何の愛着もない
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人が校長になるのですから、東京法学校の運命はもうおのずと知れたものであります。

薩埵は主幹を辞して教授に専念します。しかし、心はもう離反していくのですね。最

終的には明治23年9月10日、京都第三高等中学校法学部に勤務が決まり、生まれ故郷に

戻っていく。そして、その8年後の明治30年、41歳で亡くなります。

さて、財政状況の悪化です。東京法学校は先ほどいった旧勧工場の買収の資金の返

済に苦しむ。ところで一方、東京仏学校というのは明治19年11月に設立されます。仏

学会がつくった学校です。仏学会は、明治19年5月、辻新次、古市公威などが主唱者と

なって「仏学を修むるに便するため仏学校を設くるを目的」として設立されました

（仏学会会則第１条）20。

明治20年に、帝国大学に独法科ができます。その前年の明治19年に司法省は、独逸

協会学校に年間2万円の補助金を与え始めます。翌明治20年には、英吉利法系では英吉

利法律学校（中央大学）、フランス法系の学校については、明治でも東京法学校でもな

くて、法学科がなかったこの東京仏学校に各々年間5000円の補助金を与えるのです。

5000円というのは、東京法学校の年間の収入が1500円程度ですので、かなりの多額の

お金です（『百年史』116頁）。そういう多額の補助金がこの東京仏学校に交付されるこ

とになった。交付の前提は法律学を教授することですから、明治20年７月、この東京

仏学校は急遽仏語法律科というものをつくるのです。

ところが、東京仏学校の語学の本体でさえ人数が少ないのに、いわんや仏語法律科

に人が来るのかという問題がすぐに起きます。この学校なり仏学会は、学生の確保に

非常な不安を抱くのです。学生のピークは明治22年１月でたったの 156名です。とい

うことは、どこか既存の法律学校と合併をすることによって、この学生数の確保をし

ようと考えるのは当然でしょう。

ここで最終的に東京法学校がクローズアップされます。この学校は、法律学教授の

ノウハウはもっているけれども、金がない。東京仏学校は金はあるけれども、学生数

の確保に不安が残る。そこで、明治22年5月に両者は合併されることになり、学校の名

前も「和仏法律学校」と称することになりました。

そうすると、もし薩埵が東京法学校の代表でしたら、つり合いがとれなかったであ

りましょう。かたや東京仏学校はフランス系のサークル（仏学会）に属する官僚など

のそうそうたる肩書をもった人たちが作った学校であります。かたや熱血漢ではあり

ますが何のタイトルもない学者の法学校では、「対等合併」は無理でしたでしょう。そ

こで、先ほどの、司法省刑事局長というどこに出しても遜色のない肩書きの河津祐之

―この人も仏学会のメンバーではありますが―を校長＝代表者にして、「対等合

20 仏学会と東京仏学校については、法政大学大学史資料委員会編『法政大学大学史資料集第26集』（四

のII 仏学会・東京仏学校関係資料・続［自明治十九年 至明治四十二年］、法政大学、2006年）に

よる。以下では、『資料集第26集』と略称する。
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併」に成功したわけであります。

『百年史』も、合併のいきさつなり河津の東京法学校長就任をそう考えております。

私自身も『図書館百年史』草創期を書くまで、東京法学校がひさしを貸して母屋を乗

っ取られないために、河津祐之をシャッポに担いだのだ、あくまでも現在の法政大学

の本流は東京法学校だったのだと思っていました。しかし、そう簡単にいえないので

はないか、と今では考えております。

本学図書館の設立過程を調べてみますと、残念ながら、東京法学校は一度も図書室

とか閲覧室という発想を持たなかったのです。逆に、そういう発想は不要でした。塾

ですから。ところが、東京仏学校はきちんとしています。財政状況も、―大学史資

料室の和泉さんたちが随分苦労してつくった『資料集第26集』が2006年3月に刊行され

ました―これをみてもらいますとわかりますように、東京仏学校なり仏学会にはず

っと記録が残っております。この東京仏学校には貸し出し規則もありました。つまり、

図書館の基本をなす３つ、すなわち、書籍、スペースとルールが全部そろっていまし

た（『図書館百年史』17頁参照）。

合併後の明治23年、現在の法政大学の隣にある逓信病院の向こう側に衆議院の宿舎

がありますね。あの辺に校舎が移るのです。その時に「書籍閲覧室」という名前が登

場します21。これが現実にどの程度役割を果たしたのかははっきりしませんが、東京仏

学校関係者の発想によるものではないか、と思っています。

図書室だけで推測するのはもちろん限界はありますが、和仏法律学校の組織は、東

京仏学校の伝統といいますか、考え方が色濃く反映されているのではないかと思って

います。東京法学校からは、自由と進歩といった学校の基本理念が和仏法律学校に受

け継がれたと考えるべきでしょう。この点、江戸さんといろいろ議論しまして、示唆

を得ました。

５．その後の学校の変遷

さて、時間もなくなってきましたので、「その後の学校の変遷」を簡単にまとめてお

きましょう。薩埵は、明治23年に法政を去り、故郷の京都に帰ります。一方、和仏法

律学校は、トップに「法律の元祖」といわれた箕作麟祥を迎えます。この人はほぼ10

年、和仏法律学校の校長をやるのですが、学校のためになにかしたという記録はない

と思います。学校を発展させるという点から見ますと、過小評価をするわけではあり

ませんが、その点では全く不向きの人でした。

この明治23年の8月に、先ほどの梅謙次郎がリヨン、ベルリンの留学から帰ってきま

す。そして、「学監」という事務長みたいなものでしょうか、その学監になりまして、

21 『資料集第26集』118頁の箕作麟祥校長による「和仏法律学校学事報告」参照。
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明治23年から明治43年8月25日ソウルで病死するまでの間の20年間、法政のために力を

尽くすわけであります。当時、梅は帝国大学法科大学教授に就任して、私学には出講

しないと考えていたらしいのですが、富井政章やリヨン留学時代に大変世話になった

本野一郎に懇請され、それを受諾して、やる以上は全力を尽くすという姿勢で、20年

間、校長、初代総理（総長）として活躍していくわけであります。

梅の業績の１つとして、今流にいえば本学の国際化を図ったことを挙げることがで

きましょう。留学生から直訴を受けて梅総理が決断したのが、清国留学生速成科の設

置（明治37年）であります（『百年史』166頁以下参照）。西欧流の近代化に成功した日

本に学べ、とりわけ法律に学べというわけで、中国から若者が日本に大挙して留学す

るわけであります。日本語を学んでいる時間的余裕がないので、梅など教師が日本語

で講義をしながら、それを片端から中国語に通訳する。本来3年間の課程を1年とか1年

半に短縮して、法律の基本を教えるわけであります。これが一時は非常に評判を呼び

ます。

しかし、ほどなく清朝政府の公使館から日本政府に対して留学生の取り締まりの申

し入れがなされます。法政や他の学校の速成科で学んだ学生の多くが革命派に身を投

じてしまうので、取り締まってほしいというわけです。これに対して留学生の多くが

反発し、明治38年12月には、各学校の学生たちは大規模な同盟休校に入るものの、翌

39年１月には事態は収拾に向かいます。そして、ひと頃の情熱が嘘のように、急速に

学生数が減少します。最終的に明治41年には本学の速成科自体が廃止されてしまいま

す。しかし、明治37年に早くも本学の国際化のはしりである速成科をつくったという

ことは、梅の特筆すべき業績でありましょう。

まとめに入ります。薩埵正邦について、江橋崇先生は『夜明け』で、「タイトルなき

法学者の悲劇」として書いています。薩埵は「ボアソナード門人」という全くのプラ

イベートなタイトルでも十分に授業ができ、学生も集まり、慕われた。そういう古き

よき時代の人間でありましたが、明治19年以降の「官のコントロール」の前後に、そ

れぞれの事情から薩埵の同志たちが地方に転勤になって、東京法学校から去っていく。

ボアソナード自身の評判も低下する。こういったことが重なり、薩埵を中心とした私

塾の延長上の学校経営では、もはや東京法学校は立ちゆかなくなりました。そこで、

開明派官僚の講師たちが主導権を握り、東京仏学校との合併を経て財政危機を乗り越

えるわけであります。そして、梅謙次郎の校長時代に（とくに明治30年代中頃）、本学

の発展期を迎えるわけです。その１つとして、校友会との関係の緊密化も指摘できま

しょう。すでに明治25年前後の法典論争の時に、梅ら講師と校友たちが共同して旧民

法の即時施行を唱える「断行派」の立場で運動したという実績がありましたが、明治

32年7月以来各地にできた校友会支部に梅校長以下教員・校友が出張し、講演会・懇親

会に出席して、交流を深めています。

しかし、この発展期も長くは続きません。明治30年代後半ともなりますと、時代状
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況も変わってきます。立身出世のための人材を養成するという状況ではなくなってい

るのです。『百年史』（154頁以下）に書かれていますが、日露戦争後は立身型の「法律

青年」に代わって、「教養青年」とか「実業青年」が台頭してきた。明治36年の専門学

校令施行後―ちなみに、この時本学は和仏法律学校法政大学と名乗り、初めて「法

政大学」の名前が歴史に登場します―急激に増えた多くの専門学校も、商学とか文

学を中心にして発展していったようであります。このような時代の転換を目の当たり

にしたわが法政大学も、明治37年には法律科のほかに実業科を設置しました。しかし、

もはや時期を失した感は否めません。また、法学教育に求められるものも、国家試験

合格に必要なテクニックではなくして、近代教養としての法知識の習得とならざるを

えません。このように学校を取り巻く状況が変わってきました。そのことを梅自身も

感じながら50歳で突然病死してしまいます。そして、約３年の空白を経て、大正２

（1913）年、松室致が第２代学長に就任します。松室体制下の大正９年、本学は大学

令により法政大学となります。その大正の末から昭和にかけて、今度は経済学部、そ

れから文学部（法文学部）といった法律以外の学部によって、本学は発展して行くの

であります。

中村哲さんをはじめとする歴代の総長は、本学の特色として必ず「自由と進歩」に

言及します。そのさい戦前の著名な哲学者たちの名前を挙げる前に、薩埵正邦など、

この法政をつくった人たちを忘れてはならないと思うのであります。地位も名誉もな

い、資力もない無名の若者たちが、人々に法律知識を普及させたい、自由な社会を作

りたいという崇高な志を抱いて、本学の前身の東京法学社・東京法学校を作ったので

あります。「自由と進歩」は、ここに原点があるのではないでしょうか。そして21世紀。

この法政大学ももう 127年の時間が過ぎました。これからどう発展していくのでしょ

うか。改めてこの薩埵正邦たちの熱い思いをかみしめて、新しい伝統をつくっていっ

てもらいたいと思っております。

６．補足：薩埵の著作について22

薩埵正邦の著書で特色のあるものはないかと法政大学現代法研究所の書庫を調べま

したところ、巻末の「著作一覧」の末尾の発行年不詳欄にあります『日本民法財産編

（物権之部）講義 完』（日本同盟法学会出版）を見つけました。薩埵の肩書きは、

「第三高等中学校教授本会講師」となっています。形状としては、全732頁を上下に分

けて、毛筆でこの標題に「上」「下」が書き加えられ、各々2箇所が和綴じされていま

す。もとは講義録として刊行され、それを講読した人が合冊したと思われます。

22 講演時には言及しなかったが、後掲の質疑応答でも質問があったので、薩埵正邦の著作について、ご

く簡単に補足して説明しておくことにする。
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本書は、旧民法財産編第1部物権全292条を解説したものです。判検事登用試験とか

代言人（弁護士）試験のための教科書を強く意識したもので、薩埵は限られた紙面の

中でいろいろ工夫しています。例えば、賃貸借の冒頭の規定である財産編115条の項で

は、まず賃借権とはなにかというように、その条文の内容を疑問形で提示するのです。

ほとんどすべての条文についてこの形を踏襲しています。賃借権の定義を説明した上

で、つぎに、類似の用益権（現行日本民法にはありません）と賃借権とはどのような

点で区別されるのかについて（これも疑問形で問題点を提示して）説明をしていきま

す。非常にわかりやすい書き方です。ただ、比較の対象となる用益権の条文なり賃借

権の関係条文などは引用されていません。この点は、旧民法編纂に尽力した磯部四郎

の『大日本新典民法釈義財産編第一部』（版権所有長島書房）23ではさすがにきちんと

引用されています。

それから、旧民法の特色の１つとして賃借権は物権とした点が挙げられますが24、法

典論争では延期派から理論上の誤謬として批判されます。それはともかく、物権では

なく債権（当時の用語では「人権」）だとするとどういう点が問題なのかが、学習者に

わかるように説明すべきであります。この点、薩埵は、具体例で端的に説明していま

す。賃貸家屋が第三者に売却されてその新家主が賃借人たる借家人に立ち退きを要求

できてしまい不都合ではないか、というのであります25。余計なことをあれこれいわず、

本質的な点をつかまえて説明するというのは、教師として薩埵の並々ならぬ力量を示

していると思います。薩埵は、賃借権を物権とすることを支持しながら、旧民法が物

権たる賃借権に加えて地上権も規定しているのは大いに疑問だ（屋上屋を重ねるよう

なものだ）、と批判もしております26。

現行民法では、賃借権は債権と位置づけられております。したがって、地上権たる

不動産利用権が物権編に規定されているのは違和感がありませんが、賃借権が物権だ

とすると、まさに屋上屋を重ねるようなものでありましょう。

ちなみに、現行民法では、不動産賃借権は登記をすればその後に登場する当該不動

産の物権者、例えば当該不動産を購入した買主に対抗できるとなっています（605条）。

しかし、賃貸人がこの登記に協力をしなければ（登記は賃貸人と賃借人との共同申請

でおこなう必要があります。不動産登記法60条）、賃借人としては登記できません27。

裁判に訴えてでも登記協力を請求することはできないのです。そのため、明治30年代

後半の日露戦争後に東京や大阪などの大都市の地価が急騰した時、賃借人は新地主か

ら建物収去・土地明け渡しを請求され、ひどい目に遭わされたのです。その当時の世

23 ここでは、信山社の復刻版（日本立法資料全集別巻81。1997年）691頁以下に依拠している。
24 例えば、川口由彦『日本近代法制史』（新世社、1998年）257頁参照。
25 『日本民法財産編（物権之部）講義 完』（日本同盟法学会出版。上巻）20頁以下参照。
26 前頁に引用した著書「上巻」21頁、同「下巻」508頁以下参照。
27 判例（大判大正10年7月11日民録27輯1378頁）・通説である。川井健『民法概論４（債権各論）』（有斐
閣、2006年）214頁参照。



21

相用語として「地震売買」という言葉が作られました。これは、地震で建物が倒壊す

るように、地盤の売買により賃借人の所有する建物も（新地主が請求すれば）取り壊

さざるをえないという意味です。そのため、東京法学校卒業の弁護士・高木益太郎が

中心となって何度も借地法案をつくったものの貴族院でつぶされます。ようやく明治

42年（1909年）建物保護法が成立して、この問題に決着がつきました28（現在では借地

借家法10条に受け継がれています）。簡単にいいますと、賃借している土地上に建物を

建てたならば、賃借人は自分の建物ですから、単独で保存登記をすることができます。

そうすると、その登記が地盤の利用権（賃借権）をも第三者に公示しているといえる

ので、その建物登記後に登場する土地の利害関係人には賃借権を対抗させよう、すな

わち、賃借人は居すわることができるようにしようというものであります。

さらに申しますと、この立法は、民法の基本原則、不動産物権変動は登記で決着を

つける（177条）という原則からの大幅な逸脱であります。現行民法（明治民法ともい

います）の起草者たちは、土地ならば土地の所有権などをめぐる争いはすべて登記で

決着をはかろうとしました。先に早く利用しはじめたかどうかは関係ないとしたので

す。しかし、この建物保護法では、土地の登記簿には賃借権は登記されていません。

地上建物が土地登記簿とは別の建物登記簿に登記されておれば、その時点で土地登記

簿に賃借権の登記があったのと同じ効果を認めようというもので（第三者はこの賃借

人を追い出すことができなくなる）、土地登記簿への記載の有無で権利関係の紛争を解

決しようとした民法の原則が崩されてしまったわけです。この点、民法起草者の梅謙

次郎らは一言あってしかるべきだと思いますが、梅のコメントは現在に至るまで見つ

かっていません。いずれにしても、こういう法制下では、登記簿を調べたただけは不

十分で、必ず現地を見て建物の有無を確認しなければならなくなりました（「現地検分

主義」）。

以上は土地賃借権の運命の話でしたが、建物賃借権については大正10年（1921年）

の借家法（1条）に至ってようやく解決を見ました（借家人は引渡しを受けておれば、

その後に登場する新家主の明渡し要求を拒めるというわけです。現在では借地借家法

31条に引き継がれております）。

あれこれ脱線してしまいましたが、要するに、薩埵は、講義録の読者を見定め、そ

の目的に合致するような書き方をしているといってよいでしょう。そして、条文の単

なる解説をするだけでなく、いろいろな箇所で疑問点も指摘しております。

旧民法について薩埵は、さらに財産取得編についての講義録も執筆しているようで

あります（私自身は未見。巻末「著作一覧」末尾の年代不詳欄参照）。今後は、同時代

の他の教科書等と比較してどのような特色があるのかを具体的に検討していきたいと

28 渡辺洋三『民法と特別法I 土地・建物の法律制度（上）』（東京大学出版会、1960年）175頁以下、幾

代通＝広中俊雄編『新版注釈民法（15）』（有斐閣、1989年）344頁以下［幾代執筆］参照。
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思っています。

なにか雑駁な話になりましたけれども、これで私の話を終わります。ありがとうご

ざいました（拍手）。
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（iii）質疑応答

○司会者 岡先生、ありがとうございました。

まだ時間がございますので、せっかくですので会場の皆様と質疑応答といいましょ

うか、ご質問などございましたら、岡先生にお答えいただきたいと思っております。

ご所属とお名前をお教えいただきまして、ご質問などを承りたいのですが、いかがで

ございましょうか。お願いします。

○質問Ａ Ａと申します。どこに所属しているわけでもなくて、ただ町の一般人で

すけれども、薩埵のお話で非常に有意義なお話を聞かせていただきました。改進党の

人だということだったですよね。改進党ができたときに、改進党のメンバーの中で、

薩埵はたしか38番目か何かに出てくるのですね、大隈重信等々を初めとして。かなり

有力な改進党員だったと思うのですね。

○岡 何か番付表があるようですね。

○質問Ａ ええ。ありましたよね。あれをみたのですが。

○岡 前頭か何かでしたね。

○質問Ａ そんな感じでしたよね。決してその他大勢の１人ではない。そういう位

置づけでしたよね。早稲田大学が当時、東京専門学校で、やはり法学部が壊滅の危機

に陥ったときがありましたね。そのときに官立の学校から先生たちを派遣してもらえ

なくて困った大隈重信が、何とか助けてくれといって集まった先生たちの中に薩埵が

いたのですよね。そのときに大隈重信がこういった政府から嫌われている人たちがや

ってきてくれて、薩埵のほかにはたしか 三宅雪嶺のお兄さんで三宅恒徳でしたっけ。

それから、司法省の第２期生の中の例の追っ払われた組の俣野時十……。

○岡 その人のことは知りません29。

○質問Ａ そうですか。陸羯南なんかと一緒に追っ払われた組なのですが、そうい

った方たちが早稲田の法学部にやってきて何年かもたせたのですよね。その大隈重信

の話で、政府に嫌われている連中がやってきてくれて、何とか早稲田の法学部はもっ

たと。薩埵は嫌われていたのかと。

東京法学校ができたときに、すぐ学校の設置願を出していませんよね。これも１つ

そこにかかわってくるのだと思いますが、なぜ設置願がおくれたのか。しかも、出し

ても薩埵は自分の学校だという名前は本人を前面に出しませんよね。主幹という立場

で。この辺が、例えば東京で法律学校ができていくときに、東京法学校は１番にでき

たという考え方もできるでしょうし、明治13年の８月であればそうですよね。明治13

29 このＡ氏の指摘通り、俣野時十も三宅恒徳も、薩埵同様、早稲田が苦境に陥っている時、授業を担当

してくれたという。早稲田大学大学史編集所編・前掲書（注14）508頁参照。ただ、俣野が司法省二期

生に在学していたかどうかははっきりしない。明治10年の「法学生徒初年第一期考科表」（手塚豊『明治

法学教育史の研究』［慶応通信、1988年］64頁以下）には名前は見あたらない。
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年の９月か何かに専修学校ができて、明治がその後ということになりますから、実質

的には最初の学校が法政だったと。こういう言い方もできるでしょうけれども、設置

願が通ったということでみていくと、今度は法政は２番目。

○岡 もっと後ですよね。

○質問Ａ になりますよね。その辺について岡先生はどんなお考えをおもちか、聞

かせていただければと思うのですが。

○岡 わかりました。私自身は専門でないのですが、今の質問にはこうお答えした

いと思います。決して薩埵は嫌われていたわけではないと思います。国は薩埵を相手

にしていなかったのではないですか。義侠心から東京専門学校の苦境を救うというこ

ともあったでしょう。さらに、薩埵自身は人々に法律知識を普及させたいという気持

ちがありましたから、そういう気持からも支援を惜しまなかったのではないでしょう

か。例えば佐倉法学校とか高崎法学校とか地方にも出かけて講義をしたりしています

（『百年史』69頁以下）。自分で行かないまでも、東京法学校の関係者（卒業生など）を

送り込んでいます。改進党の人間でありますから、東京専門学校、早稲田に肩入れす

ることは当然でしょうし、求められれば都合のつく限りどこにでも行って法律知識を

普及させたいという気持から支援したのではないでしょうか。

設置願が随分遅れて提出されているのではないかということですが、確かに15年の

10月ですから、１年以上おくれています。これは薩埵自身が設置願を出していないの

ですね。つまり、東京府の方で留め置かれて嫌がらせをされたという意味ではないの

です。『百年史』（40頁参照）でも、たしかそのように書いてあると思いますけれども、

薩埵自身の性格が原因だったのではありませんか。―最後まで薩埵は塾的な感覚を

もっていた人だと私は思いますが―薩埵自身がようやく１年たって、学生の出入り

も落ち着き、学校の体裁が整った。一定のカリキュラムに従って講義もできる。どう

も、こうやって自分自身が納得したので、設置願を出したのではないでしょうか。

また、官に届けずに、ずっと私的に学校を経営するということは―この点は詳し

く調べておりませんので、断言できませんが―おそらく許されませんでしょうから、

いずれ設置願は出さざるをえなかったと思います。それには期限が切られていたのか

どうか、私自身は調べておりません。いずれにせよ、薩埵自身が自分の気持ちに整理

がついたのが設立の１年後ということなのでしょう。だから、反体制的な感覚とか、

政府から嫌われているとか、そういうものとは全く関係なかったと思います。

おそらく、明治15年に学校設置願を出して認められ、そこからスタートして３年後

の18年に最初の卒業生が出るのですよね。今のご質問にはとりあえずこのようにお答

えしたいと思っております。

○質問Ａ ありがとうございました。

○司会者 ほかにいかがでしょうか。お願いします。

○質問Ｂ Ｂといいますけれども、卒業生です。主題ではないのですけれども、法



25

政の法は中国語で「ファ」といいますけれども、フランスという意味であって法律の

「法」ではないというような説明を聞いたことがあるのですけれども、きょうの資料

を拝見する限りでは、フランスは「仏」というようになっているので、法政の「法」

は法律の「法」なのかなと思いますが、その辺いかがなものか、教えていただけます

か。

○岡 どの字ですか。法律の「法」の古い字ですか。

○質問Ｂ いいえ。法政大学の「法」というのはフランスという意味なのか、法律

という意味なのか。

○岡 それはちょっとわかりません。私は漢学の素養がありません。確かにそのよ

うな説は私も聞いたことがあります。フランスは昔の漢字の書き方は「法朗西」と書

くのですよね。ここでは「法」の字が入ってはいますが、それ以上のことはご説明で

きません。

○司会者 岡先生は、薩埵正邦氏の法律家としての著作とか、法律的な考え方とい

うものについて何か、我々素人なのであれですけれども、理解すべき点があれば教え

ていただきたいのですけれども。

○岡 私自身も薩埵正邦の著作そのものを通して読んだということもありませんし、

何よりも「社会労働研究」に昔、松尾章一先生が小伝をお書きになって、その２で思

想を追っていますね30。さすがに歴史家ですよ。ああいう分析は私はやっておりません

ので、薩埵自身の解釈論が、しかも、旧民法ができ上がる前に薩埵は法政を去ってい

ますから、旧民法に関する著作も私は知りません31。結局、薩埵の著作中民法に関係す

るものは主にフランス法に関するものです。私自身は法政の歴史が好きですし、薩埵

や梅が好きですが、私の専門はドイツ法です。フランス語はほとんど読めませんし、

明治時代におけるフランス法の翻訳物を読む必要がないせいか、薩埵の著作がどうい

う水準にあるのかということは、―本来そこまで調べておくべきでしょうが―残

念ながら今回のご報告までには間に合いませんでした。

ちょっと話がそれますけれども、幾つかお話をしたい点があります。2010年、ボア

ソナードと梅が亡くなってから100年になります。だから、洞口さんにもお願いしたい

のですが、イノベーション・マネジメント研究センターだけでなくて、法政全体で梅、

ボアソナードを顕彰してもらいたいですね。私が今、客員研究員をしている現代法研

究所でもプランはありますけれども、一研究所ではたかが知れていますので、大学全

体にこの顕彰のことをお願いしたいと思っております。

30 松尾章一「薩埵正邦小伝（一）―法政大学の創立者―」『社会労働研究』第14巻第１号（1967年）37

頁～68頁、同「薩埵正邦小伝（二）―法政大学の創立者―」『社会労働研究』第14巻第３号（1968年）1

頁～36頁参照。
31 この点は、本文の「６．補足：薩埵の著作について」で書き足した。
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あと数年で、「日本近代法の父」、「民法の父」といわれた２人が没後100年を迎える

のですが、新聞報道でおわかりだと思いますけれども、法務省は今後何年間かかけて、

債権法を中心とした民法を改正しようというプランをもっているようであります32。と

ころが、去年（2005年）から施行されています民法の現代語化、すなわち民法の条文

の標記が「片仮名、濁音なし、句読点なし」から現代の口語体に直りましたね。これ

だって実は法制審議会の審議を経ずにおこなわれているのです。そして、用語・表現

の単なる口語化だけではなくして、判例・学説によって固まったものを条文に取り込

むというのです（例えば478条、709条など。具体的説明は省略します）。何が固まった

ものかという判断は、法務省がするわけです。要するに、学者の十分な検討を経るこ

となく、法務省が現代語化という名前のもとに整理した新しい民法が去年から施行さ

れております。

債権法の改正については、法務省だけでなく、学会の英知を結集してよりよいもの

をつくってほしいです。現在の法制審議会の前身ともいうべき法典調査会は、明治26

年（1893年）9月から旧民法改正原案の逐条審議を始めます。あの頃、民法起草者たち

は、数十カ国の民法（草案）を参照して改正原案を作っているのです。交通が今より

ずっと不便だった時代にですよ。現在だったら、それらを集めることは難しいことで

はないでしょう。しかし、おそらく現在の民法研究者の誰一人として、起草者の立場

に立ってこれら数十カ国の民法を目の前に置いて、なぜ梅先生たちはこれをとって、

あれをとらなかったのか、ということを追体験した人はいませんでしょう。そのよう

な姿勢で書かれた論文は一切見あたりません。

ということは、総則、物権、債権、親族、相続の５編のうち、債権法だけ修正する

にしても、民法起草者がどのような論理で、なぜそういう体系をつくったのかをきち

んと把握33できないとすると、相互に緊密に関連しあっているものが破壊されかねない

でしょう。

某出版社の人が、私に対して、今さら梅を研究してどういう意味があるのですかと

聞くのです。100年前に死んでいる人間ではありませんか。日進月歩の時代に、そうい

う後ろ向きの研究というのは意味がないではありませんか、と。唖然としましたけれ

ども、この人と同じような意見が学者の中にもあります。これらの人々は歴史に学ば

ない。歴史に学ばないマイナスは、必ず将来、自分に降りかかってくると私は思いま

す。月並みですが、「温故知新」という言葉をかみしめたいですね。やれる範囲で、今

後薩埵の民法に関する著作の検討をはじめ、日本民法を作るべく起草者がはらった努

32 商事法務内に設置された民法（債権法）改正検討委員会については、

http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html 参照。
33 これを目指して、民法制定過程の資料を整理しようとしているのが、広中俊雄編著『日本民法典

資料集成・第一巻』（信山社、2006年）である。

http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html
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力に少しでも近づくべく勉強したい、と思っております34。

○司会者 ありがとうございました。ウェブキャット(Webcat)という図書館の検索

システムがございますけれども、それで調べますと、「さった」で調べると、ごく少数

の著作が検索にヒットするだけでして、「さっすい」で検索しますと、薩埵の著作が出

てきます。30数冊を超える本が薩埵先生の著作として登録されておりまして、その中

にはまさに財産法とか相続法とか、そういうものについての講義録の著作が含まれて

おります。私ども法政大学の現代法研にはそのうちのほとんどが所蔵されていますけ

れども、それ以外に多くの所蔵があるのが京都大学と同志社大学ですね。最後、京都

でお亡くなりになられていますので、ご自身の著作をもっていかれたのだろうと思い

ます。

岡先生、もう１点伺いたいのは、中央大学という大学がございまして、先ほど法政

大学の法学部が大正時代からは文学部、経済学部に潮流が移っていって、なかなか難

しい時期を迎えるようになったというお話がございましたけれども、同じような社会

的評価を得ていながら、中央大学というところは非常に多くの司法試験合格者を出し

て、一時は３けた出していましたけれども、法政大学は１けたですよね。２人とか３

人という方が毎年受かっていく。たまにもちろん10人を超えるときもあるのですけれ

ども、これはどういう違いで、教育システムとしてみたときに何が違っているのか。

もしご存じの点があれば教えていただきたいのですけれども。

○岡 詳しくわからないのですけれども、漠然とした印象で申しますと、何よりも

スタッフの構成の違いがあるのかもしれません。つまり法政大学は生え抜きの人間が

非常に少ない。中央は逆にほとんど生え抜きなのではないでしょうか。母校を愛する

とか、後輩を指導するとか、そういう姿勢が中央と法政とを比べた場合には、中央の

ほうがより熱心なのかもしれません。私自身も他大学出身の人間で法政に就職しまし

たから、余り大きなことをいえませんけれども、そのように、今のところは考えてい

ます。

例えば法政大学でも遠藤光男さんが最高裁の裁判官になりましたけれども、その前

にも最高裁の判事をなさったかたがいらっしゃいました。ところが、その人たちを囲

んでいろいろ学ぶということがないのですね。遠藤さんの周辺ではやっていたかもし

れませんけれども、法学部全体で何かそういう先輩から話を聞くとかといったことは、

私の在職していた頃にはありませんでした。単なる推測ですが、逆に中央では、先輩

法曹が後輩にいろいろなノウハウを伝授していくといったことがうまく機能していた

34 私自身も、前注（32）の動きはまったく無関係に、加藤雅信教授（上智大学）と語らって「民法

改正研究会」を作り、2005年秋から財産法全体の改正案を検討している。2008年3月には「民法改正

国際シンポジウム―日本、ヨーロッパ、アジアの改正動向比較研究」を上智大学でおこない、同年10

月の私法学会では我々の民法改正試案を提示して、広く学界の論議を喚起しようと考えている。
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のではないでしょうか。

○司会者 ありがとうございました。

○質問Ｃ 今の質問に関連するのですけれども、結局、建学の精神というのは、要

するにどのように引き継がれてきているのか。あるいは変遷があって、どうなってい

るのか。きょうのタイトルは教育者・学校経営者としての薩埵ということでございま

すので、その点ちょっと持論を拝聴できればと思うのですけれども。

やはり我々、市井におりまして、企業でもそうなのですけれども、経営理念という

のが一番大事なのですね。これがちゃんと末端まで行き渡っているかどうか。それが

今いろいろ組織での不祥事だとか、例えばどう対応するかとか、適応できない原点に

なっているわけですね。だから、我々は組織を評価する場合は、必ず経営理念は何で

すかというのをまず問うのですけれども、大学におきましても、今までは、ちょっと

言葉が過ぎるかもしれませんけれども、雨後のタケノコのように出てきた時代があり

ましたですね。だけども、これからはやはり建学の精神とか、そういうのが創立以来

ちゃんとしているとか、変遷があってこのように変わったとか、将来こう変わってい

くとか、不易流行な部分もございますのですけれども、その辺をちょっと。

○岡 本学の建学の精神は、よく「自由と進歩」といいますね。さっきのご質問に

もありましたように、時の政府の反対にもかかわらず、窮地に陥っている東京専門学

校に出校する。求めがあればそれにできるだけこたえていきたい、と。そういう点で、

創立者のうち、伊藤修はよくわかりませんが、薩埵、金丸にはそういう建学の精神が

あったことは、まず問題がないと思います。

ところが、本日ご説明しましたように、結局は様々な要因が複合して、明治19年以

降23年までの間に薩埵人脈が交代していく。薩埵自身も辞めざるをえない状況に追い

込まれていく。そうすると、東京法学校時代に残っていた司法省法学校卒業生とか東

京大学卒業生たち開明派エリート官僚たちが東京法学校を支える。そして主として財

政的な面で支え切れなくなって、東京仏学校と合併して、和仏法律学校になっていく。

箕作麟祥という毛並みのいい人間が約10年間校長職を勤めるが、これといった改革は

しない。そして、われらが梅先生が登場するわけです。梅先生だって、エリート官僚

法学者ですね。

というわけで、こと法学部に関していうならば、金丸、薩埵たちの「自由と進歩」

という建学の精神が、専任教員のいない時代に―これは長く続くのですが―学生、

卒業生などに受け継がれていったのでしょう。先ほどの洞口さんの質問もそうですが、

もともと法律学校時代から生え抜きの人間がこの学校を支えるという体制ではなかっ

た。それがいろいろ苦労の原因になったのだと思います。法政大学法学部は、私立法

律学校の中で一番長い歴史をもっている学校の一つですが、そのわりには、きちんと

した後継者の養成がなかったこともあって、学校に責任をもつという体制がなかなか
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とれなかった。梅先生は責任をもったと思います。

もう１点補足しましょう。その梅体制を支えた中心人物は薩埵の東京法学校に学び

卒業した信岡雄四郎という弁護士です。これは平民新聞などの反権力の側から無料弁

護を引き受けてくれたということで感謝状まで贈られている人間ですが（『百年史』

138頁注（56）参照）、この信岡雄四郎、それから梅先生と同じ司法省第２期生（明治

17年卒）の飯田宏作、この２人が梅体制を支えていきます。自由と進歩（法学校時代

の建学精神をいいかえますと、法律学を学ぼうとする者にその機会・場所を提供し、

法律思想なり権利というものを一般大衆に普及させたいということになりましょうか）、

これは梅を通して信岡、飯田に受け継がれようとしました。しかし、両者ともに、梅

先生が亡くなる前後に、相次いで亡くなってしまうのです（信岡は明治42年、飯田は

大正元年に亡くなります）。

だから、建学の精神というのは、文学部とか経済学部隆盛の頃に改めてつくり直さ

れたように見えるのです。その意味では、歴代総長が三木清とか戸坂潤という名前を

出すのも当然なのですね。創立者の人間関係が途中で断絶してしまうのですから。こ

の点で、法政は不幸だったと思います。

しかし、私自身は先ほど冒頭でも話しましたように、洞口さんをはじめとするイノ

ベーション・マネジメント研究センターがこの薩埵の生誕150年に着目し、今改めて薩

埵を顕彰するということは、本当に意義深いことだと思っています。こういう動きが

法学部、現代法研究所と関係なく出てきたという点に、両組織に縁があった私として

は残念である反面、法政大学に希望があるように思うのです。単に生え抜きの人間が

ずっと受け継ぐだけではなく、その時々に勤めている人間が、どの学部であれ何であ

れ、関心をもって本学の草創期の人物を顕彰していくということが、法政の底力を示

すものでしょう。今度は2010年にボアソナード、梅没後100年を機会に改めてこの草創

期の二人に焦点をおいた企画を実行していただくようお願いします。

著名な私大のように、教職員に創立者の考え方が脈々と受け継がれていくのとは異

なって、我が法政大学では、ある時は地下に潜ったりして、途絶えたように見えなが

ら、伏流水として脈々と建学の精神が流れ続け、再発見する人間によって引き出され

て、受け継がれていくのではないでしょうか。

○司会者 どうもありがとうございました。堅実で質素、官僚機構とは距離を置い

て、社会人向けの教育や通信教育を通じて「開かれた大学」としての姿勢を維持する

というのは、120年間変わらない法政の特色ではないかと思います。

まだまだ伺いたい点もたくさんありまして、清国留学生の速成科につきましては、

魯迅の「藤野先生」という小説の中にちらっと出てきて、法政を訪ねたのか、訪ねな

いのかみたいな議論もあるようですけれども、きょうはもう時間がなくなりました。

改めてここで岡先生に拍手をお願いしたいと思います。（満場拍手）
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日 時： 2006年6月24日（土） 13:10～14:40

会 場： 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード･タワー25F

イノベーション･マネジメント研究センター セミナー室

司 会： 洞口治夫（法政大学大学院

イノベーション･マネジメント研究科教授）
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作 成
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現 代 法 研 究 所



【凡例】

１． 明治５（１８７２）年までは、旧暦をとり、以降は新暦とした。

２． 一部を除き、できるだけ薩埵正邦と同時代の資料を典拠とした。

３． 各年の末尾、「＊」以下には「年譜」の項に著書および編を『』中に記載し、「典拠」の項

に出版事項を記載した。

４． 各年の末尾、「＊＊」以下には「年譜」の項に論文類（論文・問答・科題など解答を含む）

を「」中に記載し、「典拠」の項に掲載紙誌および掲載年月日記載した。

また、各論文類の「」の後ろに論説之部・問答之部・記事などの種別および用いた号を、都

度記載した。号（豁堂・呑月など）の記載のないものは薩埵正邦記名文である。

５． 各年の末尾、「＊＊＊」以下には「年譜」の項に注釈および校閲のものを『』中に記載し、

「典拠」の項に出版事項を記載した。

６． 「年譜」の項の「●」以下には関連事項を記載した。

７． 連載の論文は、初出のタイトルをとった。

８． 著作について、現物を確認できないものは紙誌掲載の広告などを典拠とした。この場合は備

考の項に「未見」と記した。

９． 原則として、発行年が不明の著作については、巻末の「著書：年代不明」にまとめて記した。

１０． 原則として、旧漢字は、新字とした。
１１． コト・ヨリなどの合略仮名については使用しない。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
安政３（１８５６）年

３ ５ １９ 京都市上京区今出川千本東入般舟院前町に父秀堅（薩埵家７
代耕斉）母静子との長男として生まれる。

「自筆の履歴書」明治２３年８月
薩埵章『薩埵物語』薩埵章（私家版）、平成２年１
１月３０日
桜井敬太郎等『京都府下人物誌 １編』金口木舌
堂、明２４年７月

『京都府下人物誌 第１編』では、父の名は「雄輔」と記載されて
いるが、本稿では「秀堅」をとった。
秀堅は従二位宰相西大路隆明五男で、嘉永５（１８５２）年９月、
養子として薩埵家に迎えられて、静子と結婚。

文久１（１８６１）年５歳
１ ５ 妹岸江生まれる。 薩埵章『薩埵家弐百五拾年史(一七三七ー一九八九

年)二世紀半のあゆみー』薩埵章、昭和６３年７月
１５日(以下『薩埵家弐百五拾年史』と略す)
前掲『薩埵物語』

文久２（１８６２）年６歳
２ １０ １５ 父秀堅、３３歳で死去し、以後祖母推孝に養育される。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』

前掲『薩埵物語』
秀堅の死後、母静子は名を千鶴尾と改め、従四位上橋本摂津守正路
に嫁ぐ。
『京都府下人物誌 第１編』（前掲）には父「薩埵雄輔」死去し、
祖母推孝に養育されるとある。

この頃 大学を暗誦する。 篠田正作『知識進歩立志之友』中村芳松、明治２５
年１月８日

記憶力に優れ、近隣の人をして神童と称されたと言う。
その後、諸家の門にて漢学を修める。

文久３（１８６３）年７歳
３ １ ２ 後に妻となるマサ、富井政恒・緑の長女として京都上京区に

生まれる。
前掲『薩埵家弐百五拾年史』 マサの兄は、富井政章（１８５８－１９３５、法学博士、東京法学

校の初期より終世に渉り、法政大学に尽力した）。

明治２（１８６９）年１３歳
この頃 ●京都時習舎、上京区四番組小学校に建物徴用され立ち退

く。
前掲『薩埵家弐百五拾年史』

明治４（１８７１）年１５歳
４ ７ ９ ●司法省設置。

４ ７ １８ ●文部省設置。

４ １２ 京都仏学校入学。レオン・デュリーにつき２年半仏語学を学
ぶ。

「自筆の履歴書」明治２３年８月 『知識進歩立志之友』（前掲）では以下のように記す。「十七歳の
時学の漢学に止まらざるを悟り」京都仏学校に入り、数百の学生中
頭角を顕す。明治８年デュリーの東京への転任に従い上京するが、
家が貧しく学資が続かず議官斉藤利行の学僕となった。余暇に漢学
と仏学を修める。法律を学ぶ志はあったが「其頃これを学ぶの校舎
なきを以て諸大家の著書に就き専ら研究する」。
その頃、桜井能監らの仏国民法研究会が開かれたので会員となっ
た。
２年半とすると、明治７年の６月頃となるが、上京まで半年のブラ
ンクがあることになる。
京都仏学校の入学にあたっては「某氏君ノ才ヲ愛シ資ヲ助ケ」たと
して記している（『法学協会雑誌』１５巻８号８５９頁）が、「某
氏」については不明である。
薩埵が学んだデュリーの京都仏学校、レーマンの独逸学校などこれ
らの教育機関は槙村正直（２代目知事、明治４年に長谷信篤知事に
起用された）の政策として京都振興のために導入された。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
明治６（１８７３）年１７歳

６ １１ １５ 土 ●ボアソナード来日。 雇入れ契約は、明治６年６月２４日付け。

６ １２ 富井マサ、１０歳１０ヶ月で京都女学校（京都女紅場）「検
査」を受ける。

「薩埵家資料」(法政大学図書館寄託) 「検査 英語学第二等 士族 富井まさ 十年十月」に「京都女学
校印」が押印されたものが残されている。「検査」は試験をさすも
のと思われる。
京都女学校は日本最初の女学校として明治５年４月に開設。「新英
学校・女紅場」、「女学校・京都女紅場」、「高等女学校」と変遷
し、現府立第一女子高等学校となった。新英学校・女紅場はイー
ヴァンス夫妻が担当。

明治８（１８７５）年１９歳
８ １ 京都仏学校廃止となり、デュリーの開成学校赴任につき従い

上京。
以後、デュリーに師事し２年間普通学を学ぶ。

「自筆の履歴書」明治２３年８月
前掲『京都府下人物誌 １編』

『薩埵家弐百五拾年史』（前掲）の年表では、「法律」を学んだと
記されているが、桜井能監らの仏国民法研究会をさすのだろうか。

この頃 上京後は、元老院議官斉藤利行（としつら）の学僕となる。 斎藤（１８２２～１８８１）は土佐出身。おこぜ組の一員として活
躍、反対党のため失脚の後、吉田東洋に抜擢され、新おこぜ組の一
員となる。慶応３年７月、長崎でのイギリス水兵殺害事件で土佐人
に嫌疑がかかると談判委員の一員として活躍（高知新聞社「高知県
人名辞典」平成９年１２月１７日）。従四位元老院議官として海上
裁判所訴訟規則審査委員など担当したが、明治１４年５月２６日死
亡。

明治９（１８７６）年２０歳
９ ２ ２２ 火 ●代言人規則制定。

９ ４ １３ 木 司法省法学校入校試験願書を出す。 『明治九年司法省法学校入学関係』東京大学五十年
史料(東京大学総合図書館所蔵)

願書は東京府権知事楠本正隆より司法卿大木喬任宛に提出された。

９ ７ ３ 月 午前８時、司法省法学校入校試験を受ける。学科は合格する
も体格検査で不合格となる。

『明治九年召集新生徒試験書類 法学課』東京大学
五十年史料(東京大学総合図書館所蔵)

試験は漢学のみで、論語の弁書・資治通鑑の白文訓点の２科目。こ
の時、梅謙次郎（法学博士、法政大学総理として学校経営に尽力）
も学科は合格したが体格検査で不合格となった。富井政章は学科不
合格となり、翌明治１０年私費にて渡仏する（荻原善太郎著『帝国
博士列伝』敬業社，明２３年５月、墨堤隠士著『人物の食客時代』
大学館、明３８年９月他）。
なお、受験時の薩埵の居住地は斉藤利行家寄留（第三大区三小区中
六番町３４番地）。因みに富井は一ツ橋通町６番地の開成学校教師
館寄留。富井はデュリーの官舎に住み込んでいたものと思われる。
梅は、下谷区練塀町の兄錦之丞方。
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この頃 桜井能監宅での法律の研究会に出席する。 法律新聞１７７号(明３６.１２.１５) 箕作麟祥の『仏蘭西五法』の訳本出版がきっかけとなった研究会の

ようだ。「毎夜回読会」が開かれた。福鎌芳隆、大森鐘一、高木豊
三、薩埵正邦、北垣国道、横田香苗などがその会員であった。薩埵
と高木は京都でのデュリー門下であり、共著ではあるが両人による
刊行物は、薩埵の最初の著書である（本稿明治１３年の項参照）。
明治１０年１０月調べ（神崎正誼編『官員名鑑 全』山口安兵衛、
明治１０年１１月１６日）では、高木・橋本胖三郎・岩野新平は
揃って司法省５等属として出仕している。
それ以前に福鎌は、箕作からフランス語の訳本を借読し、謄写など
して研究を重ねていたとある。その福鎌の上司が桜井能監であっ
た。さらに福鎌は桜井の許可を得て官暇をもって諸規則の部門編纂
し、その編纂したものを太政官蔵版としての刊行を願うも、上司の
反対にあった。後日、著したものは、『本朝民鑑』として明治１１
－１３年民間の千鍾房他より刊行されている。

箕作の『仏蘭西法律書』は「憲法」１巻（明治６年８月、文部
省）、「民法」１６巻（明治３－７年、大学南校・文部省）、「訴
訟法」８巻（明治６－７年、文部省）、「商法」５巻（明治７年、
文部省）、「治罪法」５巻（明治７年、文部省）、「刑法」５巻
（明治３年、大学南校）の全４０巻が出板（和本）されている。そ
の後、活版での印刷本、黒川誠一郎による『仏蘭西法律書民法講
義』（明治９年）などもある。論ずべきものはあるが、近代法制定
過程で、箕作の『仏蘭西法律書』が果たした役割は大きい。
箕作の書を基に法律学を学び始めた薩埵が、法律学の啓蒙に心を砕
き、育成してきた東京法学校から離れた後、和仏法律学校となった
「薩埵の学校」（ボアソナードは後にこう呼んでいる、薩埵の果た
した役割を身を持って感じていたからこう呼んだのだろう）の初代
校長が箕作というのも不思議な縁であるかもしれない。

明治１０（１８７７）２１歳
１１ 土 ●時習社、『法律雑誌』を創刊する。 読売新聞(明１０.７.２３、１面)

読売新聞(明１０.８.１４、２面)
法律雑誌１号(明１０.８.１１奥付)

仮本局、東京北神保町４番地。社長兼編輯長金丸鉄、印刷人矢代
操。無記名のものは本社編輯者の「手稿」。『読売新聞』７月２３
日の紙面には「猿楽町二丁目の時習社にて内外法律雑誌」を出版す
るという記事が掲載された。
因みにこの頃の矢代の住所は、「東京第四区四小区猿楽町二丁目四
番地」となっている（クレエト著・矢代操訳『仏国民法財産相続略
表』講法学社、明１０．７．１５奥付）。このことは、時習社が準
備段階の一時期、矢代宅にあった可能性を示唆している。
金丸が「学友先輩」と計り『法律雑誌』を創刊するにあたり、「司
法省法学校出身の士」が賛同したが、要職の某氏の反対にあい、賛
同者も次第に離れた。しかし、地方にあって学校に行けない者、師
に付けない者にも法律を学ぶという機会を与えるという目的をもっ
て刊行に至った。
また特に司法省は「専ら仏国法律を採り大学校は専ら英国法律を研
究す故に二者の間窃かに相容れざるものあり此際一の『法律雑誌』
を刊行して互に議論を上下し以て法律編纂幾分の資料」となろうと
ある。
つまり仏法派・英法派のどちらにもとらわれず、いわば当時の社会

８１０
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１０ １２ 富井マサ、京都女学校「女学第六級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
明治１１（１８７８）２２歳
１１ ７ 富井マサ、京都女学校「女学第五級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
１１ ９ ●時習社、東京弥左衛門町１９番地に移転する。 法律雑誌４２号(明１１.９.３０広告)
１１ １０ 桜井能監の推薦で、内務省雇となる。 前掲『知識進歩立志之友』
明治１２（１８７９）２３歳
１２ ２月頃 ●時習社本局の地番改正で東京弥左衛門町１番地となる。 法律雑誌５８号(明１２.２.２２広告) 同誌５３号（明１２．１．２７）までは７日間隔、同誌５４号２日

間隔。
１月から２月にかけての発行日のイレギュラーは月４回にするため
のものと思われる。
この明治１２年２月からの大改革は「法学社」設立にむけてのもの
とも思われる。大原鎌三郎（郵送、「英国上院之判決 誹欺取財貨
物追従之権１２ー１４頁）、「佐田」の記名文がこの号以降掲載さ
れる。
同誌の告白に拠れば、記者の姓名のないものは本社編集者の手稿と
ある。この号より月４回発行。

１２ ２ 富井マサ、京都女学校「女学第四級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
１２ ３月頃 後に、薩埵家の姻族となる熊谷正佐久、神田西紅梅町２番地

で時習社の出版物の販売を行う。
東京日日新聞(明１２.３.５)
法律雑誌６０号(明１２.３.８、広告)

熊谷正佐久（正作）は、薩埵の娘康子の嫁ぎ先である桂家から養子
（桂八十三、康子の夫正蔵の兄）をむかえている。
また、薩埵の妻マサの姉妹勝子は、小倉鈴之助に嫁す。鈴之助の兄
弟は小倉（橋本）胖三郎で、妻栄枝は桂家の出で、前述の八十三と
は兄弟である。
一時期、熊谷方では、『仏国民法国字解』第２６号までの販売を取
り扱ったようである。『東京日日新聞』明治１２年１２月８日付け
では「熊谷正作ヨリ配達ノ分依頼ハ本社ニ引受ケ」との時習社広告
が見られる。
因みに、橋本胖三郎の著作『仏国刑法集解』を時習社が販売してい
る（『法律雑誌』４９号、明１１．１２．１２）。橋本は明治１４
年頃、西紅梅町２番地を住所としている（『東京仏文会姓名録』明
１４．５．７、彦根正三編『改正官員録』博公書院明治１５年５月
２日）。

において無派閥のグローバルな雑誌の形態にしたかったのではない
だろうか。金丸のこの『法律雑誌』に対する思い入れはかなりのも
ので、大阪へ居を移した後も、手元において自慢していたという
（木村銀次郎編『近畿名士偉行伝』光世館、明治２７年７月３０
日）。
因みに、『法律雑誌』に掲載する論説は必ずしも「仏法派ノミナラ
ス英独ノ法律家ノ説モ亦屢ハ之レヲ記載スルコトハ」読者もご存知
と、後年発行の『法律雑誌』７５１号（明２２．７．８、１－４
頁）「本誌改良ニ付キ緒言」の中でも記している。また、同誌「社
告」でも「本誌は英仏独伊ノ学派ニ偏ラス専ラ日本ノ法学進歩ヲ謀
ルヲ主義トス」としている（『法律雑誌』７５２号、明２２．７．
１３他）。
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１２ ６月頃 ●各地方裁判所官吏に対して、上京の際は司法省修補課へ

出頭し法律の講義聴講を受けるよう内達される。
読売新聞(明１２.６.６、１面) 穂積陳重が、修補委員磯部四郎の刑事弁護制度提案の件を紹介した

中で、修補課は「大木司法卿の下に専ら法律の制定、法律問題の疑
義裁定」をおこなっていたと述べている（手塚豊『明治刑法史研究
下』慶応通信株式会社、昭和６１年６月１０日、２６１頁以下）。
ここでは講義聴講がなされたか否かについては触れられていない。

１２ ７ 富井マサ、京都女学校「女学第三級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
１２ ８ ボアソナードに師事し、以後６年間法律学を学ぶ。 「自筆の履歴書」明治２３年８月

前掲『知識進歩立志之友』
明治１２年から６年間「法律修業」というと、つまり、明治１８年
までということになる。この年は東京法学校として第１回卒業生を
出した年にあたる。薩埵は自らも学びつつ、講義を担当していたの
だろうか。もっとも、初期は日本刑法治罪法輪読担当となっている
（『東京日日新聞』明１４．５．２０広告）。この輪読とは夜学
で、昼間の講義の復習にあたるものであったようだ（郵便報知新聞
明１３．１０．１広告）。
「自筆の履歴書」では明治１５年９月より主幹となり、「教授の
任」としているが、同１３年から２年間の空白が生じることにな
る。

１２ １１ ●『法律雑誌』の印刷長、矢代操から吉田義静へ交代。 法律雑誌９２号(明１２.１１.８、広告) 吉田は司法省法学校明治９年入学、賄い事件で退学となった。熊本
県出身。後に甲府一高・外国語学校の教員など歴任した後、渡仏
し、林忠正、黒田清輝らと現地で交流した。
明３２年１０月よりは明治法律学校高等予科・随意科講師として仏
語学を教えた。

１２ この頃 ボアソナードの推薦で、民法編纂局兼務となる。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』 民法編纂局が設置されたのは明治１３年４月で、この年に推挙され
ることはないと思われる。実際委員の任命も１３年４月である。
薩埵が第三高等中学へ提出した「履歴書」には一切の官歴が記載さ
れていない。
今回、明治９年から同１５年までの「官員録」を調査したが薩埵の
出仕に関するものを確認できなかった。
また、ボアソナードの指導を受けたとしているが、裏付ける資料を
今回は確認できなかった。

１２ １２ ●アッペール来日。

明治１３（１８８０）２４歳
１３ ２ ●時習社、京橋区弥左衛門町１５番地へ移転。 法律雑誌１０３号(明１３.２.７、広告)
１３ ３ 富井マサ、京都女学校「女学第二級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
１３ ４ この頃 ●司法省法学校の講義「諸人」の傍聴を許可する。 読売新聞(明１３.４.９、１面) 毎週水・金曜日午前９時３０分から１１時は、ボアソナードが「法

律の大意」を講義。
火・木曜日午後１時から２時３０分は、アッペールが「刑法原則」
を講義。
月曜日は小倉久（司法省御用掛）が「訴訟法」を講義。

１３ ４ １０ 土 ●東京法学社設立広告をだす。 東京日日新聞(明１３.４.１０)

１３ この頃 内務省を辞する。 前掲『知識進歩立志之友』
１３ ４ ３０ 金 ●元老院に民法編纂局設置。 同年６月１日開局。開局後は編纂を急務とするため暑中休暇はな

し、同局は多忙としばしば報道される（『東京日日新聞』など）。
民法編纂局総裁は大木喬任、編纂委員は玉乃世履・横田英世・岡水
本成美・津田真道・箕作麟祥・西成度・池田弥一・杉山孝敏・黒川
誠一郎・磯部四郎など。

１３ ５ １３ 木 ●代言人規則改正。
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１３ ６ ２３ 水 司法省雇となる。民法編纂局御用掛を兼務する。 前掲『知識進歩立志之友』

法政大学百年史編纂委員会、『法政大学百年史』法
政大学、昭和５５年１２月１日

１３ ７ １７ 土 ●刑法・治罪法公布。
１３ ８ ７ 土 ●時習社編集長が金丸から八塚幹之助に代わる。 法律雑誌１２６号(明１３.７.２４、広告) 編集長交代の挨拶文は特に無い。金丸の場合は「社主兼編集長」だ

が、八塚（和歌山県出身）は「編集長」の肩書きのみ。
８月から９月にかけて、金丸は東京法学社より『刑法注釈』・『治
罪法注釈 全』（著者はいずれも長井正海）を発行している。

１３ ８ ●『法律雑誌』第１２７号外付録『刑法・治罪法 合巻』 法律雑誌１２６号(明１３.７.２４、広告)
１３ ８ ●専修学校設立認可申請。 学校法人専修大学編『専修大学１０５年』学校法人

専修大学、昭和５９年９月１０日
１３ ９ １２ 日 知友とはかり東京法学校開校。同校、主幹となる。 前掲『知識進歩立志之友』

法律雑誌１３５号(明１３.１０.２、広告)

１３ ９ この頃 神田区小川町３９番地に寓する。 『刑法一覧』時習社・博聞社、明１３年９月１１日
１３ ９ ●時習社社長、金丸から八塚に交代する。 法律雑誌１３８号(明１３.１０.２３、広告)
１３ １１ ６ 土 ●金丸鉄、時習社を辞退し、以後客員の報告広告をだす。

同時に東京法学社鑑定局開局。
法律雑誌１３９号(明１３.１１.６、１１－１２丁) 鑑定局は学校とはまったく別に開局する。

１３ １２ １３ 月 共同名で、東京法学社手狭のため神田錦町２－３へ移転の旨
広告を出す。

法律雑誌１４５号(明１３.１２.１８、１３丁)
東京日日新聞(明１３.１２.２４)

『法律雑誌』の広告では、金丸との２者共同名。『東京日日新聞』
では伊藤も加えた３名の共同広告。

＊ 『刑法一覧』高木豊三と共著 時習社・博聞社、明１３年９月１１日 定価は１８銭。蔵版者は高木（1852－1918、京都出身）。
高木は薩埵とともに京都のデュリー門下生であった。

＊＊ 「強姦ノ未遂ト既遂トハ何レノ点ヲ以テ定ム可キヤ」問答之
部、呑月酔人

法律雑誌１３９号(明１３.１１.６、６－９丁) 問いのみ。
薩埵は、「豁堂」・「呑月」と号した（玉木為三｢伝記 故薩埵正
邦君略伝」『法学協会雑誌』１５巻７号、８５８－８６０頁）。
『法律雑誌』上でもしばしば、「豁堂主人」・「呑月酔人」の名を
用いて執筆している。
明治１４年以降同誌において、「佐田豁堂」・「佐津呑月」名によ
る論説なども掲載されている。
遡って、『法律雑誌』５７号（明１２．２．１５）他にみられる｢
佐田好基」および『法律雑誌』１１２号（明１３．４．１０）にみ
られる「佐津（のみ）」の記名文も薩埵ではなかと推察できるもの
の、薩埵筆とは断定できえていない。そのため本稿では記載しな
い。
この「呑月酔人」記名文は『法律雑誌』における薩埵の記名による
初出の執筆と思われる。金丸が時習社を「辞退」するのと入れ替わ
るように薩埵の記名文が載るのは、主筆が金丸から薩埵に代ったこ
とを意味するのだろうか。

＊＊＊ 『佛蘭西行政法講義筆記』アッペール講義、宇川盛三郎・橋
本胖三郎口訳.、薩埵編

東京法学社、明１３年３月

明治１４（１８８１）２５歳
１４ １ １７ 月 ●明治法律学校開校。 明治大学百年史編纂委員会編『明治大学百年史 四

巻 通史編Ⅱ』学校法人明治大学、１９９４年１０
月１５日
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１４ 官職を辞する。 前掲『知識進歩立志之友』
１４ ３ １ 火 ●東京法学社、行政法講義会開設。 法律雑誌１５７号(明１４.２.２８、広告)

法律雑誌１６４号(明１４.４.３、広告)
「司法省法律専門学校御雇仏国法律博士」アッペールを招聘し仏国
公法・行政法の日本関連の講義を行うとしている。同会の講義は毎
週火曜日午後３時半から５時まで、会費は月５０銭。後に『行政法
講義』として中央法学会から刊行されている。

１４ ３ ８ 火 東京法学社に於ける行政法講義会の第１回筆記を行う。 『仏国行政法講義筆記』東京法学社蔵版、明治１４
年３月

アッペールが講義をし、宇川盛三郎・橋本胖三郎が口訳をし、薩埵
が筆記を担当した。

１４ ５ ７ 土 仏文会正会員として同会名簿に載る。 『東京仏文会姓名録』東京仏文会、明治１４年５月
１日(日仏会館所蔵)

薩埵の住所は、神田錦町２－３。
この年は、正会員は７８名、通信員（主に横浜・フランス在住者）
は５名、名誉会員は１名会員総計は１８４名となっている。

１４ ５ ８ 日 ●数寄屋橋の明治法律学校において、連合法律討論会開設
のため各校の生徒が会する。

明法志林５号(明１４.５.１５、４２頁) 専修学校・明治法律学校・東京法学社・茂松法学校などの生徒２
６、７名により会則など制定の評議を行う。

１４ ５ ２０ 金 ●東京法学校、東京法学社より分離・独立する。 前掲『法政大学百年史』
法律雑誌１７４号(明１４.５.２３広告)

東京法学社と東京法学校の共同広告である。さらに、広告の最後
で、本校は、「準員」および「討論会員」を募集すると記載されて
いる。この「準員」という文言が、のちに薩埵と卒業生間に生じた
校友会組織問題の一因となった（本稿、明治２０年の項参照）。

そして、この広告では、東京法学校の講師名を見ることができる。
ボアソナード、アッペール、岩野新平、大原鎌三郎、橋本胖三郎、
堀田正忠そして薩埵。この中の日本人講師陣の関係について簡単に
下記で触れておく。
薩埵と同郷で同じデュリー門下生であり、明治１３年に共著出版を
している高木は、岩野と明治１０ー１５年頃まで司法省・太政官の
同僚、橋本も同１４年までは高木・岩野の同僚であり、同１３年に
は橋本と堀田が同僚となる（神崎正誼編『官員名鑑 全』山口安兵
衛明治１０年１１月１６日、日暮忠誠編『官員録』拡隆舎明治１１
年５月８日、大崎清重編「明治官員録 全」山口安兵衛明治１２年
２月６日、彦根正三編『改正官員録』博公書院明治１３年１０月２
日、彦根正三編『改正官員録』博公書院明治１４年７月２日、彦根
正三編『改正官員録』博公書院明治１５年５月２日）。
後に『治罪法異同弁』など、堀田と共同で書を著す高谷恒太郎（大
分県出身、弁護士）は、明治１３年司法省に奉職した当時「堀田正
忠、大原鎌三郎等の諸氏」が同僚で、このとき、司法省のボアソ
ナードが「大審院に於て仏国民法を講義し」有志に教え、「君亦之
に就て専ら仏法を研鑚し」大いに得るところがあったとしている。
また、高谷は明治１５年東京控訴院の橋本が内務省に転じた際の後
任でもある（越山鬼城著『近畿弁護士評伝』潜竜館、明治３３年１
２月１６８－１６９頁）。

１４ ６ ３ 金 富井政章の原稿を時習社に寄送、『法律雑誌』に記載され
る。

法律雑誌１７６号(明１４.６.３広告) 「売買自己ノ所有ニ非サル物件ヲ売払フ事」の論題で分割掲載され
た(他同誌１７７･１８４･１８７･１８８･１９０･１９１号）。

１４ ６ １２ 日 ●明治法律学校において、連合法律討論会開催される。 明法志林６号(明１４.６.２４、３３－３４頁) 論題は「性法ト道徳ト区別アルヤ否」。
参加生徒数は６０名余り。

１４ ７ 富井マサ、京都女学校「女学第一級」を卒業する。 前掲｢薩埵家資料」
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１４ ７ ８ 金 『法律雑誌』の印刷長となる。 法律雑誌１８３号(明１４.７.８、奥付頁) 薩埵の前任者は吉田義静。

この１４年以降薩埵は、本名のほか「佐田豁堂」・「佐津呑月」な
ど号をもちいて、論説・問答など紙面のほとんどの執筆を担当して
いる。同誌の「印刷長」は主筆をさすものとも思われる。遡って、
金丸鉄・矢代操時代の主筆は矢代であったかもしれない。

１４ ７ ●専修学校第１回卒業生を出す。 学校法人専修大学編『専修大学１０５年』学校法人
専修大学、昭和５９年９月１０日

１４ ９ ３０ 金 富井マサ京都女学校女学全科を卒業する。 前掲「薩埵家資料」
１４ 秋 ●東京法学校石川浅之助、秋期代言試験にて免許を得る。 明法志林２３号(明１５.２.１５、４５０頁) 石川（栃木県出身、弁護士）は東京法学校を明治１９年7月卒業し

ている。
因みに明治法律学校では安倍遜他５名が合格。

１４ １０ ８ 土 東京法学校において演説を行う。 法律雑誌２０３号(明１４.１０.１８、５－１３頁)
１４ １１月頃 ●この頃より神田錦町２ー３の東京法学校において東京法

学会が開催される。
明法志林１７号(明１４.１１.１５、２０１ー２０
２頁)
明法志林２３号(明１５.２.１５、４４９頁)
明法志林２５号(明１５.３.１５)

同会の事務所は京橋区南紺屋町１１の岡田源太郎代言事務所に置か
れた。
定期的に東京法学校で１ヶ月1回開催、特別講義も行われ、同校の
生徒も出席。

１４ １２ ●金丸鉄、『法律新聞』創刊。 法律新聞５号(明１５.２.５) 発行所：東京法学社（神田区錦町１－１４）。
社長：金丸鉄、仮編集兼印刷人：中村一興（東京法学校明治１９年
特選校友、弁護士）。
５号では、「法律雑誌記者に質ス」を掲載している。

＊＊ 「第一ノ負債ノ抵当トシテ入レタル質物ヲ当然第二ノ負債ノ
抵当トスルヲ得可キヤ」問答之部、佐津呑月

法律雑誌１５３号(明１４.２.８、５－８丁) 貴社教えよと問う（問いのみ）。

＊＊ 「損害ヲ原因トシテ売買ノ契約ヲ取消スル不可ナルヲ論ス」
論説之部、豁堂主人

法律雑誌１５９号(明１４.３.８、１－４丁)

＊＊ 「論近時法学家之弊風」論説之部 法律雑誌２０３号(明１４.１０.１８、５－１３頁) 東京法学校における演説筆記。
この論文が、『法律雑誌』における「薩埵正邦」記名の初出のもの
である。

＊＊ 「毒殺ノ問答」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２０４号(明１４.１０.２３、８－１４頁) 本文中に「学友ト相会シテ日本刑法ヲ講シ」とある。学友とは堀田
か。また、東京法学校の刑法の講義をさすのか。「自筆の履歴書」
では明治１５年９月から教授の任にあたるとある。
正誤が『法律雑誌』２０５号（明１４．１０．２８、２０頁）に記
載。

＊＊ 「権限抵触裁判所論」論説之部 法律雑誌２０５号(明１４.１０.２８、１－５頁)
法律雑誌２０６号(明１４.１１.３、４－１３頁)

＊＊ 「文字ヲ射ル者ハ樹皮ヲ射ル者ナリ」論説之部 法律雑誌２０７号(明１４.１０.８、４－８頁)
法律雑誌２０８号(明１４.１１.１３、５－１０頁)

＊＊ 「論質入契約」論説之部 法律雑誌２１３号(明１４.１２.８、１－８頁)
法律雑誌２１４号(明１４.１２.１３、５－１２頁)
法律雑誌２１５号(明１４.１２.１８、２－１２頁)

＊＊＊ 清浦奎吾著『治罪法講義随聴随筆』編 博聞社、明治１４年 東京警視第二方面第三分署／編者: 東京高輪警察署6冊。
亀山貞義閲、分冊出版（第１ー３０号）である。

明治１５（１８８２）２６歳
１５ １ １ 日 ●刑法・治罪法施行。
１５ ２ １９ 日 ●午後１時より、東京法学校（神田錦町２－３）にて東京

法学会開催される。
明法志林２３号(明１５.２.１５、４４９頁) 星亨の「読治罪法」が講演された。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１５ ３ ５ 日 ●午後１時より、東京法学校（神田錦町２－３）にて東京

法学会開催される。
明法志林２３号(明１５.３.１５、４０頁) この日の「通常ノ講義ハ（法ノ不識ハ其責ヲ免レサルヲ論ス）鈴木

充美」。後、同誌３１号論説として掲載される。

１５ ４ ２ 日 ●午後１時より、東京法学校（神田錦町２－３）にて東京
法学会開催される。

明法志林２３号(明１５.４.１５、４０頁) 常会の講義は鈴木充美。
薩埵が第一問の発題者。

１５ ５ ９ 火 「東京法学校設置願」東京府へ提出する。 法政大学百年史編纂委員会『法政大学史資料集 四
集』法政大学百周年記念事業事務局、昭和５５年１
２月２０日、１頁

提出した書類は「不都合」があったため差し戻しとなった。
『明治一五年私立専門学校表』（文部省第一〇年報付録、明治１７
年７月）では、東京法学校は明治１５年創立、学期年数３年、授業
日数４５、内国教員６、外国教員１、生徒１５０、１ヶ年授業料総
額９､３２１円とある。明治法律学校は１３年創立、学期年数３
年、授業日数２５２、内国教員４、外国教員１、生徒５１２、１ヶ
年授業料総額３、４２１円７５銭。この２校を比較してみると、授
業日数と授業料総額などが著しく異なる。経営・授業方法による差
異でもあろうが、あまりに違いすぎる。同じ一覧表記載の東京専門
学校も授業日数が６７日であるが学期年数は４年となっている。泰
東法律学校は学期年数３年で５８日、それでも東京法学校よりは授
業日数が多い。
東京法学校は、「私立法律専門学校設置願」を同年１０月３日に
（薩埵から神田区学務委員沼間守一宛）再提出した。ここでは、学
期年数３年、授業日数各学年２５１日、１ヶ年収入（入学金１円・
月謝６０銭・塾費２５銭）概算７２０円、教員４名（橋本胖三郎・
堀田正忠・亀山貞義・森順正）、員外講師１名（ボアソナード）と
なっている。この収入に見合う生徒数は約７０から１００名であろ
うか。

１５ ６ ２４ 土 東京法学校に於ける演説会で講演する。 法律雑誌２５２号(明１５.６.２８) 『法律雑誌』２５２号（明１５．６．２８）に講演筆記が掲載され
ている。

１５ ９ 私立東京法学校主幹となるとともに教授の任にあたる。 「自筆の履歴書」明治２３年８月

１５ １０ １０ 火 ●明治法律学校第１回卒業生を出す。 前掲『明治大学百年史 四巻 通史編Ⅱ』
１５ １０ １９ 木 ●東京法学校設立認可。 前掲『法政大学百年史』

＊ 『刑法弁議 上巻』著 薩埵正邦、 明治１５年７月 高木豊三閲。『法律雑誌』２４５号広告（明１５．５．２３）に拠
れば下巻の発行も予定していたが、現物は未見。

＊＊ 「雇人ヲ年期中ニ解雇スルノ件問并答」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２１８号(明１５.１.８、１４－１９頁)

＊＊ 「故意ヲ以テ自己ノ家屋ヲ焼キ他人ノ家屋ニ延焼セシメタル
件問答」問答之部、佐津呑月

法律雑誌２１８号(明１５.１.８、１９－２２頁)

＊＊ 「連帯義務者中ノ一人権利者ニ損害ヲ加ヘタル場合ノ問」問
答之部、佐津呑月

法律雑誌２１９号(明１５.１.１３、１９－２０頁) 問のみ。

＊＊ 「連帯義務者中ノ一人権利者ニ損害ヲ加ヘタル場合ノ問」問
答之部、豁堂主人

法律雑誌２２１号(明１５.１.２３、１１－１８頁) 『法律雑誌』２１９号の佐津呑月の問いに対する解答。自問自答
か。

＊＊ 「刑法第三十一条貴号ノ事ニ付問并答」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２２６号(明１５.２.１８、１３－２１頁)

＊＊ 「治罪法第二百七十三条問ニ答」問答之部、佐津呑月 法律雑誌２２８号(明１５.２.２８、２２－２６頁) 『法律雑誌』２２５号の問に対する解答。
＊＊ 「刑法第三十一条第四項ノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２２９号(明１５.３.３、１９－２３頁) 『法律雑誌』２２７号佐藤秀夫の問に対する解答。

＊＊ 「一旦死刑ニ処セラレタル者ノ蘇生トキハ再ヒ之ヲ処刑スル
ヤ否ヤノ問」問答之部、佐田豁堂

法律雑誌２２９号(明１５.３.３、２３－２４頁) 問のみ。『法律雑誌』２３０号でボアソナードが解答。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「刑法第三十一条年金ニ就テノ問答」問答之部、佐津呑月 法律雑誌２３１号(明１５.３.１３、１２－１６頁) 問のみ。

＊＊ 「治罪法第二百九十六条ノ問并答」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２３４号(明１５.３.２８、１４－２１頁)

＊＊ 「戸主貴号ヲ剥奪セラレルルモ家族ニ及ハサルトノ説ヲ駁
ス」論説之部、佐田豁堂

法律雑誌２３５号(明１５.４.３、１－１１頁) 『法律雑誌』２２６号呑月の問に対する解答。自問自答か。

＊＊ 「連帯トハ何ソヤ」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌２３７号(明１５.４.１３、５－１４頁)
法律雑誌２３８号(明１５.４.１８、１０－１３頁)

＊＊ 「刑事被告人ノ氏名等ヲ詐リタル場合ノ問并答」問答之部、
呑月酔人

法律雑誌２３９号(明１５.４.２３、１１－１６頁) 問のみ。解答は本誌記者とある。

＊＊ 「法トハ何ソヤ」問答之部 法律雑誌２４１号(明１５.５.３、１－７頁)
法律雑誌２４２号(明１５.５.８、１－７頁)

＊＊ 「犯罪ニ由リ得タル物件トハ何ソヤ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２４２号(明１５.５.８、８－１０頁) 問・答ともに豁堂。

＊＊ 「遺言ヲ奉シテ告訴シタル件駁問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２４４号(明１５.５.１８、１５－２２頁) 『法律雑誌』２３６号小川三千三、同誌２３７号飯田宏作参照。

＊＊ 「裁判管轄ノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２４６号(明１５.５.２８、１４－１７頁) 『法律雑誌』２４３号和田熊輔の問に対する解答。

＊＊ 「証書取房ノ訴訟管轄ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２４６号(明１５.５.２８、１８－２０頁) 『法律雑誌』２４３号三浦五郎の問に対する解答。

＊＊ 「読太政官第二十五号布告」論説之部 法律雑誌２４７号(明１５.６.３、４－１４頁)
法律雑誌２４８号(明１５.６.８、５－１３頁)
法律雑誌２４９号(明１５.６.１３、１０－１５頁)
法律雑誌２５０号(明１５.６.１８、８－１１頁)

＊＊ 「重罪ノ被告人弁護人ヲ辞スルノ権アルヤノ問」問答之部、
佐津呑月

法律雑誌２４７号(明１５.６.３、１４－１６頁) 問のみ。

＊＊ 「重罪ノ被告人弁護人ヲ辞スルノ権アルヤノ問」問答之部、
佐田豁堂

法律雑誌２４９号(明１５.６.１３、１７－２２頁) 『法律雑誌』２４７号呑月の問に対する解答。
文中で「豁堂」は「呑月」を「余ガ良友」と述べている。本稿で
は、「豁堂」および「呑月」を薩埵が用いた号としているが、上記
の部分については、十分に検証できなかった。後日の課題としなけ
ればならない。

＊＊ 「読朝野新聞第二千六百五号」論説之部、佐津呑月 法律雑誌２５０号(明１５.６.１８、３－７頁)
＊＊ 「強盗過チテ共犯者ヲ傷ケタル擬律ノ問ニ答フ」問答之部、

佐田豁堂
法律雑誌２５０号(明１５.６.１８、１３－２１頁) 『法律雑誌』２４８号蛭田一生の問に対する解答。

＊＊ 「必也使無訟乎」論説之部 法律雑誌２５２号(明１５.６.２８、１－９頁) ６月２４日東京法学校に於ける演説筆記。
＊＊ 「受寄財物取房ノ問ニ答フ」問答之部、佐津呑月 法律雑誌２５２号(明１５.６.２８、１０－１２頁) 『法律雑誌』２５０号神田猿二の問に対する解答。
＊＊ 「保有者ノ為シタル書入質ノ其効アリヤ否ヤノ問并答」問答

之部、佐田豁堂
法律雑誌２５３号(明１５.７.３、１２－１７頁)

＊＊ 「治罪法第十六条ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２５４号(明１５.７.８、９－１４頁) 『法律雑誌』２５１号高山峻一の問に対する解答。
＊＊ 「軍人ニ政治ニ関スル事項ヲ上書建白スルノ権ナキハ何ン

ヤ」論説之部、佐田豁堂
法律雑誌２５５号(明１５.７.１３、５－１１頁)

＊＊ 「再犯加重論」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌２５７号(明１５.７.２３、１－８頁) 『法律雑誌』２６２号武市清風参照。
＊＊ 「正人ヲ救ハントシテ却テ正人ヲ殺セシム場合ノ問ニ答フ」

問答之部、佐津呑月
法律雑誌２５７号(明１５.７.２３、９－１４頁) 『法律雑誌』２５３号鉄頭山人参照。

＊＊ 「私和ニ就イテ問」問答之部、佐津呑月 法律雑誌２５９号(明１５.８.３、２０頁) 『法律雑誌』２６１号松井三竿・同誌２６３号山口憲参照。
＊＊ 「外患ニ関スル罪ヲ論ス」論説之部、佐津豁堂 法律雑誌２６０号(明１５.８.８、２－８頁)
＊＊ 「刑法第百五十一条ノ犯罪人トハ何ソヤノ問」問答の部、呑 法律雑誌２６０号(明１５.８.８、１３－１８頁)
＊＊ 「続再犯加重論」論説之部、佐津豁堂 法律雑誌２６３号(明１５.８.２３、４－１２頁) 『法律雑誌』２６２号武市・同誌２６５号鈴木五百枝参照。
＊＊ 「訴訟ニ係ル権利売買ノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２６４号(明１５.８.２８、１３－１６頁) 『法律雑誌』２６０号水月生参照。
＊＊ 「官吏ノ職務ニ対スル侮辱ニ付テノ問ニ答」問答之部、佐津 法律雑誌２６５号(明１５.９.３、１１－１５頁) 本文中で、講究の際にこの問題を得ると記す。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「裁判管轄ノ問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２６６号(明１５.９.８、２３－２４頁) 問のみ。
＊＊ 「裁判管轄ノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２６９号(明１５.９.２３、１３－１８頁)
＊＊ 「期満免除法ハ既往ニ及ホス可カラサル乎」論説之部、佐田

豁堂
法律雑誌２７０号(明１５.９.２８、１－１１頁)
法律雑誌２７１号(明１５.１０.３、１－１１頁)

＊＊ 「官吏ノ職務ニ対スル侮辱ニ付テノ駁問ニ答フ」問答之部、
佐津呑月

法律雑誌２７０号(明１５.９.２８、１４－１９頁) 『法律雑誌』２６８号参照。

＊＊ 「婚姻ノ事ニ付問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２７２号(明１５.１０.８、１６－２１頁)
＊＊ 「年季売買論ヲ論ス」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌２７３号(明１５.１０.１３、３－１１頁)
＊＊ 「人事法論綱緒言」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌２７５号(明１５.１０.２３、１－６頁) 旧民法の編纂はボアソナードが起草し、委員が翻訳にあたった。し

かし、人事編については日本の慣習を踏まえなければならなかった
ため、磯部四郎らが起草を行った。
この論説で「人事編ハ之ヲ異邦人ニ委」ねないで、「本邦人中法律
慣習ニ詳ナル人ヲ選シ」たとある。

＊＊ 書入質ニ為シタル土地ヲ公売セスシテ第一番ノ債主ニ引渡シ
タル件問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂

法律雑誌２７６号(明１５.１０.２８、９－１３頁)

＊＊ 「刑法付則第五十九条ヲ読ム」論説之部 法律雑誌２７７号(明１５.１１.３、１－１１頁)
＊＊ 「婚姻ノ事ニ付問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２７７号(明１５.１１.３、１１－１８頁)

法律雑誌２７８号(明１５.１１.８、１６ー２０頁)
『法律雑誌』２７２号呑月の問を参照。

＊＊ ｢再ヒ官吏ノ職務ニ対スル侮辱ニ付テノ駁問ニ答フ」問答之
部、呑月酔人

法律雑誌２７９号(明１５.１１.１３、１４－２２
頁)

『法律雑誌』２６５号参照。

＊＊ 「損害賠償ノ問ニ答フ」問答之部 法律雑誌２８０号(明１５.１１.１８、１３－１８
頁)

『法律雑誌』２７７号の鉄頭小人の問に対するもの。
同回答中で、ボアソナードの講義を受講した旨の記載がある。明治
１８年の項も参照。

＊＊ 「出訴期限ニ就テノ問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２８１号(明１５.１１.２３、１７ー２０
頁)

＊＊ 「府県会議員ノ言論ニ付テノ論ヲ駁ス」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌２８３号(明１５.１２.３、１ー１０頁) 『法律雑誌』２７９号菰口（守屋）此助参照。

＊＊ 「年季売買論ノ駁問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２８３号(明１５.１２.３、１１ー１７頁) 『法律雑誌』２７３号論説之部、佐田豁堂参照。
＊＊ 「刑法第二百十九条ノ問」問答の部、呑月酔人 法律雑誌２８４号(明１５.１２.８、１９ー２１頁)
＊＊ 「賃貸契約ノ解」論説之部 法律雑誌２８７号(明１５.１２.２３、２ー９頁) 明治１６年に続く。
＊＊ 「刑法第二百十九条ノ問ニ答フ」問答の部、佐田豁堂 法律雑誌２８８号(明１５.１２.２８、１４ー１９

頁)
＊＊＊ 『刑事官令類纂 第１集』編 時習社、明治１５年２月
＊＊＊ 清浦奎吾著『治罪法講義随聴随筆』編 博聞社、明治１５年 東京警視第二方面第三分署／編者: 東京高輪警察署6冊

亀山貞義閲、分冊出版（第１ー３０号）である。

＊＊＊ 清浦圭吾講義『治罪法講義随聴随筆』注釈 東京高輪警察署蔵版 亀山貞義校閲。
分割雑誌形態で発行されたもの。合本で再販もされている（『法律
雑誌』２６７号広告）。

明治１６（１８８３）２７歳
１６ ２ ●帝国大学教員・判事・検事の私立法律学校への出講禁止

となる。
前掲『早稲田大学百年史 一巻』

１６ ４ 東京専門学校へ出講し法律学科で刑法を担当する。 前掲『早稲田大学百年史 一巻』１０３５頁他 出講は明治１８年７月まで続けられた。
時の政府批判の温床とされた私立法律学校への風当たりは厳しく、
特に改進党の大隈の経営する東京専門学校は講師の手当てが困難と
なった中での応援協力であった。

１６ ７月頃 代言人・川添米馬が訴訟鑑定代言・刑事弁護を錦町２－３の
薩埵方で行う

法律雑誌３２４号(明１６.７.３、広告頁)
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１６ ７月頃 神田小川町４番地へ転居する。 法律雑誌３２９号(明１６.７.２８、広告頁)
１６ １１ １８ 日 ●六大法律学校法律研究会兼親睦会第１回が専修学校にて

開催される。
読売新聞(明１６.１１.２１、３面)
朝野新聞(明１６.１１.１３)

六大法律学校とは、明治法律学校・明治義塾（明治１４年創立校長
は馬場辰猪）・東京法学校・東京専門学校・専修学校・泰東法律学
校（明治１５年創立、所在地：京橋区南紺屋町、設立者は島巨
邦）。当日の会頭は専修学校の鈴木充美（以後、各校持ち回りで会
頭を務める）。論題は「成文律の可否」について、二百余名の参加
者中多数で成文律を可とするに決した。

１６ １１ この頃 富井政章、薩埵宅に同居する。 法学志林３７巻１１号(昭１０.１１.) 上林敬次郎は、明治２２年、東京法学校主幹を退いた薩埵と京都で
行動を共にした。上林は、富井追悼の中で次のように語っている。
上林は実父に付添われて上京した。薩埵の家に富井が同居していた
ので、富井が家を持つのを待ったとある。富井の書生に入る予定で
あったのだろう。

１６ １１ ●東京法学校規則が学則集書籍に掲載される。 小田勝太郎編『東京諸学校学則一覧』英蘭堂、明１
６年１１月

六大法律学校の学則と比較し規則条項が著しく少なく学則の体をな
していない。その中にあって特筆すべき事項がある。それを下記に
紹介する。
「第四条 卒業生ハ本人ノ望ニ任シ分校ノ教員トナシ又本校ヨリ紹
介シテ相当ノ職業ヲ得セシムルコト」とある。
東京法学校を単に代言人養成機関として経営するのではなく学生た
ちの将来をバックアップするという姿勢がみえる。
もっとも明治法律学校においても、卒業証書を有するものは教員・
本校の諸役員に選抜されるという条項を見ることができる。

実際、高崎法学校・横浜法律学校・広島法学校・尾道法学校などに
薩埵をはじめとする東京法学校の教員・卒業生の出講または関与が
資料で明らかにされている。
また、卒業生たちは、各種の法学関係の出版社を興している。その
中核を担っているのが「東京法学社」の名称のある出版社である
（法政大学史資料委員会編『法政大学と法律学の夜明け』法政大
学、１９９２年３月参照）。
そこで、薩埵は、時習社社長として培った経営手法を伝授したであ
ろうと推察する。
また、金丸鉄らが興した「時習社」・「東京法学社」が薩埵の手を
経て、開花した時期であるかもしれない。

１６ １２ ２８ 金 ●太政官布告第４６号徴兵令改正。 徴兵猶予の特典が私立学校には摘要されなくなり、各校の生徒数減
少に繋がった。

＊＊ 「誹毀ニ付テノ問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２９１号(明１６.１.１８、１９－２０頁)

＊＊ 「賃貸契約ノ解」論説之部 法律雑誌２９２号(明１６.１.２３、１－１０頁)
法律雑誌２９３号(明１６.１.２８、１－７頁)

明治１５年の続き。

＊＊ 「誹毀ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌２９４号(明１６.２.３、１３－２０頁)

＊＊ 「高等法院ニハ陪審ノ必要ナルヲ論ス」問答之部、呑月酔人 法律雑誌２９５号(明１６.２.８、４ー１０頁)

＊＊ 「治罪法第三百六十二条ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌２９７号(明１６.２.１８、２ー１１頁) 「豁堂主人」は初出の記名、此れ以前のものには、「豁堂」を用い
る場合は「佐田」と組み合わせていた。
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＊＊ 「他人ノ動産ヲ典物トシタル件ニ付疑問ニ答フ」問答之部、

呑月酔人
法律雑誌２９９号(明１６.２.２８、１５ー２２頁)

＊＊ 「衡平論」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３０１号(明１６.３.８、１ー１１頁)

＊＊ ｢刑法第十六条但書ニ背キタル者ノ刑ニ付問ニ答フ」問答之
部、呑月酔人

法律雑誌３０１号(明１６.３.８、１７ー１８頁) 『法律雑誌』２９１号１７頁参照。

＊＊ 「大審院判決ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３０５号(明１６.３.２８、１ー７頁)

＊＊ 「密売淫ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３０７号(明１６.４.８、１７ー２１頁) 『法律雑誌』３０５号１８頁参照。

＊＊ 「控訴裁判言渡ノ種類ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３０８号(明１６.４.１３、１－８頁)

＊＊ 「刑法第二百六十一条ニ付テノ問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３０８号(明１６.４.１３、１２－１５頁)

＊＊ 「洋犬ノ啣ヘ去リタル物品ヲ盗取スルノ件ニ付答」問答之部 法律雑誌３１３号(明１６.５.８、１６－１９頁) 『法律雑誌』３０９号１９頁参照。

＊＊ 「刑罰論一」論説之部 法律雑誌３１４号(明１６.５.１３、１－１４頁)

＊＊ 「戸長役場ノ旧印ヲ使用シテ金ヲ借受ケタル件問并ニ答」問
答之部、呑月酔人

法律雑誌３１４号(明１６.５.１３、１４－１８頁)

＊＊ 「被禁治産者得為婚姻契約乎」論説之部 法律雑誌３１６号(明１６.５.２３、１－１１頁)

＊＊ 「他人ノ所有物ヲ書入質ト為シタル問ニ答フ」問答之部、豁
堂主人

法律雑誌３１７号(明１６.５.２８、９－１９頁)

＊＊ 「刑罰論二」論説之部 法律雑誌３１９号(明１６.６.８、３－１３頁)

＊＊ 「刑罰論三」論説之部 法律雑誌３２１号(明１６.６.１８、１－１４頁)
法律雑誌３２３号(明１６.６.２８、１－８頁)
法律雑誌３２４号(明１６.７.３、１－７頁)
法律雑誌３２７号(明１６.７.１８、１－４頁)
法律雑誌３２８号(明１６.７.２３、１－５頁)
法律雑誌３２９号(明１６.７.２８、１－８頁)
法律雑誌３３０号(明１６.８.３、１－１０頁)
法律雑誌３３１号(明１６.８.８、６－１４頁)
法律雑誌３３３号(明１６.８.１８、５－１１頁)

＊＊ 「墓碑ヲ毀損汚瀆シタル者ノ処罰如何ノ問ニ答フ」問答之
部、豁堂主人

法律雑誌３２６号(明１６.７.１３、１１－１８頁) 『法律雑誌』３２１号参照。

＊＊ 「刑罰論四」論説之部 法律雑誌３３６号(明１６.９.３、１－７頁)
法律雑誌３３９号(明１６.９.１８、８－１４頁)
法律雑誌３４４号(明１６.１０.１３、１－１０頁)
法律雑誌３５２号(明１６.１１.２３、１－１３頁)

明治１７年に続く。

＊＊ 「売主既ニ売渡ノ約ヲナセル物件ヲ質入トナセル件ニ付問ニ
答フ」問答之部、佐田豁堂

法律雑誌３３６号(明１６.９.３、７－１４頁) 『法律雑誌』３２８号参照。

＊＊ 「刑法第二百八十八条ノ問ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌３４０号(明１６.９.２３、１８－２３頁)
＊＊ 「決闘ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、佐津呑月 法律雑誌３４１号(明１６.９.２８、９－１５頁) 『法律雑誌』３３８号参照。
＊＊ 「書入質ノ疑問ニ付テノ答」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３４６号(明１６.１０.２３、１４－２２

頁)
『法律雑誌』３３８号参照。

＊＊ 「読大蔵省達」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌３４９号(明１６.１１.８、１－１４頁)
＊＊ 「姦罪告訴ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３５０号(明１６.１１.１３、１３－１５

頁)
『法律雑誌』３４５号参照。

＊＊ 「擬律問題ニ答フ」問答之部、佐田豁堂 法律雑誌３５１号(明１６.１１.１８、１２－２１
頁)

『法律雑誌』３４９号参照。
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＊＊ 「賃貸担保ニ付テノ問」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３５３号(明１６.１１.２８、１５－２１

頁)
＊＊ 「売買論」論説之部、佐田豁堂 法律雑誌３５４号(明１６.１２.３、１－１２頁)
＊＊ 「刑ノ期満免除ヲ論ス」論説之部、呑月酔人 法律雑誌３５５号(明１６.１２.８、１－８頁)
＊＊ 「乱倫姦通ノ子ニ付テノ問ニ答フ」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３５６号(明１６.１２.１３、９－１７頁)

法律雑誌３５７号(明１６.１２.１８、１５－２１
頁)

『法律雑誌』３５３号参照。

＊＊ 刑法第三百九十三条ヲ論シ併セテ増田氏ノ駁問ニ答フ」論説
の部、豁堂主人

法律雑誌３５８号(明１６.１２.２３、１－１２頁)
法律雑誌３５９号(明１６.１２.２８、１－８頁)

『法律雑誌』３３８（増田）・３４６（豁堂）・３５６（増田）号
参照。
他同誌２３７・２４０・２８６・２９４・２９９号参照。

＊＊ 「仏蘭西民法千三百二条第四項ニ付テノ疑議ニ答フ」問答之
部

法律雑誌３５９号(明１６.１２.２８、１５－２４
頁)

＊＊＊ ボアソナ－ド著、堀田正忠訳『仏国民法売買篇講義』編 博聞社、明治１６年１月版権免許 薩埵の筆記による。のちに、日本同盟法学会から薩埵講述の『仏国
民法賣買法交換法講義 完』と『仏国民法賣買法講義』が出されて
いる。本稿で参考としたもの（法政大学現代法研究所蔵）は、版権
免許日は明治１６年１月であるが、薩埵の「緒言」は明治１６年４
月である。
筆記者薩埵の「緒言」の中で、「吾師」ボアソナードが講義したも
のを仮印刷して「会員諸氏」頒布したところ大いに賞賛された。実
費頒布にも続々と申込がある。今回の出版は一般に販売するためで
はなく、あくまでも「会員」への頒布を目的とするが、ボアソナー
ドの許可の下、世に現すことにした。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
講義の日は、以下の通り。
第１回明治１３年５月１３日（１－１１頁）
第２回明治１３年５月２０日（１１－３５頁）
第３回明治１３年５月２７日（３５－６１頁）
第４回明治１３年６月３日（６２－８３頁）
第５回明治１３年６月１０日（８３－８９頁）
第６回明治１３年６月１７日（８９－１２０頁）
第７回明治１３年６月２４日（１２０ー１３８頁）
第８回明治１３年７月８日（１３８ー１５４頁）
第９回明治１３年９月１６日（１５４ー１７４頁）
第１０回明治１３年９月３０日（１７４ー１９８頁）
第１１回明治１３年１０月７日（１９８ー２２３頁）
第１２回明治１３年１０月１４日（２２３－２４１頁）
第１３回明治１３年１０月２１日（２４１－２６１頁）
第１４回明治１３年１０月２８日（２６１－２８８頁）
第１５回明治１３年１１月１１日（２８８ー３１０頁）
第１６回明治１３年１１月１８日（３１０－３２８頁）
第１７回明治１３年１１月２５日（３２８－３４３頁）
第１８回明治１３年１２月２日（３４３－３６３頁）
第１９回明治１３年１２月９日（３６３ー３７３頁）
第２０回明治１４年２月３日（３７６－３９３頁）
第２１回明治１４年２月１０日（３９３－４１１頁）
第２２回明治１４年２月１７日（４１１－４３２頁）
第２３回明治１４年２月２４日（４３２－４５６頁）
第２４回明治１４年３月３日（４５６－４７３頁）
第２５回明治１４年３月１７日（４７３－４９６頁）
第２６回明治１４年３月２４日（４９６ー５１６頁）
第２７回明治１４年４月１４日（５１６－５３６頁）

明治１７（１８８４）２８歳
１７ １月頃 小川三千三の代言事務所が精法館と改称され、客員となる。 読売新聞(明１７.１.３１、２面) 同館は、「訴訟権義」・「仲裁」を取扱う。時間と費用を不適当に

費やすことなきようにする。また、不当の謝金を貪らず、困窮者に
は無料で事務を取り扱うと言う。
薩埵の他、二三の学士も賛同し客員となった。
ここでの薩埵の肩書きは「東京法学校長兼法律雑誌記者」と記載さ
れる。
『新刺民間名士百家伝』(水谷新八編・出版、明治１７年１１月)に
拠れば、小川と薩埵が精法館を設立した。同館は北洲社・審理社な
どと同様に訴訟鑑定などでは重きをおかれた存在であるとしてい
る。ここでは小川を渡仏しパリで法学を学んだ「仏学士」と紹介し
ているが、この件について他に資料は無い。

１７ ２ １４ 木 午後１時。浜町東華楼で開催の商人有志会に出席し演説をす
る。

読売新聞(明１７.２.１４、２面) 薩埵の演題は「質入契約の解」。
出席者は高橋直喜（「中庸は商家の大本」）、小川三千三（「会社
論」）他。
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１７ ３ ●東京法学校、小川町１丁目に移転する。 東京法学校雑誌１号(明２０.１.２０) 同校は３月、神田区錦町二町目三番地から同区小川町一番地の旧勧

工場に移転する。この校舎には。堀田正忠が依頼し、玉乃世履が揮
毫した「東京法学校」の額を掲げられたという（横山寛平「法政大
学五十年観」：『法政大学報』第６巻第６号２頁）。
しかし、この勧工場を購入したことが後々まで窮する因となった。
そして東京仏学校との合併を前にして明治２１年１２月に薩埵は東
京物理学校にこの建物のひとつを売渡すことになる。
『明治一五年私立専門学校表』（文部省第一〇年報付録、明治１７
年７月）では、東京法学校は明治１５年創立、学期年数３年、授業
日数４５、内国教員６、外国教員１、生徒１５０、１ヶ年授業料総
額９､３２１円とある。明治法律学校は１３年創立、学期年数３
年、授業日数２５２、内国教員４、外国教員１、生徒５１２、１ヶ
年授業料総額３、４２１円７５銭。この２校を比較してみると、東
京法学校の授業日数と授業料総額が他校著しく異なることに気が付
く。経営・授業方法による差異でもあろうがあまりに違いすぎる。
同じ一覧表記載の東京専門学校も授業日数が６７日であるが学期年
数は４年となっている。泰東法律学校は学期年数３年で５８日、そ
れでも東京法学校よりは授業日数が多い。この表にある法律系５学
校の生徒１人あたり年間授業料も明治法律学校は約６円６０銭、三
菱商業学校は約３円７０銭、専修学校は１５円８０銭、泰東法律学
校は約１０円、東京専門学校は約２円、東京法学校は約６２円とな
り圧倒的に高い。
ここでは算出しないが、年間授業日数を加味した延べで算出すれば
東京法学校の授業料はさらに高いものになる。文部省の年報とはい
え誤記載がないとはいえないし、講義会の「準員」・「討論会員」
を生徒数にいれず講習料を授業料として計上し、寮費（小川町校舎
は寄宿室併置、前掲「法政大学五十年観」）も加算したなど、こも
ごも考えられるが、この年報を資料とする限りは東京法学校のみ特
異な学校経営していたと思わざるを得ない。

１７ ４ １７ 木 午後７時。本町３丁目亀の尾で開催の商人有志会に出席し演
説をする。

読売新聞(明１７.４.１６、３面) 薩埵の演題は「商人諸君に告ぐ」。
出席者は小川三千三（演題「雇人を処するの方法を論ず」）他。

１７ ４ ２４ 木 「東京法学校移転并ニ規則改正願」を東京府へ提出する。 薩埵の住居は神田区小川町四番地寄留となっている。

１７ ５ ２０ 日 富井マサと結婚する。
１７ ７ 祖母孝子（推孝）死亡する、享年７４歳。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』 文化８（１８１１）年生まれ。薩埵家７代目舎主として｢時習舎」

を運営していた。

１７ ９ ２１ 日 午後７時。馬喰町４丁目郡台楼で開催の商工演説会に出席し
演説をする。

読売新聞(明１７.９.２０、２面) 薩埵の演題は「質入契約を論ず」。
出席者は小川三千三「商業に関する請合の義務を論ず」他。

＊ 『財産法講義 第一巻』講述 薩埵氏蔵版、 明治１７年１０月 本書は、「東京法学校教課用、禁発売」となっている。
薩埵は、本年の財産法を担当することになった。仏国民法は編纂
後、数１０年を経ており、フランスの国情には適すれど日本にあっ
ては適当でないものもある。ボアソナードの民法草案は、仏国民法
に比べれば改良されているが、「我カ意ヲ満足セシムルニ足ラサル
モノ」があるので自分はそれを参照しつつ「我邦古来ノ慣習ニシテ
余ノ見聞セル所」を合わせて諸君ともに講究していく。薩埵はしば
しばボアソナードの草案を引き合いに出している。



豁堂 薩埵正邦年譜 付著作一覧 17/63

年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
その中には「我カ教頭ボアソナード氏ハ日本民法考案ヲ編制スルニ
方リ断然是等ノ旧慣ニ依ラス財産ハ即チ権利ナリトノ定義ヲ下」し
たと述べている。
仏国民法は第１編「権利ノ主格タル可キ人ノ事」、第２編「財産即
チ権利ノ存スル物ノ事」の規程がある。第１編は他の教員が担当す
るので、自分は第２編を講義する。第２編は第１巻「財産ノ区
別」、第２巻「所有権」、第３巻「入額所得権使用権及ヒ居住
権」、第４巻「土地ノ義務」、それと独自に第５巻「財産共有権」
を加えた講義を行う。本書は、第１巻１回から７回までを収録して
いる。

＊＊ 「刑罰論四」論説之部 法律雑誌３６１号(明１７.１.１３、１－９頁)
法律雑誌３６３号(明１７.１.２３、１－１２頁)

明治１６年の続き。

＊＊ 「賃貸担保ニ付テノ問ニ答フ」問答之部 法律雑誌３６１号(明１７.１.１３、１１－１５頁)
＊＊ 「第一号布告ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３６２号(明１７.１.１８、７－１６頁) 『法律雑誌』２４６･２４９号（賭博犯）参照。
＊＊ 「公廷ニ於テ他人ヲ誹謗シタル者ハ擬律如何ノ問ニ答フ」論

説之部、佐田豁堂
法律雑誌３６３号(明１７.１.２３、１４－２０頁) 『法律雑誌』３５８号参照。

＊＊ 「財産分配ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３６４号(明１７.１.２８、１６－２１頁) 『法律雑誌』３６１号（鉄頭山人の説に同意）参照。
＊＊ 「仏蘭西民法千三百二十五条ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３６５号(明１７.２.３、２－７頁)

＊＊ 「契約法原論緒言」論説之部 法律雑誌３６６号(明１７.２.８、１－１０頁) 久松町の精法館に於ける講義筆記。筆記者は精法館館員・東京法学
校在学中の高橋直喜（明治１９年特選校友、高知県出身、判事）と
ある。
精法館は、東京法学校特選校友であり代言人の小川三千三が館主を
務め、薩埵は、同館の客員（『法律雑誌』３６７号広告、『読売新
聞』明１７．１．３１、２面）。

高橋は東京法学校において大試験科目に応じたもの中最高得点を
得、論文「没収論」が『法律雑誌』３０３号に掲載されている。
他、東京法学校卒業試験と同じ論題の論文「論属他人物件売約」が
同誌４８４・４８８・４８９・４９０・４９１・４９２・４９３号
に分割掲載されてもいる。

＊＊ 「損害負担ニ付テノ問ニ答フ」問答之部 法律雑誌３６６号(明１７.２.８、１５－２１頁)
＊＊ 「偽造証書没収ニ付テノ問」問答之部、呑月酔人、 法律雑誌３６６号(明１７.２.８、２１－２２頁)
＊＊ 「契約法原論」論説之部 法律雑誌３６７号(明１７.２.１３、１－１１頁)

法律雑誌３６８号(明１７.２.１８、１－１２頁)
法律雑誌３６９号(明１７.２.２３、１－１０頁)
法律雑誌３７０号(明１７.２.２８、６－１４頁)
法律雑誌３７１号(明１７.３.３、１－１１頁)
法律雑誌３７３号(明１７.３.１３、１－１１頁)
法律雑誌３７５号(明１７.３.２３、７－１６頁)
法律雑誌３７８号(明１７.４.８、９－１９頁)
法律雑誌３８２号(明１７.４.２８、２－１５頁)
法律雑誌３８３号(明１７.５.３、１－１０頁)
法律雑誌３８４号(明１７.５.８、１－１１頁)
法律雑誌３９１号(明１７.６.１３、１－１２頁)
法律雑誌３９３号(明１７.６.２３、１－１１頁)
法律雑誌４０２号(明１７.８.８、１－１１頁)
法律雑誌４０３号(明１７.８.１３、１－８頁)
法律雑誌４０４号(明１７.８.１８、１－６頁)
法律雑誌４０５号(明１７.８.２３、１－５頁)

明治１８年に続く。
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法律雑誌４０９号(明１７.９.１３、１－７頁)
法律雑誌４１３号(明１７.１０.３、１－７頁)
法律雑誌４１８号(明１７.１０.２８、１－８頁)
法律雑誌４１９号(明１７.１１.３、１－５頁)
法律雑誌４２０号(明１７.１１.８、１－１０頁)
法律雑誌４２１号(明１７.１１.１３、１－１０頁)
法律雑誌４２２号(明１７.１１.１８、１－１０頁)
法律雑誌４２３号(明１７.１１.２３、１－７頁)
法律雑誌４２６号(明１７.１２.８、１－８頁)

＊＊ 「偽造者自首ニ付テノ疑問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３７０号(明１７.２.２８、１４－２１頁)
＊＊ 「重婚者ニ創傷セシメタル件ニ付キ疑問ニ答フ」 法律雑誌３７２号(明１７.３.８、１０－１４頁) 『法律雑誌』３６９号参照。
＊＊ 「明治六年第二十一号布告改正ノ私議」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３７４号(明１７.３.１８、１－９頁)

＊＊ 「擬律ノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３７８号(明１７.４.８、１９－２３頁) 『法律雑誌』３７５号参照。
＊＊ 「数罪倶発論」論説之部、豁堂主人 法律雑誌３８１号(明１７.４.２３、４－１２頁)
＊＊ 「刑法第三百五十六条ニ付テノ問」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３８１号(明１７.４.２３、２０－２１頁)
＊＊ 「裁判執行ニ付テノ問并答」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３８２号(明１７.４.２８、１５－２１頁)
＊＊ 「人命ヲ賭シテ賭博ヲ為セシ者ノ処分ニ付テノ問ニ答フ」問

答之部、豁堂主人
法律雑誌３８４号(明１７.５.８、１１－１７頁) 『法律雑誌』３８２号参照。

＊＊ 「第三百八十一号疑律ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌３９２号(明１７.６.１８、１２－１５頁)
＊＊ 「動産窃取ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３９３号(明１７.６.２３、１１－１７頁) 『法律雑誌』３９０号参照。

同誌３９４号に財産窃取の問に関する記者の追記がある。

＊＊ 「刑法第三百五十六条ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主
人

法律雑誌３９５号(明１７.７.３、１６－１９頁) 『法律雑誌』３８１号参照。
「呑月酔人子ノ参考ニ供ス」との但し書きが記載されている。

＊＊ 「民事擬判問題ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌３９７号(明１７.７.１３、１１－１６頁) 『法律雑誌』３９３号参照。
＊＊ 「公訴及ヒ私訴ノ消滅ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４００号(明１７.７.２８、１－１０頁)
＊＊ 「第三百九十五号疑律ノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４００号(明１７.７.２８、１０－１５頁) 質問者は天野星望。
＊＊ 「免訴無罪ノ別ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４０１号(明１７.８.３、１－８頁)
＊＊ 「犯姦罪人ニ付テ婦女ノ権力ヲ論ス」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４０１号(明１７.８.３、８－１２頁)
＊＊ 「出入禁止ノ場所ニ入リタル者処分ノ問ニ答フ」問答之部、

豁堂主人
法律雑誌４０２号(明１７.８.８、１４－１７頁) 『法律雑誌』３９７号参照。

＊＊ 「損害賠償ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４０２号(明１７.８.８、１７－１９頁) 『法律雑誌』３９７号参照。
＊＊ 「疑律ノ問題ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４０３号(明１７.８.１３、１３－１７頁) 『法律雑誌』４０１号参照。
＊＊ 「治罪法第四百十条第六ヲ論ス」論説之部、呑月酔人 法律雑誌４０４号(明１７.８.１８、６－１３頁)
＊＊ 「除籍結婚ノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４０４号(明１７.８.１８、１３ー１５頁) 『法律雑誌』４００号参照。
＊＊ 「法律ハ何等ノ人ヲ支配スル乎」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４０５号(明１７.８.２３、５－１２頁)
＊＊ 「刑ノ消滅ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４０６号(明１７.８.２８、１－１０頁)
＊＊ 「停止公権ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４０６号(明１７.８.２８、１１－１２頁) 『法律雑誌』４００号（神田銀次）参照。
＊＊ 「不動産ノ区別ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４０８号(明１７.９.８、１－８頁) 『法律雑誌』４１１号１１頁に正誤表を付す。
＊＊ 「読刑法第五十一条」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４１１号(明１７.９.２３、１－１０頁)
＊＊ 「刑法三百八十条ヲ解ク」論説之部、呑月酔人 法律雑誌４１２号(明１７.９.２８、１－１１頁)
＊＊ 「民事問題ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４１２号(明１７.９.２８、１９－２４頁) 『法律雑誌』４１０号参照。
＊＊ 「読仏国千八百八十四年七月二十七日離婚及分居法」論説之

部、豁堂主人
法律雑誌４１５号(明１７.１０.１３、５－１４頁)
法律雑誌４１６号(明１７.１０.１８、１－１１頁)
法律雑誌４１７号(明１７.１０.２３、１－１３頁)

＊＊ 「秋季代言人試験問題并ニ意見」(民事問題ノ二）問答之部 法律雑誌４１６号(明１７.１０.１８、１１－２０
頁)

前号の続きとあるが、前号４１５号１３－２０頁は無記名掲載。

＊＊ 「擬律ノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４１８号(明１７.１０.２８、８－１１頁) 『法律雑誌』４１１号（相陽樵夫）参照。
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＊＊ 「民事問題ノ一ニ対スル駁問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４２１号(明１７.１１.１３、１１－１６

頁)
『法律雑誌』４１９号（今井佑太郎）参照。

＊＊ 「仏訴訟法第四十九条ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、呑月酔 法律雑誌４２１号(明１７.１１.１３、１６－１８
＊＊ 「治罪法第二百三十四条第三ノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主

人
法律雑誌４２３号(明１７.１１.２３、７－１０頁)

＊＊ 「裁判管轄ニ付テノ疑問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４２４号(明１７.１１.２８、１２－１６
頁)

『法律雑誌』４１７号参照。

＊＊ 「保証人ニ対スル時効断絶ノ疑議ニ答フ」問答之部、豁堂主
人

法律雑誌４２４号(明１７.１１.２８、１６－２０
頁)

『法律雑誌』４１３号（鷹鷲狂客）参照。

＊＊ 「所有権ノ期限ヲ付ス可カラサル説」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４２５号(明１７.１２.３、１－１０頁)

＊＊ 「売買ノ緊要物ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４２６号(明１７.１２.８、８－１３頁)
＊＊ 「治罪法だ四十五条ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４２７号(明１７.１２.１３、１－１１頁)
＊＊ 「損害負担者何レニ在ル乎ノ疑問ニ答フ」問答之部、呑月酔

人
法律雑誌４２７号(明１７.１２.１３、１１－１７
頁)

＊＊ 「仏国民法第五百五十四条ヲ読ム」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４２８号(明１７.１２.１８、６－１５頁)
＊＊ 「動産ニ関スル付添権利ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４２９号(明１７.１２.２３、１－１１頁)

明治１８（１８８５）２９歳
１８ １ ８ 木 業務多忙のため、『法律雑誌』に「恭賀新禧」の広告をし、

略式の挨拶に替える。
法律雑誌４３１号(明１８.１.８広告)

１８ ３ １５ 木 井生村楼に於ける東京法学討論会に出席。 東京横浜毎日新聞(明１８.３.１２、３面)
東京横浜毎日新聞(明１８.３.１２、広告)

１８ ３ １５ 木 ●佐倉法学校開校式挙行。 東京横浜毎日新聞(明１８.３.１９、３面)
１８ ４ １８ 土 時習社の持主が八塚から薩埵に替わった件につき広告を掲載

する。
法律雑誌４５１号(明１８.４.１８広告)
法律雑誌４５２号(明１８.４.２３広告)

同誌４５０号までは編集人は八塚、印刷人は薩埵となっている。
この号より編集人は小山実（明治２１年卒業、後に京都府収税
属）、印刷人は黒岡安実となる。
小山実は、薩埵の四女繁尾と山本憲一を夫婦養子としてむかえてい
る。
八塚は以後一切同誌との関わりがないようである。
また、以降薩埵記名論文は少なく、号「豁堂」および「呑月」を用
いるものが多い。

１８ ５ １５ 金 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４５８号(明１８.５.２３、２８頁)
１８ ５ ２９ 金 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席し、講演を行

う。
法律雑誌４６１号(明１８.６.８、２６頁) 『法律雑誌』４６１号に演説筆記の掲載されている。

１８ ６ ５ 金 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席し自説を論じ
る

法律雑誌４６３号(明１８.６.１８、１９頁)

１８ ６ １２ 金 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４６３号(明１８.６.１８、１９頁) 薩埵が第一問の発題者。
１８ ６ １９ 金 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４６４号(明１８.６.２３、２４頁)
１８ ７ １１ 土 ●英吉利法律学校設置認可。 中央大学百年史編集委員会専門委員『中央大学百年

史 年表・索引編』学校法人中央大学、２００４年
１２月２０日

１８ ８ １３ 木 今年度の東京法学校における教科が発表され、初年の財産法
を担当する。

法律雑誌４７４号(明１８.８.１３、２７頁) 治罪法は、堀田とともに担当した。
『法律雑誌』４７６号広告にも掲載。

１８ ９ ９ 水 神保町神保園における東京法学校第１回卒業証書授与式に出
席し、報告および祝辞を述べる。

法律雑誌４７９号(明１８.９.８、２６頁)
法律雑誌４８０号(明１８.９.１３、２３ー２８頁)
法律雑誌４８１号(明１８.９.１８、２５ー２８頁)

薩埵は、報告の中で、東京法学校創立略歴を述べている。
卒業生総代として戸田敬一郎（岡山県出身、第一回判事登用試験に
合格）が答辞をよむ。

１８ １０ ３ 土 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席し演説を行う。 法律雑誌４８５号(明１８.１０.８、２５頁)

１８ １０ １０ 土 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４８７号(明１８.１０.１８、２４ー２８
頁)

１８ １０ ２４ 土 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９０号(明１８.１１.３、２３ー２６頁) 薩埵の意見要領も掲載。
１８ １１ １ 日 東京法学社に於ける中央法学会に会頭として出席。 法律雑誌４９１号(明１８.１１.８、２８頁) 当日、富井政章は〔代理法総論〕を講演。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１８ １１ ３ 火 井生村楼に於ける東京法律経済学術演説会に出席。 法律雑誌４８９号(明１８.１０.２８、２８頁)

法律雑誌４９１号(明１８.１１.８、２８頁)
東京横浜毎日新聞(明１８.１１.１、１面)

富井政章および東京法学校特選校友の小川三千三らも出席。

１８ １１ ４ 水 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９２号(明１８.１１.１３、２４－２６ 討論に対する意見が掲載されている。
１８ １１ ５ 木 中央法学会を起こし会頭となる。

『中央法学会雑誌』を創刊する。
中央法学会雑誌１号(明１８.１１.５、奥付) 同会は通信教育であり、地方にありて法学を志す者に機会を提供す

る。これは、金丸が『法律雑誌』を創刊する趣旨として言っている
ことと共通する。この会では在京者を対象として月１回、東京法学
校においてスクーリング的なものも行っている。
また『法学速成雑誌』（２５号、明治１９年９月１３日発行）に
は、成績優秀者は同会の学資をもって東京法学校に入学可との広告
が掲載されている。開会に当たっては代理法・総論を富井政章が講
義した。『中央法学会雑誌』の内容は講義録で、薩埵・堀田正忠・
富井政章・岩野新平・松室致らが執筆者を担当した。
また、同会規則第５条「会員ノ質疑ハ一月十回ヲ以テ限リトナス且
ツ事実取調等ノ為メ多少手数ヲ要スル件（例ヘハ訴訟鑑定ノ如キヲ
云フ）ハ別ニ相当ノ報酬ヲ申受タルコトアルヘシ」も大きな特色で
あった（同誌第1号記事）。
会員からの質問は予想外の多さであったらしい。創立まだ浅きにつ
き「百事未タ整頓」できず、寄せられた質疑の答案も遅れ気味であ
るが、人員を増加して順次送付する予定であると記載している。
さらに「本会ハ元ト学術上ノ質問ニ答フルヲ主」するのであるが、
取調を要するものは時間がかかる。この趣旨の質問返送遅延に大き
く影響することになったが、これまでの送付分は対応する。
今後は、時習社内に「訴訟鑑定部」を設け、その事務を当分の間、
小川町6番地の薩埵方でこの件は取り扱うことにする。鑑定料はそ
の内容により２円以上２０円以内とすると伝える（『中央法学会雑
誌』７号、明１９．１．１８記事）。
本稿明治１９年１月８日の項参照。

１８ １１ １２ 木 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９６号(明１８.１２.３、２８頁)
１８ １１ １８ 水 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９４号(明１８.１１.２３、２２－２８

頁)
薩埵の意見も掲載。

１８ １１ ２５ 水 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９６号(明１８.１２.３、２８頁)
１８ １２ ２ 水 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９７号(明１８.１２.８、２４頁) 薩埵の意見も掲載。
１８ １２ ５ 土 東京法学校有志演説会に出席し演説を行う。 法律雑誌４９７号(明１８.１２.８、８－１３頁)
１８ １２ ９ 水 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌４９９号(明１８.１２.１８、２７－２８

頁)
１８ １２ １３ 日 午後２時、中央法学会月次会（課外講義及び討論会）に会頭

として出席する。
中央法学会雑誌４号(明１８.１２.５、記事１頁)
中央法学会雑誌６号(明１８.１２.２５、記事１－
５頁)

月次会は第２日曜日に東京法学校講義室において開催されていた。
月次会参加資格は同会の「会費受領証」持参者に限定された。会で
は、予告した問題の討論がなされた。
山田喜之助が「私犯要論」を講演、同誌６号に掲載されている。

＊ 『財産法講義 第二巻』講述 薩埵氏蔵版、 明治１８年２月 本書は、東京法学校教課用、禁発売となっている（明治１７年の項
参照）。本書は、第２巻８回から１０回までを収録している。

＊＊ 「擬律問題」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４３１号(明１８.１.８、１８－３１頁) 『法律雑誌』４３０号（清川漁夫）１７頁参照。
＊＊ 「犯罪区別論」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４３２号(明１８.１.１３、６－１４頁)
＊＊ 「妨害ヲ制止スルノ権アルヤ否ヤノ問並ニ答」問答之部、呑 法律雑誌４３２号(明１８.１.１３、１４－１７頁)
＊＊ 「民事問題ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４３４号(明１８.１.２３、２１－２５頁) 『法律雑誌』４３２号参照。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「契約法原論」論説之部 法律雑誌４３３号(明１８.１.１８、６－１２頁)

法律雑誌４３５号(明１８.１.２８、２－１２頁)
法律雑誌４３６号(明１８.２.３、１－１１頁)
法律雑誌４４７号(明１８.３.２８、１－５頁)
法律雑誌４５２号(明１８.４.２３、９－１４頁)
法律雑誌４５３号(明１８.４.２８、１－６頁)

明治１８年の続き。
同誌４５３号同論文末に「未定稿」との記載があるが、以降の号に
掲載はないようだ。

＊＊ 「擬律問題ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４３５号(明１８.１.２８、１９－２２頁) 『法律雑誌』４３２号参照。
＊＊ 「重罪軽罪無罪ハ何ニ由テ之ヲ知ル乎ノ問ノ問并ニ答」問答

之部、豁堂主人
法律雑誌４３６号(明１８.２.３、１１－１７頁)

＊＊ 「会社法一斑」論説之部、呑月酔人 法律雑誌４３７号(明１８.２.８、１－１０頁)
法律雑誌４３８号(明１８.２.１３、１－６頁)
法律雑誌４４０号(明１８.２.２３、１－５頁)
法律雑誌４４１号(明１８.２.２８、９－１５頁)
法律雑誌４４２号(明１８.３.３、１－９頁)

＊＊ 「右答（貸付米取戻請求ノ件問并ニ答）」問答之部、豁堂主
人

法律雑誌４３８号(明１８.２.１３、１６－２５頁)

＊＊ 「出訴期限ニ付テノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４３９号(明１８.２.１８、１５－２２頁) 『法律雑誌』４３３号参照。
＊＊ 「刑事問題并ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４３９号(明１８.２.１８、２２－２４頁)
＊＊ 「刑法第三条ヲ解ク」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４４３号(明１８.３.８、１－１０頁)
＊＊ 「刑法第三百八十一条ニ付テノ問並ニ答」問答之部、呑月酔

人
法律雑誌４４３号(明１８.３.８、１０－１５頁)

＊＊ 「失踪法ヲ論ス」論説之部、呑月酔人 法律雑誌４４４号(明１８.３.１３、１ー１１頁)
法律雑誌４４５号(明１８.３.１８、１－７頁)
法律雑誌４４６号(明１８.３.２３、１－９頁)

＊＊ 「妻ニ対シテ本夫強姦罪ヲ犯スヲ得可キヤ否ヤノ問并ニ答」
問答之部、豁堂主人

法律雑誌４４６号(明１８.３.２３、１６－２０頁)

＊＊ 「擬律問題ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４４７号(明１８.３.２８、１４－２３頁)
＊＊ 「再ヒ刑法第三条ヲ解ク」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４５０号(明１８.４.１３、１－１５頁) 『法律雑誌』４４７号（戸田敬一郎）・４５３号（同）参照。
＊＊ 「民事証拠ノ種類及ヒ効力ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４５１号(明１８.４.１８、１－２１頁)
＊＊ 「民事上挙証ノ任ハ何人ニ在ル乎」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４５２号(明１８.４.２３、１５－２１頁)
＊＊ 「書面ノ証拠ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４５４号(明１８.５.３、５－１６頁)

法律雑誌４５５号(明１８.５.８、８－１８頁)
法律雑誌４５６号(明１８.５.１３、６－１４頁)
法律雑誌４５７号(明１８.５.１８、４－１４頁)
法律雑誌４５８号(明１８.５.２３、９－１６頁)
法律雑誌４５９号(明１８.５.２８、５－１３頁)
法律雑誌４６０号(明１８.６.３、６－１１頁)

本文中に、我師ボアソナードの証拠法講義を自ら筆記したものをみ
つけた記されている。また、東京法学校における同じ講義を筆記し
たものもあると記している。本稿、明治１５年の項を参照。

＊＊ 「身代限ノ際石碑ヲ差押フルヲ得可キ乎ノ問并ニ答」問答之
部、呑月酔人

法律雑誌４５９号(明１８.５.２８、１３－１８頁)

＊＊ 「証人証拠ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４６２号(明１８.６.１３、５－１０頁)
法律雑誌４６３号(明１８.６.１８、５－８頁)
法律雑誌４６５号(明１８.６.２８、７－１４頁)
法律雑誌４６７号(明１８.７.８、５－１１頁)

＊＊ 「民事問題第二号ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４６９号(明１８.７.１８、１３－１７頁) 『法律雑誌』４６６号参照。
＊＊ 「自白ヲ論ス」問答之部、豁堂主人 法律雑誌４７０号(明１８.７.２３、４－１２頁)
＊＊ 「擬律ノ問題二号ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４７０号(明１８.７.２３、１８－２３頁) 『法律雑誌』４６７・４８０号参照。
＊＊ 「会社株券ニ関スル損害要償ノ件疑問ニ答フ」問答之部、呑 法律雑誌４７２号(明１８.８.３、１３－１８頁) 『法律雑誌』４６８号参照。
＊＊ 「思量ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４７３号(明１８.８.８、１－５頁)

法律雑誌４７５号(明１８.８.１８、１－７頁) 明治１９年に続く。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「右第二問ニ対スル意見（偽証罪ヲ構造スル諸元素ニ付テ説

明スベシ）」問答之部、呑月酔人
法律雑誌４７６号(明１８.８.２３、１７－２０頁)

＊＊ 「民事問題第三号ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４７９号(明１８.９.８、１４－１７頁) 『法律雑誌』４７２号参照。
＊＊ 「擬律問題第二号ノ答ニ付駁問ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４８１号(明１８.９.１８、１２－１７頁) 『法律雑誌』４８０号参照。

＊＊ 「未遂犯ト不能犯トノ性質如何ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌４８９号(明１８.１０.２８、１ー８頁)

＊＊ 「刑法」講義 中央法学会雑誌１号(明１８.１１.５、１－３２頁)
中央法学会雑誌４号(明１８.１２.５、３３－５２
頁)

同誌７号掲載分よりタイトルを「日本刑法」としている。
明治１９年に続く。

＊＊ 「財産法」講義 中央法学会雑誌１号(明１８.１１.２５、１－２４
頁)
中央法学会雑誌１号(明１８.１２.１５、２５－６
４頁)

明治１９年に続く。
第１巻「総論」、第２巻「所有権及共有権」、第３巻「使用収益権
一ニ入額所得権ト訳ス使用権及住居権」、第４巻「地役即チ地
務」。

＊＊ 「擬律問題第四号ニ答フ」問答之部、呑月酔人 法律雑誌４９３号(明１８.１１.１８、１７－２３
頁)

『法律雑誌』４９１号参照。

＊＊ 「刑法疑義ニ答フ」問答之部 法律雑誌４９４号(明１８.１１.２３、１２－１５
頁)

同誌４８４号和気の問いに対するもの。

＊＊ 「加賀騒動大月蔵人罪状ノ解剖」論説之部 法律雑誌４９７号(明１８.１２.８、８－１３頁)
法律雑誌４９８号(明１８.１２.１３、８－１５頁)

１２月５日東京法学校有志会に於ける演説筆記。

明治１９（１８８６）３０歳
１９ １ ８ 金 薩埵名で、中央法学会は時習社内に置く旨の広告を『法律雑

誌』に掲載する。
当分の間、小川町６番地の薩埵宅で訴訟鑑定部の事務を行う
との社告を掲載する。

法律雑誌５０２号(明１９.１.８、２８頁)
法律雑誌５０５号(明１９.１.２３、広告)

訴訟鑑定部の規則は『法律雑誌』５０５号に掲載。
この件、本稿明治１９年１１月５日の項参照。
時習社内に当分の間、設けられた「訴訟鑑定部」がいつまで続けら
れたかは不明である。明治２０年１２月には、吉田初三（明治２０
年卒業）を主事とする、訴訟鑑定の暢権社設立されている（本稿明
治２０年１２月の項参照）。同社についての詳細は不明、設立から
３年後の明治２３年１１月に吉田は死亡している。

１９ １ １０ 日 ●中央法学会月次会は講師の都合で休会となる。 中央法学会雑誌８号(明１９.１.１５、記事２頁)
１９ １ １３ 水 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５０４号(明１９.１.１８、２３－２８頁) 薩埵の意見も掲載。

１９ １ ２２ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５０６号(明１９.１.２８、２３－２８頁)

１９ １ ２８ 木 ●東京法学校、日曜休暇廃止の広告を出す。 東京横浜毎日新聞(明１９.１.２８、２面)

１９ １ ２９ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５０８号(明１９.２.８、２２－２８頁)

１９ ２ １１ 木 井生村楼に於ける東京法律経済学術演説討論会に出席し、演
説を行う。

法律雑誌５１０号(明１９.２.１８、２８頁) 「商法裁判所ヲ設クルノ可否」が討論され、可とする説に決した。
薩埵の演説「何ソ基本ヲ治メサルヤ」は『法律雑誌』５１１号に論
説之部に掲載された。

１９ ２ １４ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌９号(明１９.１.２５、記事１頁)
中央法学会雑誌１２号(明１９.２.２５、記事１－
２頁)

討論後は、薩埵が解説を行っている。
同誌第２号から「契約法」を連載している富井政章が「代理法」を
講義した。この時の富井の講義は同誌１２号に掲載されている。

１８ ２ ２１ 日 商工有志演説会に出席する。 東京横浜毎日新聞(明１９.３.２１、３面) 薩埵の演題は不明。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１９ ２ ２６ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５１３号(明１９.３.３、２８頁)

１９ この頃 高崎法学校の講師を務める。 法律雑誌５１３号(明１９.３.３、２８頁) 『法律雑誌』の広告にも掲載される。東京法学校で討論会が開催さ
れたと同様に高崎法学校でも討論会が行われた（『法律雑誌』５１
８号、明１９．３．２８記事之部）。

１９ ３ ２ 火 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５１５号(明１９.３.１３、２４－２８頁)
法律雑誌５１６号(明１９.３.１８、２８頁)

１９ ３ ９ 火 午後９時頃まで、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出 法律雑誌５１７号(明１９.３.２３、１８－２４頁)
１９ ３ １４ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌１３号(明１９.３.５、記事１頁)

中央法学会雑誌１５号(明１９.３.２５、記事１－
６頁)

山田喜之助は「証言要論」を講演した。

１９ ３ １６ 火 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５１７号(明１９.３.２３、２４－２８頁)

１９ ３ ２３ 火 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５１８号(明１９.３.２８、２３－２７頁)

１９ ３ ３０ 火 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５２０号(明１９.４.８、２４－２８頁)

１９ ４ １ 木 ●東京法学社、『法律応用雑誌』を創刊。 法律応用雑誌１号(明１９.４.１) 出版地は神田区山本町１４番地。持主兼印刷人は菰口（守屋）此助
（岡山県出身、明治２０年特選校友、弁護士）。
同誌は７５号（明治２１年１月）まで発行された。
後に菰口此助は『法律新論』も発行する。同誌は編集者山田東次、
発行所は麹町区元園町の「東京法学社」、創刊年月は不明、現在確
認できるのは明治２３年の第１８３－１８５号のみである。

１９ ４月頃 ●東京法学社、北神保町７番地へ移転。 東京横浜毎日新聞(明１９.４.８、３面)
１９ ４ １１ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌１６号(明１９.４.５、記事１頁)
１９ ４ １３ 火 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５２２号(明１９.４.１８、２３－２７頁)

１９ ５ ２ 日 高崎法学校での薩埵の講義終了につき親睦会がもたれ、出席
する。

法律雑誌５２６号(明１９.５.８、２５頁) 同校には、山田東次（神奈川県出身。第一回卒業生。第一回衆議院
選挙に神奈川４区から最高点で当選。鶴陵と号する。）と毎週交代
で出張し講義を行った。

１９ ５ ９ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌２０号(明１９.５.１５、記事１－
１６頁)

富井政章が「代理法」を講義した。この内容は同誌２１号に掲載さ
れている。
薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。

１９ ５ １５ 土 井生村楼に於ける東京法律経済学術演説討論会に出席。 法律雑誌５２９号(明１９.５.２３、２７－２８頁)
毎日新聞(明１９.５.１３、１面)

山田東次も出席。
『東京横浜毎日新聞』は、明治１９年５月１日から『毎日新聞』と
改題された。

１９ ６ １０ 木 ●『中外法学新報』創刊。 中外法学新報１号(明１９.６.１０) 東京法学校明治１８年卒業の杉山誠一郎が編輯人。
１９ ６ １３ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌２２号(明１９.６.５、記事１頁)

中央法学会雑誌２４号(明１９.６.２５、科外講義
１－１２頁)

山田喜之助が「没収論」を講義し、同誌２４号に掲載された。
薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１９ ６ ２０ 日 午後１時、井生村楼に於ける東京法律経済学術演説討論会に

出席。
法律雑誌５３６号(明１９.６.２８、２７－２８頁) 薩埵の演題は「東京商工会ヨリ代言議会ニ付セラレタル問題ノ意

見」。６月１６日付朝野新聞に掲載された東京商工会より東京代言
議会への質疑に対するもの。
「刑法第三百九十三条及ヒ刑法付則第五十五条ヲ解キ東京商工会ノ
疑問ニ答フ」と題する論文が『法律雑誌』５３５号に無記名で掲載
されている。

１９ ６ ２７ 日 午後１時より５時まで、東京法学校講義室における尋盟会月
次会に出席する。

法律雑誌５３７号(明１９.７.３、２４頁)

１９ ７ １１ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌２５号(明１９.７.５、記事１頁)
中央法学会雑誌２７号(明１９.７.２５、記事４３
－４６頁)

富井政章が「代理法」を講義した。この内容は同誌２７号に掲載さ
れている。
薩埵の出欠に関して、記事は明記していないが、おそらく出席した
ものと思われる。

１９ ７ ２６ 月 東京専門学校の招待を受け、得業証書授与式に出席する。 法律雑誌５４２号(明１９.７.２８、２５頁)

１９ ７ ２７ 火 高崎法学校授業開始のため出張。 法律雑誌５３６号(明１９.６.２８、２６－２７頁)
１９ ８ ２５ 水 ●私立法律学校特別監督条規公布。
１９ ８月頃 ●伊藤修・元田直、公証人の出願をする。 毎日新聞(明１９.８.２５、５面)

毎日新聞(明１９.８.２８、４面)
１９ ９ １２ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌３１号(明１９.９.５、記事１頁)

中央法学会雑誌３３号(明１９.９.２５、記事６７
－７０頁)

富井政章が「代理法」を講義した。この内容は同誌３３号に掲載さ
れている。
尚、８月の例会は、酷暑と悪疫流行のため休会となった（『中央法
学会雑誌』２９号、明１９．８．１５記事）。

１９ ９ ２１ 火 東京法学校始業にあたり、薩埵は２年科の証拠法、初年科の
人事法・刑法を担当。

法律雑誌５５４号(明１９.９.２８、２２－２３頁)
毎日新聞(明１９.９.１、４面)
毎日新聞(明１９.９.７、５面)

例年９月１０日（『毎日新聞』では例年９月１１日始業と記す）の
始業が、コレラの流行によりこの日まで延期された。卒業式も１０
月初旬に変更された。
東京法学校講義原稿の修正増補版として『民事証拠法要論』が出版
されている。

１９ ９ ２６ 日 ●『法律経済新報』創刊。 法律経済新報１号(明１９.９.２６) 東京法学校、明治１９年卒業の高橋藤之丞が編輯人。山田東次が社
１９ １０ ３ 日 中村楼に於ける東京法学校卒業証書授与式にあたり、報告を

行い祝辞を述べる。
法律雑誌５５６号(明１９.１０.８、２３－２６頁)
法律雑誌５５７号(明１９.１０.１３、２０－２３
頁)
毎日新聞(明１９.１０.５１、２面)

この年の卒業生は２２名で、卒業生総代は横山寛平。
現員（在校生をさすと思われる）は４００名と述べている。
この年は再試験も行われその中から及第者も出している（『法律雑
誌』５２５号、明１９．５．３記事之部）。

１９ １０ ８ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５５７号(明１９.１０.１３、２３－２８
頁)

薩埵の意見も掲載。

１９ １０ １０ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌３４号(明１９.１０.５、記事７１
－７２頁)
中央法学会雑誌３５号(明１９.１０.１５、記事７
５－７８頁)

山田喜之助が「証拠ノ提出及ヒ効力」を科外講義で行う（同誌第３
６号に掲載）。
会頭薩埵は討論に入る前に「本問題ハ本年秋期代言試験ニ出」され
たものなので、事実関係については説明しないが疑問点があれば討
論することを望むと述べている。

１９ １０ １５ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５５９号(明１９.１０.２３、２０－２７
頁)

薩埵の自説も掲載。

１９ １０ １７ 日 ぺ・ナミュール著『法学通論』翻訳原稿２５９枚を１２９円
５０銭で売却の約定書を河地金代から受ける。

前掲「薩埵家資料」 河地は石川県士族。明治１５・６年頃、司法省法学校予科に在学の
記録がある(「明治七年明治十六年試験点数書類」司法省法学
校）。
「一名法学初歩」の副題を付して時習社より明治１９年１２月刊行
された。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１９ １０ ２０ 水 ●『東京法律新聞』創刊。 東京法律新聞１号(明１９.１０.２０) 発行：東京法律新聞社（京橋区数寄屋町４－４）、持主兼印刷人：

河野俊助、編集：若林友之。
東京法学校卒業生杉山誠一郎・上林敬次郎、飯田宏作の論説が記載
されている。

１９ １０ ２２ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５６２号(明１９.１１.８、２５－２８頁)

１９ １０ ２４ 日 法律経済学術討論会に出席する。 毎日新聞(明１９.１０.２２、２面) 薩埵の他、山田東次・守屋此助・神尾珍らも出席。
１９ １０ ２９ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５６０号(明１９.１０.２８、２３－２５

頁)
薩埵は問題（民事）の説明をする。

１９ １０ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会々員名簿』仏学会理事員、明治１９年１０
月調べ

薩埵の住所は神田区小川町６、出金額は１０円。

１９ １１ ５ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５６３号(明１９.１１.１３、２５－２８
頁)

１９ １１ ７ 日 ●攻法会第１回演説討論会開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 会長は菊池武夫。

１９ １１ １２ 金 午後７時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５６４号(明１９.１１.１８、２４－２８
頁)

１９ １１ １４ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌３７号(明１９.１１.５、記事８３
頁)
中央法学会雑誌３９号(明１９.１１.２５、記事９
１－９４頁)

富井政章が「代理法」を講義した。この内容は同誌３９号に掲載さ
れている。
薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。

１９ １１ １６ 火 ●東京仏学校開校。 毎日新聞(明１９.１０.３１、１面)
毎日新聞(明１９.１１.６)
東京日日新聞(明１９.１１.６)
毎日新聞(明１９.１１.２１、２面)
郵便報知新聞(明１９.１１.２１)

神田区小川町１番地東京法学校の向い側に校舎は設けられた。

１９ １１ １７ 水 ノルマントン号船没事件臨時学術討論会演説会に出席する。 毎日新聞(明１９.１１.１７、５面) 追突事件死者追悼演説会。
『毎日新聞』記者信岡雄四郎（岡山県出身。東京法学校明２１年卒
業。弁護士）も出席。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
１９ １１ ２８ 日 ●中央法学会第１回試験施行される。 中央法学会雑誌３６号(明１９.１０.２５、記事８

２頁)
中央法学会雑誌３８号(明１９.１１.１５、稟告)

試験は午後２時より東京法学校講義室でおこなわれた。
試験科目は、刑法・契約法・財産法・証拠法の法理と民刑事実。採
点は１問題１０点満点、全科６／１０以上のものを及第とした。
受験申込みは１０月２０日までとされたが、後の号では「近県ノ会
員諸君ハ可 出京ノ上直接ニ受験」と追記されもている。
同誌４６号（明２０．２．５）には本会の「受験者百十八名ニシテ
及第者四十九人」とあり、及第者の姓名を記載している。これを見
ると近県ばかりでなく北海道・愛媛・京都・鹿児島などなど日本全
国から受験していることがわかる（『中央法学会雑誌』第４６号、
明２０．２．５記事）。
また、落第者には明治２０年４月に再試験の措置を講じている（同
誌４７号、明２０．２．１５）。４月２５日再試験実施、科目は刑
法・契約法・財産法・証拠法で明治１９年１１月までの講義がその
範囲とされている。
ここでは「問題送付」と記されているので、郵送による試験であっ
たと思われる。「第一期」試験自体も直接受験の者がすくなかった
ため、郵送による試験に変えられた可能性もあるが、確認できる資
料を得ていない。再試験及第者は１３名、最高点は１２９点（同誌
６１号、明２０．７．５）。

１９ １２ １２ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌４０号(明１９.１２.５、記事)
中央法学会雑誌４２号(明１９.１２.２５、記事)

山田喜之助による「証書規則」が講演され同誌４２号に掲載され
た。
薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。

１９ この頃 横浜法律学校校外生の刑法（１２月１０日発売講義録）を担
当。

法律雑誌５７０号(明１９.１２.１８、広告) 同校については中村文也「横浜法律学校ー東京法学校の姉妹校」
（『法政大学と法律学の夜明け』法政大学、１９９２年１８５－２
１６頁所収）に詳しい。

１９ １２月頃 学習院横の神田錦町２－６へ転居する。 毎日新聞(明１９.１２.２３) 訴訟鑑定事務（『法律雑誌』５０５号参照）も移転先で行う。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「刑法」講義 明治１８年の続き。

同誌７号掲載以前の分はタイトルを「刑法」としている。
５０１頁を以って「刑法講義第一編」（上巻）は終了。
同誌４１号より「第二編」（下巻）を開始する。
「第一編」の目次は同誌４１号に付されている。
明治２０年に続く。

中央法学会雑誌７号(明１９.１.５、５３－８４頁)
中央法学会雑誌９号(明１９.１.２５、８５－１１
２頁)
中央法学会雑誌１１号(明１９.２.１５、１１３－
１４８頁)
中央法学会雑誌１３号(明１９.３.５、１４９－１
８８頁)
中央法学会雑誌１５号(明１９.３.２５、１８９－
１９８頁)
中央法学会雑誌１６号(明１９.４.５、１９９－２
３０頁)
中央法学会雑誌１７号(明１９.４.１５、２３１－
２６２頁)
中央法学会雑誌２１号(明１９.５.２５、２６３－
２７６頁)
中央法学会雑誌２２号(明１９.６.５、２７７－３
１２頁)
中央法学会雑誌２４号(明１９.６.５、３１３－３
２８頁)
中央法学会雑誌２７号(明１９.７.２５、３２９－
３６４頁)
中央法学会雑誌２９号(明１９.８.１５、３６５－
３９６頁)
中央法学会雑誌３１号(明１９.９.５、３９６－４
２０頁)
中央法学会雑誌３３号(明１９.９.２５、４２１－
４４６頁)
中央法学会雑誌３４号(明１９.１０.５、４４７－
４７４頁)
中央法学会雑誌３７号(明１９.１１.５、４７５－
５０１頁)
中央法学会雑誌４１号(明１９.１２.１５、１－２
０頁)
中央法学会雑誌４２号(明１９.１２.２５、２１－
４０頁)
中央法学会雑誌４３号(明２０.１.５、４１－６０
頁)
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「財産法」講義 中央法学会雑誌８号(明１９.１.１５、６５－８４

頁)
中央法学会雑誌１０号(明１９.２.５、８５－１１
２頁)
中央法学会雑誌１２号(明１９.２.２５、１１３－
１２４頁)
中央法学会雑誌１４号(明１９.３.１５、１２５－
１５４頁)
中央法学会雑誌１７号(明１９.４.１５、１５５－
１８２頁)
中央法学会雑誌２０号(明１９.５.１５、１８３－
２０８頁)
中央法学会雑誌２３号(明１９.６.１５、２０９－
２２４頁)
中央法学会雑誌２５号(明１９.７.５、２２５－２
６０頁)
中央法学会雑誌２６号(明１９.７.１５、２６１－
２７２頁)
中央法学会雑誌２８号(明１９.８.５、２７３－３
０４頁)
中央法学会雑誌３０号(明１９.８.２５、３０５－
３３６頁)
中央法学会雑誌３２号(明１９.９.１５、３３７－
３６４頁)
中央法学会雑誌３３号(明１９.９.２５、３６５－
３８２頁)
中央法学会雑誌３６号(明１９.１０.２５、３８３
－４０８頁)
中央法学会雑誌３８号(明１９.１１.１５、４０９
－４３６頁)
中央法学会雑誌３９号(明１９.１１.２５、４３７
－４６８頁)
中央法学会雑誌４０号(明１９.１２.５、４６９－
４９９頁)

明治１８年の続き。
１２４頁を以って「財産法講義第一巻」は終了。
２２４頁を以って「財産法講義第二巻」は終了。
３８２頁を以って「財産法講義第三巻」は終了。
４９８頁を以って「財産法講義第四巻」は終了。
連載最終号である同誌４０号には、第１－４巻の目次が付されてい
る。

＊＊ 「思量ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌５０７号(明１９.２.３、１－６頁)
法律雑誌５０８号(明１９.２.８、６－１０頁)

明治１８年の続き。

＊＊ 「何ソ基本ヲ治メサルヤ」論説之部 法律雑誌５１１号(明１９.２.２３、１－７頁)
＊＊ 「誓ノ事ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌５１２号(明１９.２.２８、１１－１６頁)

法律雑誌５１５号(明１９.３.１３、１１－１５頁)
法律雑誌５１７号(明１９.３.２３、１－７頁)

本文のタイトルは「「誓ノ事ヲ読ム」となっているが、連載後続号
は「論ス」。

＊＊ 「正当防衛権ヲ論ス」論説之部 法律雑誌５１８号(明１９.３.２８、１－１２頁)
法律雑誌５１９号(明１９.４.３、１－７頁)
法律雑誌５２１号(明１９.４.１３、６－１２頁)
法律雑誌５２２号(明１９.４.１８、１－９頁)

薩埵講述『正当防衛権論』がある。出版者・発行年は不明である
が、「東京法学社講義録」と記載された和装本がある（法政大学図
書館所蔵）。

＊＊ 「刑法第百三十八条ヲ説ク」論説之部 法律雑誌５２３号(明１９.４.１８、８－１４頁) 宮城浩蔵著『刑法講義』を引用。
＊＊ 「義務ノ不履行ヨリ生スル損害賠償ヲ論ス」科外講義 中央法学会雑誌１８号(明１９.４.２５、１－２４

頁)
＊＊ 「景状証ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌５２４号(明１９.４.２８、１－８頁)

法律雑誌５２５号(明１９.５.３、１－７頁)
法律雑誌５２７号(明１９.５.１３、５－１４頁)

５２７号のみ「景地臨検ヲ論ス」と題されている。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「正当防衛権論ノ駁論ニ答フ」論説之部 法律雑誌５２７号(明１９.５.１３、１ー４頁) 『法律雑誌』５２５号戸田敬一郎の反駁に対するもの。
＊＊ 「刑事問題并ニ答」問答之部、呑月酔人 法律雑誌５２７号(明１９.５.１３、１４ー１６頁) 『法律雑誌』５２７号作陽小史参照。
＊＊ 「家宅侵入ノ罪ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌５２８号(明１９.５.１８、１－１０頁)
＊＊ 「不動産新論」論説之部、呑月酔人 法律雑誌５２９号(明１９.５.２３、１－９頁)
＊＊ 「刑法第三百九十八条ノ問ニ答フ」問答之部、豁堂主人 法律雑誌５２９号(明１９.５.２３、９－１４頁) 『法律雑誌』５２６号参照。
＊＊ 「刑法第百八十八条ニ付テノ問並ニ答」問答之部、豁堂主人 法律雑誌５３０号(明１９.５.２８、１４－１８頁) この問題は或る人の質問に答えた質問筆記とある。

＊＊ 「証書偽造罪ヲ論ス」論説之部、豁堂主人 法律雑誌５３２号(明１９.６.８、１－６頁)
法律雑誌５３３号(明１９.６.１３、１－９頁)
法律雑誌５３６号(明１９.６.２８、１－１１頁)

＊＊ 「盗品ヲ遺失品ト信シテ受ケタル者ノ処刑方ノ問ニ答フ」論
説之部、呑月酔人

法律雑誌５３３号(明１９.６.１３、９－１２頁) 『法律雑誌』５３０号参照。

＊＊ 「刑事問題并ニ答」問答之部、呑月酔人 法律雑誌５３６号(明１９.６.２８、１２－１５頁) 或る人が質問したものを学友間で討議したものとある。
＊＊ 「文書毀棄ノ罪ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５３８号(明１９.７.８、１ー５頁)

法律雑誌５３９号(明１９.７.１３、１ー９頁)
＊＊ 「刑法第九十九条ヲ説ク」論説 法律雑誌５４０号(明１９.７.１８、１ー１０頁)
＊＊ 「治罪法第四百十一条ヲ読ム」論説、豁堂主人 法律雑誌５４１号(明１９.７.２３、１ー６頁)
＊＊ 「地役消滅ノ原因ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５４２号(明１９.７.２８、１ー９頁)
＊＊ 「刑事被告人ノ自状ヲ論ス」論説、呑月酔人 法律雑誌５４３号(明１９.８.３、１ー１２頁)
＊＊ 「右答（強盗人ヲ死ニ至シタル件ニ付問」問答、豁堂主人 法律雑誌５４３号(明１９.８.３、１２ー１８頁) 問は、小涯狂生。

＊＊ 「身上証書ノ法ト戸籍法トノ利害関係ヲ論ス」論説 法律雑誌５４４号(明１９.８.８、１ー７頁)
法律雑誌５４６号(明１９.８.１８、１ー５頁)
法律雑誌５４９号(明１９.９.３、６－１３頁)
法律雑誌５５０号(明１９.９.８、５－９頁)
法律雑誌５５３号(明１９.９.２３、１－６頁)

＊＊ 「法律格言（時ハ証書ヲ支配ス）」記事、呑月酔人 法律雑誌５４４号(明１９.８.８、２３－２５頁)
法律雑誌５４６号(明１９.８.１８、２３－２４頁)
法律雑誌５４８号(明１９.８.２８、２４－２６頁)
法律雑誌５５４号(明１９.９.２８、２４－２５頁)
法律雑誌５５９号(明１９.１０.２３、２７ー２８
頁)

＊＊ 「法律茶話」記事、豁堂主人 法律雑誌５４４号(明１９.８.８、２５－２７頁)
＊＊ 「民事問題并ニ答」問答、呑月酔人 法律雑誌５４６号(明１９.８.１８、１２－１５頁)
＊＊ 「民事問題并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌５４７号(明１９.８.２３、１０－１３頁)
＊＊ 「右答（猿猴ヲ殴殺セシ件疑問）」問答、豁堂主人 法律雑誌５４８号(明１９.８.２８、１２－１４頁) 質問者は在泊浦・草育生。
＊＊ 「擬判問題ノ答」問答、呑月酔人 法律雑誌５５２号(明１９.９.１８、１２－１６頁) 『法律雑誌』５４７号（民事）参照。
＊＊ 「婚姻論」論説 法律経済新報１号(明１９.９.２６) 現物未見、『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録目

次総覧 第３３巻』（大空社、１９９４年５月２４日）に拠る。

＊＊ 「商法ト民法トノ差異」雑録、呑月酔人 法律経済新報１号(明１９.９.２６) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３３巻』に拠る。

＊＊ 「保証ノ本義及ヒ効果ヲ論ス」論説 法律雑誌５５５号(明１９.１０.３、１－４頁)
法律雑誌５５６号(明１９.１０.８、１－５頁)
法律雑誌５５７号(明１９.１０.１３、１－５頁)
法律雑誌５５８号(明１９.１０.１８、１－６頁)

９月２５日秋期代言試験民事法理問題を論じる。

＊＊ 「刑事々実問題ノ二并答」問答、豁堂主人 法律雑誌５５６号(明１９.１０.８、１２－１７頁)
＊＊ 「民事々実問題ノ一并答」問答、呑月酔人 法律雑誌５５７号(明１９.１０.１３、１２－１５

頁)
９月２５日秋期代言試験問題。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「治罪法問題并意見」問答、呑月酔人 法律雑誌５５９号(明１９.１０.２３、１０ー１２

頁)
９月２６日秋期代言試験問題。

＊＊ 「刑事々実問題ノ意見ニ対スル駁論ニ答フ」論説、豁堂主人 法律雑誌５６０号(明１９.１０.２８、１ー８頁) 『法律雑誌』５５６・５５９号参照。
＊＊ 「仏国証拠法第千三百十八条ニ就テノ疑問并問并ニ答」問

答、豁堂主人
法律雑誌５６０号(明１９.１０.２８、１４ー１６
頁)

＊＊ 「法律弁明ノ種類及効力ノ差異」論説、豁堂主人 法律雑誌５６１号(明１９.１１.３、１ー７頁)
＊＊ 「我邦ノ土地賃貸主ハ作物ニ対シ先取ノ権アル乎」論説 法律雑誌５６３号(明１９.１１.１３、１－４頁)

＊＊ 「ノルマントン号船長ノ罪ヲ鳴ラサラントセハ先ツ証拠聚集
ニ尽カスベシ」」論説

法律経済新報９号(明１９.１１.２１) 現物未見、『毎日新聞』明１９．１１．２１付広告、前掲『東京大
学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録目次総覧 第３３巻』
に拠る。

＊＊ 「ノルマントン号事件ヲ聞テ感アリ」論説 法律雑誌５６５号(明１９.１１.２３、１－８頁)
＊＊ 「隠居相続を論ず」 法律経済新報６号(明１９.１１.) 現物未見、『毎日新聞』明１９．１１．３付雑報記事による。
＊＊ 「親属間婚姻の事」 法律経済新報１０号(明１９.１２.) 現物未見、『毎日新聞』明１９．１２．４付雑報記事による。
＊＊ 「誣告罪誹毀罪及ヒ偽証罪ノ元素并ニ差違ヲ説ク」論説 法律雑誌５６７号(明１９.１２.３、１－７頁)

法律雑誌５７０号(明１９.１２.１８、５－９頁)
判事登用試験問題に答えたもの。

＊＊ 「商人ノ簿冊ノ証拠力ヲ論ス」論説 法律雑誌５７１号(明１９.１２.２３、１－６頁)
＊＊ 「法律の布告」雑録 法律経済新報１３号(明１９.１２.１９) 現物未見、『毎日新聞』明１９．１２．２５付雑報記事、前掲『東

京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録目次総覧 第３３
巻』に拠る。

＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解』校閲 時習社、明治１９年９月
＊＊＊ 横山寛平, 高橋藤之丞著『日本公証人規則義解』校閲 時習社、明治１９年１２月

明治２０（１８８７）３１歳
２０ この頃 東京法学校の初年科では刑法、２年科では証拠法を担当す 法律雑誌５７６号(明２０.１.２３、２２－２３頁)
２０ １ ９ 日 東京法律経済学術演説討論会に出席する。 毎日新聞(明２０.１.８、８５６８頁)

読売新聞(明２０.１.８、２面)
薩埵の論題は「編纂法の利害を論す」。豁堂主人の名で『法律雑
誌』５７４号に掲載されている。
他の論者は山田東次・高橋藤之丞（岐阜県出身、明治１９年卒業、
弁護士）・吉田左一郎（福井県出身、明治１９年卒業、弁護士）・
菰口此助ら東京法学校関係者と大谷木備一郎・高田早苗など。

２０ １ １５ 土 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５７６号(明２０.１.２３、２３－２８頁)
２０ １ １５ 土 商工有志演説会に出席する。 毎日新聞(明２０.１.１５、８５９１頁 薩埵の論題は不明。
２０ １ ２２ 土 午後６時、東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５７７号(明２０.１.２８、２５－２８頁)

２０ １ ２３ 日 東京法学校で、薩埵は２年科の証拠法、初年科の刑法を担当
と『法律雑誌』の記事で紹介される。

法律雑誌５７６号(明２０.１.２３、２２－２３頁) 東京法学校始業にあたっては、初年科の人事法も担当としていた。

２０ １ ２３ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌４４号(明２０.１.１５、記事１頁)
中央法学会雑誌４６号(明２０.２.５、記事１－２
頁)

薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。

２０ ２ １３ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌４６号(明２０.２.５、記事)
中央法学会雑誌４８号(明２０.２.２５、記事１－
４頁)

科外講義は富井政章の「違約賠償法」が行われた。
薩埵の出欠に関して記事は明記していないがおそらく出席したもの
と思われる。

２０ ２ １３ 日 井生村楼に於ける東京法律経済学術演説討論会に出席。 法律雑誌５８１号(明２０.２.１８、２２頁) 山田東次・吉田左一郎らも出席。
薩埵の演説「養子ノ事ヲ論ス」は『法律雑誌』５８１号に掲載され
た。

２０ ２ １８ 金 ●東京仏学校夜学選修科授業開始。 毎日新聞(明２０.２.２０、４面)
２０ ２ ２０ 日 商工有志演説会に出席する。 毎日新聞(明２０.２.２０、１面)
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
２０ ２ ２７ 日 尋明会例会に出席。 『東京法学校校友会 記録簿』(明２０) 同会は東京法学校校友会前身の組織。薩埵は会長を務めた。同会は

「今日ノゴトキ衰状ヲ見ルニ至」て前途に望みは無い。組織を改良
するか解散するかとの薩埵の提案を受け改良しての存続が決意がな
された。３月１０日までに組織の目的権限など意見書を主幹へ提出
すべき決議された（本稿、明治１４年の項参照）。
石井豊七郎（「法政大学報」）、神長謙五郎（『法政大学百年
史』）らが引用をしているが、原本の存在が不明となっている。本
稿は上記の引用からの孫引きである。

２０ ３ １０ 木 尋明会組織改革などの意見書を準員三谷軏外ら１２名より受
け取る。

法政大学報１０巻８・９号(昭７.９.１) 同会は、東京法学校校友会として再生され、「準員」と呼ばれてい
た卒業生は、「校友」の称に変更された。

２０ ３ 会頭として東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５８７号(明２０.３.１８、２３－２８頁)
２０ ３ １３ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌４９号(明２０.３.５、記事１頁)

中央法学会雑誌４９号(明２０.４.５、記事１－４
頁)

２０ ３ ２０ 日 東京法律経済学術演説討論会に出席する。 毎日新聞(明２０.３.１９、４面)
２０ ３ ２７ 日 午前１２時富士見軒における京都人懇親会に出席する。 『尾崎三良日記 中巻』中央公論社、１９９１年１

０月２５日
当日は、数人が演説をし、午後３時には散会。
出席者は、尾崎をはじめとして桜井能監・安藤精軒（１８３５～
１９１８、京都医療界重鎮）・平野好徳（宮内侍医局出仕、針治乾
浴が専門）・西堀徳二郎（京都府会議員）・富森篤（関西鉄道会
社）・松永恒久（京都府会議員）など20名余り。

２０ ３月頃 ●浅草井生村楼は新築後、鴎遊館と改称。 毎日新聞(明２０.３.２７) しばしば薩埵らが参加した演説会で使用した建物。

２０ ４ １０ 日 ●『法学速成雑誌』が創刊。 法学速成雑誌１号(明２０.４.１０、奥付) 神田錦町２ー６薩埵方寄留の吉田左一郎（東京法学校卒業生）によ
り神田錦町１ー２において刊行。社員に上林敬次郎（同誌１１号、
明２０．８．３広告）、客員に三谷軌秀（同誌１２号、明２０．
８．１３広告）といずれも東京法学校卒業生の名が見られる。上林
は明治２２年６月をもって京都日報社へ転出する。時を同じくして
同誌は７１号（明２２．６．２２）より『帝国法律雑誌』と改題さ
れた。
編集は寺田久吉、印刷は河名生太郎が受持った。
創刊にあたっては「在地方東京法学校準員（校友）ニ告ク」との呼
びかけを掲載した。
法学速成雑誌社内には訴訟鑑定部が設置された（同誌２５号、明２
０．９．１３広告）。

２０ ４ １０ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌４９号(明２０.４.５、記事１頁)
中央法学会雑誌５３号(明２０.４.１５、記事１ー
４頁)

２０ ４ ２３ 土 東京法学校に於ける東京法学校討論会に出席。 法律雑誌５９４号(明２０.４.２３、１３５ー１４
０頁)

会頭は吉原三郎。

２０ ４ この頃 東京法学校で、刑法・売買法・法学通論を担当する。他、口
頭推問・擬律擬判も受持つ。

法律雑誌５９４号(明２０.４.２３、１１２頁)

２０ ４ ●東京仏学校法律科設置。 毎日新聞(明２０.４.２７、２面)
２０ ５ ８ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌５０号(明２０.５.５、記事１頁)

中央法学会雑誌５６号(明２０.５.１５、記事１－
４頁)

富井政章の「契約法中ノ斜ノ訴権」が講演された。

２０ ５ １１ 水 ●東京法学校、近火（５月１０日）につき見舞い礼の広告
を掲載する。

毎日新聞(明２０.５.１１、４面)

２０ ５ １５ 日 横浜法律討論演説会に出席する。 毎日新聞(明２０.５.１４、２面) 主催者は横浜代言人組合。
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２０ ５ １８ 水 尾崎三良の訪問を受け、志摩万次郎の貸金取立訴訟の件につ

き話をする。
前掲『尾崎三良日記 中巻』 尾崎は前日に発熱し、この日の夕刻も発熱、体調不良の中の訪問と

思われる。
志摩万次郎は法律学舎で学んだのち、代言人となる（ 町田岩次郎
編 『東京代言人列伝 』漸進堂、明１４年９月）。嚶鳴社員・改進
党員として政談演説会などにも参加。
後、明治１５年神田区会議員、同１６年東京府会議員、同１８年東
京市会議員、同１６年から土地売買の業をはじめ一代をなす。明治
１９年からは運河（明治２２年利根運河会社社長）と製鉄の事業に
乗り出すなど財界でも活躍した。しかし明治１９年頃には、土地で
得た資財を事業に投資「頗ル融通ニ不便」といった記載がある（鈴
木為三編 『志摩万次郎君略伝 』巌々堂、明２６年６ 月）。

２０ ５ ２０ 金 妻マサとともに日本橋本石町中川良二医師のもとで４度目の
種痘を受ける。

前掲「薩埵家資料」

２０ ５ ●大原鎌三郎「明法志林」の主筆となる。 毎日新聞(明２０.５.２８、４面) 同誌１３８号から担当。
２０ ６ 財産法を講義する。 毎日新聞(明２０.６.１、１面)
２０ ６ １１ 土 ●今川小路２－１５の東京法学社、「訴訟事件鑑定ノ依嘱

ニ応ス」の特別広告を掲載する。
毎日新聞(明２０.６.１１、１面)

２０ ６ １９ 日 午後１時浅草須賀町鴎遊館で開催の攻法会討論会に発議者と
して参加する。

法律雑誌６０６号(明２０.６.２３、４４３ー４４
７頁)

２０ ６月下旬 校員例会開催される。本年２月に薩埵が尋盟会組織変更提案
した結果、尋盟会は廃止され、校友会が創設された。

東京法学校雑誌１号(明２１.１.２０)
法政大学報１０巻８・９号(昭７.９.１)

「本校構成に付大に改むる所あり即ち校員会及主幹其他役員の権限
を明にし」、本校卒業生や本校に縁故ある者にして「総会議」で特
選された者を校友とし、校員客員学監幹事および前記の校友をもっ
て組織した「総会議」を設けることが決議された。この決議を書面
にして６月２６日提出した。主幹薩埵とは数回の協議を経て校友会
の規則は修正を重ねた。８月４日薩埵より校友会の権限減を伝えら
れる。また、富井政章はこの「該規則案」に反対を唱えたという。
第４・５・７条などが問題となったというが、具体的内容について
は不明である。ただ、薩埵・富井ら校員側対校友側の「権限」にお
ける確執があったようだ。

２０ ７ ３ 日 午後２時、中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌５８号(明２０.６.５、記事４頁)
中央法学会雑誌６０号(明２０.６.２５、記事４頁)
中央法学会雑誌６２号(明２０.７.１５、記事１－
４頁)

６月１２日に予定されたがこの日に変更されている。
松室致が「占有訴権」を講演し、同誌第６３号に掲載された。

２０ ７ １０ 日 ●東京法学校など官私立計７校の大分県出身の法学生、大
懇親会を開催。

毎日新聞(明２０.７.３、付録２面) 法理の研究を目的とする。

２０ ８ １３ 土 近県漫遊のため出発する。 法律雑誌６１６号(明２０.８.１３、７２８頁)
毎日新聞(明２０.８.１７、４面)

『毎日新聞』には出発を告知広告として出す。

２０ ９ １１ 日 ●東京法学校始業。 毎日新聞(明２０.９.１５、１面) 富井政章の講師辞任を記事は伝えている。
数日後の明治法律学校の始業式にはボアソナードが演説がおこなわ
れた（『毎日新聞』 明２０．９．１７）。また１０月１日から性
法講義も行われるという（『毎日新聞』 明２０．９．２８）。

２０ ９ １３ 火 ●中央法学会開校の広告を出す。 毎日新聞(明２０.９.１３、４面) 会主は薩埵、この年１１月開校につき入学要綱を知らせる。
２０ １０ １０ 月 ●帝国大学監督私立法律学校優等卒業生の監督試験実施。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』

２０ １０ ２３ 日 中央法学会月次会に会頭として出席する。 中央法学会雑誌７１号(明２０.１０.１５、記事)
中央法学会雑誌７２号(明２０.１０.２５、記事１
－４頁)

山田喜之助が「刑法ノ不論」（特に第７７条第１項と第２項との差
異）を講演し、同誌７７号（明２０．１２．１．１５）に掲載され
た。
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２０ １１ ２０ 日 ●中央法学会第二期試験施行される。 中央法学会雑誌５４号(明２０.４.２５、記事４頁)

中央法学会雑誌７２号(明２０.１０.２５、記事４
頁)
中央法学会雑誌７４号(明２０.１１.１５、記事２
頁)

「第二期」試験の科目は、義務法・売買法・代理法・付託法・期満
効法・商法の法律と事実。採点は１問題１０点満点、全科６／１０
以上のものを及第とした。申込の締切は１１月２０日で、「第一
期」および「第二期」を「通シテ受験ヲ望ム者」はその旨記して申
込みも可能としている。同会の言う、「第一期」および「第二期」
とは受講の年度ではなく、通学過程で言うところの「一年級」及び
「二年級」に該当するものである。
この年の「第一期」は明治１９年１１月実施のものと試験科目は同
じ。「第二期」は、商法（商事会社法迄）・義務法・付託法・代理
法・期満効法・保証法（「本誌五十四号ニハ売買法ト記載セシモ同
法ハ講義ノ部分仍ホ少ナキヲ以テ保証法ニ代ヘリ」）とした。な
お、試験会場への持込可能なものとして「刑法治罪法」は許可され
ていた。
「第一期」及第者は１７名、「第二期」及第者は３４名。この中に
は後の和仏法律学校明治２２年卒業ニ村作治（千葉県出身、公証
人）・同２４年卒業香川季三郎（大阪府出身、弁護士）・同２５年
特選校友となる今津覚太郎（埼玉県出身、公証人）らの名を見るこ
とができる。
また、今回の不合格者救済の再試験は明治２１年２月を、「第三
期」試験は明治２１年６月を予告し、新たに「普通学卒業試験ハ筆
頭ヲ以テ之ヲ答ヘシメ」の一文が追加されている（同誌第７９号、
明２１．１．５記事）。
これは明治２１年５月公布予定の特別認可学校規則を睨んでの措置
であろうと思われる。

２０ １１ ２１ 月 ●帝国大学監督私立法律学校卒業生監督試験及第証書授与 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』
２０ １２月頃 暢権社設立され、薩埵は吉原三郎・大橋伊三郎とともに協議

員となる。
法律応用雑誌７３号(明２０.１２.２４、広告)
毎日新聞(明２０.１２.２２、１面)

同社の主事は東京法学校卒業生吉田初三、訴訟の鑑定、代言人の紹
介をするという。所在地は神田小川町６９番地。

２０ １２ ２５ 日 ●東京法学校臨時入学試験執行。 毎日新聞(明２０.１２.２２、４面)
＊ 『財産法講義』著 中央法学会、明治２０年３月 科外講義として掲載されたとあるが、『中央法学会雑誌』に「科

目」として連載されていた（明治１８・１９年の項参照）。
東京法学校・中央法学会の教科書。そして明治法学校の教科書に編
入するという。
『法律雑誌』６１２号（明２０．７．２３広告）に拠れば発売は時
習社。『中央法学会雑誌』の連載終了後、合本再販されたものと思
われる。

＊ 『財産法講義』講述（時習社） 毎日新聞(明２０.５.１５、４面) 東京法学校・明治法律学校の教科書と紹介されている。
「科外講義」との記載があり、中央法学会のものと思われる（明治
２０年の項参照）。

＊ 『民事証拠法要論 下巻』著 法律雑誌６００号(明２０.５.２３、広告)
毎日新聞(明２０.６.１７、３面)

東京法学校講義原稿の修正増補版。薩埵は明治１９ー２０年の間同
校で証拠法を担当していた。
上巻は既刊、下巻6月初め刊行予定とある。これより前、同誌５９
０号（明２０．４．３）広告で刊行を予告したが５９１号（明２
０．４．８、２８頁）の記事中で「前号証拠法要論広告ハ取消ス」
となっている。
『法律雑誌』６１２号（明２０．７．２３広告）に拠れば全２刷を
時習社から発売。
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＊ 『民事証拠法要論 上・下巻』著 時習社、明治２０年

毎日新聞(明２０.３.２４、４面)
東京法学校での講義を修正したもの。

「刑法」講義 中央法学会雑誌４３号(明２０.１.５、４１－６０
頁)
中央法学会雑誌４４号(明２０.１.５、６０－８０
頁)
中央法学会雑誌４５号(明２０.１.１５、８１－９
２頁)
中央法学会雑誌４７号(明２０.２.１５、９３－１
０４頁)
中央法学会雑誌４８号(明２０.２.２５、１０５－
１２６頁)
中央法学会雑誌４９号(明２０.３.５、１２７－１
６２頁)
中央法学会雑誌５２号(明２０.４.５、１６３ー１
７８頁)
中央法学会雑誌５３号(明２０.４.１５、１７９－
１９０頁)
中央法学会雑誌５５号(明２０.５.５、２２７－２
４１頁)
中央法学会雑誌５６号(明２０.５.１５、２４３－
２５８頁)
中央法学会雑誌５７号(明２０.５.２５、２５９－
３８０頁)
中央法学会雑誌５８号(明２０.６.５、３８１－３
１２頁)
中央法学会雑誌５９号(明２０.６.１５、３１３－
３３２頁)
中央法学会雑誌６０号(明２０.６.２５、３３３－
３５２頁)
中央法学会雑誌６２号(明２０.７.１５、３５３－
３７６頁)
中央法学会雑誌６３号(明２０.７.２５、３７７－
３８６頁)
中央法学会雑誌６４号(明２０.８.５、３８７－４
０６頁)
中央法学会雑誌６５号(明２０.８.１５、４０７－
４３４頁)
中央法学会雑誌６６号(明２０.８.２５、４３５－
４５０頁)
中央法学会雑誌６７号(明２０.９.５、４５１－４
７０頁)
中央法学会雑誌６８号(明２０.９.１５、４７１－
４９０頁)
中央法学会雑誌７０号(明２０.１０.５、４９１－
５０２頁)

＊＊ 明治１９年の続き。
明治２１年に続く。
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中央法学会雑誌７１号(明２０.１０.１５、５０３
－５２８頁)
中央法学会雑誌７２号(明２０.１０.２５、５２
９ー５４０頁)
中央法学会雑誌７４号(明２０.１１.１５、５４１
－５５６頁)
中央法学会雑誌７７号(明２０.１２.１５、５５７
－５７６頁)
中央法学会雑誌７８号(明２０.１２.２５、５７７
－５８８頁)

＊＊ 「窃盗罪ノ本義ヲ説ク」論説 法律雑誌５７３号(明２０.１.８、１－６頁)
＊＊ 「編纂法ノ利害ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５７４号(明２０.１.１３、１－５頁) 1月9日の東京法律経済学術演説討論会での演説筆記。
＊＊ 「民事問題并ニ答」問答 法律雑誌５７４号(明２０.１.１３、５－１０頁) 発題者・神田銀次に対する答弁。
＊＊ 「賃貸ニ付テノ問并ニ答」問答、呑月酔人 法律雑誌５７４号(明２０.１.１３、１０ー１２頁) 発題者・山陽仙史に対する答弁。
＊＊ 「賃貸契約ノ性質ヲ論ス」 東京法学校雑誌１号(明２０.１.２０) 東京法学校懇談会演説筆記。
＊＊ 「売買ノ予約ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５７７号(明２０.１.２８、１ー６頁)

法律雑誌５７９号(明２０.２.８、１ー７頁)

＊＊ 「刑事問題并ニ意見」問答 法律雑誌５７８号(明２０.２.３、１２－１６頁) 東京法学校擬律問題の答弁者。
＊＊ 「刑事問題并ニ意見」問答 法律雑誌５７９号(明２０.２.８、７－１４頁) 東京法学校擬律問題の擬律者。
＊＊ 「売買ノ諸変体ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５８０号(明２０.２.１３、１ー６頁)

法律雑誌５８２号(明２０.２.２３、１ー７頁)
法律雑誌５８３号(明２０.２.２８、１ー５頁)
法律雑誌５８５号(明２０.３.８、１ー１２頁)

＊＊ 「証拠法事実問題并ニ答」問答 法律雑誌５８０号(明２０.２.１３、７－１４頁)
＊＊ 「養子ノ事ヲ論ス」論説 法律雑誌５８１号(明２０.２.１８、１－１４頁) ２月１３日の東京法律経済学術演説討論会における演説筆記。

＊＊ 「証券印税規則違犯ニ関スル問并ニ答」問答、呑月酔人 法律雑誌５８２号(明２０.２.２３、１３ー１６頁)
＊＊ 「擬判問題」問答 法律雑誌５８３号(明２０.２.２８、１２－１６頁) 東京法学校科題の擬判者。
＊＊ 「売買スルコトヲ得可カラサル物件ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌５８６号(明２０.３.１３、１ー７頁)

法律雑誌５８７号(明２０.３.１８、１ー７頁)
法律雑誌５８８号(明２０.３.２３、１ー５頁)
法律雑誌５８９号(明２０.３.２８、１ー７頁)
法律雑誌５９０号(明２０.４.３、１ー８頁)

第２章
第３章

＊＊ 「占有権ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌５８７号(明２０.３.１８、１０－１２頁) 答弁者。
＊＊ 「自由ト識別心トノ別ヲ論ス」論説 法律雑誌５８８号(明２０.３.２３、５－１０頁) 富井政章説を引用（７頁）。
＊＊ 「裁定事件ノ威力ニ付テノ問并ニ答」問題 法律雑誌５８８号(明２０.３.２３、１１－１２頁) 答弁者。
＊＊ 「売買ト代物弁済トノ差異ニ付テノ問并ニ答」問題、呑月酔

人
法律雑誌５８８号(明２０.３.２３、１２ー１５頁)

＊＊ 「擬律問題（刑事）」問答 法律雑誌５８７号(明２０.３.２８、７ー１０頁) 東京法学校科題の解答者。
＊＊ 「裁定ノ威力ヲ生ス可キ事件如何」論説 法律雑誌５９１号(明２０.４.８、１ー１１頁)

法律雑誌５９２号(明２０.４.１３、２９ー３４頁)
＊＊ 「家宅侵入ニ付テノ問并ニ答｣問答、豁堂主人 法律雑誌５９１号(明２０.４.８、１３ー１４頁)
＊＊ 「民事交渉問題ニ答フ｣問答、呑月酔人 法律雑誌５９１号(明２０.４.８、１４ー１７頁) 『法律雑誌』５８５号参照。
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＊＊ 「担保論」論説、豁堂主人 法律雑誌５９２号(明２０.４.１３、３４ー３８頁)

法律雑誌５９３号(明２０.４.１８、６２ー６５頁)
法律雑誌５９４号(明２０.４.２３、８５ー９０頁)
法律雑誌５９５号(明２０.５.３、１１３ー１１９
頁)
法律雑誌５９８号(明２０.５.１３、１９７ー２０
２頁)
法律雑誌５９９号(明２０.５.１８、２２５ー２３
１頁)
法律雑誌６００号(明２０.５.２３、２５３ー２５
７頁)
法律雑誌６０１号(明２０.５.２８、２８１ー２８
５頁)
法律雑誌６０２号(明２０.６.３、３１３ー３１８
頁)

法律雑誌６０４号(明２０.６.１３、３６５ー３７
３頁)
法律雑誌６０７号(明２０.６.２８、４４９ー４５
３頁)

＊＊ 「刑事問題ニ答フ」問答 法律雑誌５９３号(明２０.４.１８、６８ー７２頁) 『法律雑誌』５９２号参照。
＊＊ 「法律学試験法ノ私見」論説 法律雑誌５９３号(明２０.４.１８、５７ー６２頁)
＊＊ 「決闘論」論説、呑月酔人 法律雑誌５９４号(明２０.４.２３、９０ー９５頁) 有罪論をとっている。

因みに司法省は明治２６年に、有罪とする法律草案を起こす（『法
律雑誌』９２３号、明２６．９．２５、６０４頁）。

＊＊ 「擬律問題并ニ答」問答 法律雑誌５９４号(明２０.４.２３、９７ー１００
頁)

東京法学校科題の解答者。

＊＊ 「盗罪ト受寄財物費トノ差異ヲ説ク」論説 法律雑誌５９６号(明２０.５.３、１４１ー１４５
頁)

4月２７日から実施された代言人試験第一号問題に対する模範解
答。

＊＊ 「契約法問題并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌５９６号(明２０.５.３、１５１ー1５２
頁)

代言人試験第九号に対する解答。

＊＊ 「財産法問題ニ并ニ答」問答 法律雑誌５９８号(明２０.５.１３、２０２ー２０
８頁)

代言人試験第九号・第十号問題に対する模範解答。

＊＊ 「擬律問題并ニ答」問答 法律雑誌６００号(明２０.５.２３、２５７ー２６
７頁)

東京法学校科題の解答者。

＊＊ 「刑法第三百十四条及ヒ第三百十五条ヲ解ク」論説 法律雑誌６０２号(明２０.６.３、３０９ー３１３
頁)
法律雑誌６０３号(明２０.６.８、３３７ー３４５
頁)
法律雑誌６０５号(明２０.６.１８、３９３ー４２
４頁)

＊＊ 「刑法第二百七十四条ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌６０３号(明２０.６.８、３３７ー３４５
頁)

解答者。質問者は山陽逸人。

＊＊ 「確定裁判ノ原理ヲ摘要シ得可キヤ否ヤノ問ニ答フ」問答、
呑月酔人

法律雑誌６０４号(明２０.６.１３、３７８ー３７
９頁)

『法律雑誌』６００号参照。

＊＊ 「裁判官事実認定ノ権ヲ論ス」論説 法律雑誌６０６号(明２０.６.２３、４２１ー４２
９頁)

＊＊ 「商社法編纂ノ必要ヲ論ス」論説、呑月酔人 法律雑誌６０７号(明２０.６.２８、４５３ー４５
６頁)

東京法学校科題（民事）、解答者。
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＊＊ 「擬判問題并ニ答」問答 法律雑誌６０７号(明２０.６.２８、４６０ー４６

５頁)
東京法学校科題（民事）、解答者。

＊＊ 「債主権ノ譲渡ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌６０８号(明２０.７.３、４７７ー４８５
頁)

問答解答。質問者は墨堤逸人。

＊＊ 「刑法第百条及ヒ第百一条ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌６０８号(明２０.７.３、４８５ー４８７
頁)

問答解答。質問者は墨堤逸人。

＊＊ 「殴打創傷ニ付テノ問ニ答フ」問答、呑月酔人 法律雑誌６０８号(明２０.７.３、４８７ー４８９
頁)

『法律雑誌』６０４号参照。

＊＊ 「監禁罪ニ付テノ問ニ答フ」問答、呑月酔人 法律雑誌６０９号(明２０.７.８、５１３ー５１７
頁)

『法律雑誌』６０４号参照。

＊＊ 「使用収益権ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌６１０号(明２０.７.１３、５４８ー５４
９頁)

問答解答。『法律雑誌』６０６号参照。

＊＊ 「貨幣偽造者ノ補助ヲ為ス者ニ付テノ問ニ答フ」問答、呑月 法律雑誌６１０号(明２０.７.１３、５４９ー５５ 『法律雑誌』６０６号参照。
＊＊ 「毒殺罪ヲ論ス」論説 法律雑誌６１１号(明２０.７.１８、５６１ー５６

６頁)
法律雑誌６１３号(明２０.７.２８、６１７ー６２
２頁)
法律雑誌６１４号(明２０.８.３、６４５ー６５１
頁)

＊＊ 「買主代価ヲ弁済スルノ義務ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌６１２号(明２０.７.２３、５８９ー５９
８頁)

＊＊ 「偽造貨幣ナルヤ否ヤノ問并ニ答」問答 法律雑誌６１３号(明２０.７.２８、６２７ー６２
９頁)

問答解答。質問者は小川一三（小川三千三か）。

＊＊ 「損害賠償ノ責任何レニ在ルヤノ問并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌６１４号(明２０.８.３、６５８ー６６０
頁)

問答解答。質問者は墨堤逸人。

＊＊ 「耗盡物資借ニ付テノ問并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌６１５号(明２０.８.８、６８３ー６８６
頁)

問答解答。質問者は無知生。

＊＊ 「民事問題并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌６１６号(明２０.８.１３、７１１ー７１
５頁)

問答解答。質問者は東洋生。

＊＊ 「法律編纂ノ方法ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌６１９号(明２０.８.２８、７８５ー７９
０頁)
法律雑誌６２０号(明２０.９.３、８１３ー８１９
頁)
法律雑誌６２１号(明２０.９.８、１ー９頁)

ボアソナード起草の治罪法・刑法の編纂法を冒頭で説明する。
１０年以上前にはまず民法の研究に重きがおかれていたが明治１３
年の治罪法･刑法の施行を期に学問上の思想が民法を度外視するよ
うになった。『法律雑誌』の質問も民事は刑事の１０分の１に過ぎ
ないと嘆く。
また、『法律雑誌』５７２号（明１９．１２．２８）に無記名の
「齢晩書懐」と題する論説が掲載されている。近年法律を学ぶもの
が多く益々盛んになっている。いわゆる生活手段として法官・代言
人となるために法律学生を養成するためとなっている。法律の深奥
を究めそれをもって国会の代議士として天下に益せんと志を抱くも
のはまれだ。この年の終りに、何のための法律学なのか喚起すると
言う。

＊＊ 「民事問題并ニ答」問答、呑月酔人 法律雑誌６１９号(明２０.８.２８、７９８ー８０
１頁)

問答解答。質問者は烏有散人。

＊＊ 「損害賠償トハ何ソヤ」論説、呑月酔人 法律雑誌６２２号(明２０.９.１３、２９ー３３頁)
＊＊ 「損害ノ負担者何レニ在ル乎ノ問并ニ答」 法律雑誌６２２号(明２０.９.１３、４１ー４５頁) 問答解答。質問者は逍遥散人。
＊＊ 「観劇有感」論説、呑月酔人 法律雑誌６２３号(明２０.９.１８、５７ー６４頁)
＊＊ 「刑事問題并ニ答」問答、豁堂主人 法律雑誌６２３号(明２０.９.１８、６６ー７０頁) 問答解答。質問者は山内晋文。
＊＊ 「刑法」講義 法律講義録１年生課程３０号(明２０.１０.３０、

３０１－３１２頁)
同講義録は、横浜法律学校が発行所となっており、持主兼編集人は
遠藤博愛、印刷人は大石錘次郎。
同講義録の薩埵の連載がいつから開始されたかは不明。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊＊ 横山寛平, 高橋藤之丞著『日本公証人規則義解』校閲 松盛堂, 明２０年１月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解・公証人規則義解』校閲 松盛堂, 明２０年１月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解』校閲 高木和助, 明２０年１月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解・公証人規則義解』校閲 能勢土岐太郎他, 明２０年２月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解・公証人規則義解』校閲 松成伊三郎, 明２０年２月
＊＊＊ 横山寛平, 高橋藤之丞著『日本公証人規則義解』校閲 高木和助, 明２０年３月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解・公証人規則義解』校閲 高木和助, 明２０年３月
＊＊＊ 横山寛平他著『日本登記法義解・公証人規則義解』校閲 梶尾勘助, 明２０年３月

明治２１（１８８８）３２歳
２１ １ ８ 日 ●東京法学校始業、同日入学試験実施。 毎日新聞(明２１.１.６、４面)

２１ １ ２０ 金 ●『東京法学校雑誌』創刊。 東京法学校雑誌１号(明２１.１.２０)
毎日新聞(明２１.１.２０、１面)

発行所は東京法学校校友会雑誌部、発行人兼印刷人は吉原三郎、編
集人は上林敬次郎。
同誌は１８号（明治２２．６．２０）まで発行された。同誌は、
「創立委員」が数回の協議を経て発刊となった。「創立委員」は薩
埵・飯田宏作・吉原三郎が選出されている。

２１ １ ２７ 金 ●法科大学英法科の１･２年級過程の仏民法を廃止の件が紙
上で報道される。

読売新聞(明２１.１.２７、２面) 更に１年級では日本刑法・英国刑法、２年級の私犯法を１年級へ組
替、１年級の理財学を廃止、３年級の国際法を随意聴講と改正し
た。

２１ １ 東京法学校第１回法律講談会開催され、薩埵が開催の趣旨を
述べる。

東京法学校雑誌１号(明２１.１.２０) 前掲『法政大学百年史』８６－８７頁に、薩埵が述べた概要が記載
されている。

２１ １ この頃、東京法学校において「初年科」法学痛論・刑法、
「二年科」売買法交換法を担当する。

東京法学校雑誌１号(明２１.１.２０)

２１ １ 東京仏学校に宛、貸与校舎の「家屋税」負担依頼の文書を出
す。

法政大学史資料編纂委員会編『法政大学史資料集
２６集』法政大学、２００６年２月２８日

学校用家屋税はこれまで免除されていたが「今般区部会ニ於テ」課
税することになったため、その分を賃貸料に加算する件の申し入れ
書。
この件に関して、仏学校側は古市公威・佐野安麿連名で東京法学校
宛に、課税の件は承知した、しかし詳細については理事委員会で協
議したいとの通知をしている。
実際は課税の分は、賃貸料に加えられたようだ。仏学会の賃貸料は
明治１９年１０月-同２０年１０月の収支表では２６１円６５銭、
それが明治２０年１１月ー同２１年１０月期収支表では３８１円２
５銭で約４６％の値上げが行われている。明らかに税額分の負担を
仏学会が了承した結果であろう。
同様に、東京法学校自体も税額負担分が経費として生じたことにな
る。

２１ １ ●専修学校講義録（「法律学・経済学講義筆記」）を発
刊

前掲『専修大学１０５年』 学年別に毎週１回発行。明治２４年６月廃刊。

２１ ２ ８ 水 ●時習社の移転、中央法学会の開業を広告する。 毎日新聞(明２１.２.８、４面) 移転先は、神田錦町１ー１２。時習社の移転に伴い中央法学会も移
転することとなったようだ。同会の移転は２月１０日頃としている
（『中央法学会雑誌』８１号、明２１．１．１５広告）

２１ ２ １４ 火 日本同盟法学会「法学講義録」第１集刊行され講師と紹介さ
れる。

法学講義録 １集(明２１.２.１４、奥付) 薩埵肩書きは「東京法学校講師」。
発行は、佐藤庄太が主宰する、日本同盟法学会で「京都及ヒ近府県
ノ警察員及ヒ監獄員ヲ以テ会員」とする通信制講義会である。同講
義録第５集には山崎恵純による会員向けのプレゼンテーションが
「紙上演説」として掲載されている。

２１ ２ １８ 土 書籍店を開く。知人を若干招待し、その祝宴会を柳橋で行
う。

毎日新聞(明２１.２.２１、１面)
前掲『知識進歩立志之友』

所在地は、転社した時習社と同じ錦町１ー１２。
大いに法律政治の書を出版するとある。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
２１ ２ ２８ 火 ●中央法学会再試験を実施する。 中央法学会雑誌８６号(明２１.３.１５、記事１－

４頁)
中央法学会雑誌８７号(明２１.３.２５、記事１－
４頁)
中央法学会雑誌８９号(明２１.４.１５、記事３－
４頁)

再試験および及第者は「第一期」は７名、「第二期」は１８名。こ
の中には和仏法律学校明治２３年卒業神尾重明（秋田県出身）・同
２４年卒業栗原漿三郎（群馬県出身）らがいる。

２１ ３ １１ 日 午後１時より一ツ橋外帝国大学講義室における、五大法律学
校連合討論会第１回開催され参加する。

『五大法律学校連合討論会筆記一回二回』博文社、
明２１.７、１８７頁
東京法学校雑誌３号(明２１.３.２５、４９－５０
頁)

各校生徒・校友千五・六百名が参加。
薩埵は、飯田宏作らとともに討論の議長を務めるとともに論者とし
ても発言した。

２１ ５ ２１ 月 ●五大法律学校連合討論会第２回開催。 前掲『早稲田大学百年史 一巻』
２１ ５ ５ 土 ●特別認可学校規則公布。 特別認可学校の資格・無試験の特典獲得のため、専修学校・東京法

学院・明治法律学校・東京専門学校・東京法学校（合併後和仏法律
学校）は「連合法律学校会」を結成し、各校当番でその議事の任に
あった（前掲『早稲田大学百年史 第一巻』８９７頁）。
また、同規則第１３条まであり、文部省への報告など詳細に定めら
れている。入学者の資格・学校規則・学事関係のみならず、同１２
条には教員の履歴書の提出も求められていた。

２１ ６ ●東京法学社、麹町区飯田町６丁目２５番地に移転する。 法律応用雑誌９７号(明治２１.６.９)

２１ ６ ２７ 水 ●五大法律学校、特別認可学校の特典を２･３年の在学生に
も摘要の請願書を文部大臣に提出。

前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 連合五法律学校第１回会議で決議された（明治大学百年史編纂委員
会編『明治大学百年史 第一巻 史料編Ⅰ』学校法人明治大学、昭
和６１年３月３１日、２５９ー２６１頁、原典は早稲田大学図書館
所蔵「連合五法律学校要録」明治２１年）。
第１回会議 明治２１年５月１６日 万代軒
第２回会議 明治２１年１０月 万代軒

明治法律学校
認可の入学規則に適応する時は入学資格があるとする。

第３回会議 明治２２年６月１０日 上野松源楼
英吉利法律学校
文部省論達の趣旨により連合して請願する。

第４回会議 明治２２年１２月２５日 上野八百喜楼
東京専門学校
代言試験受験者を五法律学校生徒得業生に制限すること
を司法大臣に請願の決議。

臨時会議 明治２３年３月１２日
東京法学院
第４回会議の決議の請願を見合わせる決議。

第５回会議 明治２３年３月２９日 上野松源楼
専修学校

第６回会議 明治２３年１１月５日 上野松源楼
和仏法律学校
１学年中特別認可入学試験執行を３回、入学試験の立会
を文部省へ請願他。

第７回会議 明治２４年４月２５日 上野松源楼
明治法律学校

第８回会議 明治２５年４月１６日 上野松源楼
東京法学院
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２１ ７ ２０ 金 創刊された『研法雑誌』の特別寄書家となる。 研法雑誌２号(明２１.７.２１記事) 同誌は千葉郡千葉町１１１３の研法社が発行し、編集者は明治法律

学校校友時田治郎蔵。寄書家としては薩埵の他、岸本辰雄・宮城浩
蔵・矢代操・磯部四郎と明治法律学校関係者がほとんどである。社
員として東京法学校特選校友の小林伊作・宇佐美祐申（同誌第１号
明２１．７．２０）、社友として信岡雄四郎（同誌第１７・１８
号）の名が見られる。

２１ ８ １０ 金 ●特別認可学校として東京仏学校、学則認可される。 東京朝日新聞(明２１.８.１０、２面)

２１ ８ ２６ 日 栃木県安蘚郡で開催の学術演説会に出席する。 毎日新聞(明２１.８.２３、２面)
２１ ９ １２ 水 ●特別認可学校として東京法学校、学則認可される。 東京朝日新聞(明２１.９.１３、２面)

東京朝日新聞(明２１.９.１３、４面)
認可時の校長は河津祐之。校長就任時の挨拶の演説が東京法学校雑
誌第８号（明２１．８．２０、１－４頁）に掲載されている。１つ
に「我日本国ノ幸福ヲ図ル」、２つ目に「吾帝国ノ独立ヲ講ル」と
法学を志す学生への心構えを講じている。他、河津は同校講談会で
も「刑事証拠ノ自白ニ必要ナル条件ヲ論ス」（東京法学校雑誌第１
１号：明２１．１１．２０、１－９頁・同誌第１２号：明２１．１
２．２０、１－１０頁）など演説を行っている。

２１ ９ １５ 土 ●中央法学会「第三期」試験挙行される。 中央法学会雑誌９５号(明２１.６.１５、記事４頁) 試験科目は治罪法・訴訟法・売買法・賃貸法・民事会社法・賃借
法・行政法の７科目とある。また、治罪法は同会より出版予定とし
ている。

２１ ９ １６ 日 ●東京法学校授業開始。 毎日新聞(明２１.９.１３、４面)
東京法学校雑誌９号(明２１.９.２０、３４－３５
頁)

特別認可された東京法学校の広告中で「校外生をおく」ことを明記
する。
薩埵の担当科目は、「第１年級」法学痛論、「第２年級」契約法、
「第３年級」では「付託偶成代理保証和解」を飯田宏作と共同担
当。
前年、薩埵が担当していた「売買法」は、富井政章の担当となって
いる。

２１ ９ ２７ 木 第二期中央法学会会員募集広告を出す（同会会主薩埵正
邦）。

毎日新聞(明２１.９.２７、４面) 第１期は、第１１４号（明治２２年１月）をもって完結した（『法
律雑誌』７１８号、明２２年１月２３日）。
第２期が完結されたかどうかは不明である。ただ、『出版月評』２
１号（明２２年６月２５日）には「第二期中央法学会講義録第一年
級第二号」・同「第二年級第二号」、『出版月評』２２号（明２２
年７月２５日）には同「第三年級第一号」・同「第一年級第三
号」・同「第二年級第三号」、『出版月評』２３号（明２２年８月
２５日）には、同「第二年級第四号」が紹介されている。いずれも
発行人は薩埵正邦、編集は山田東次となっている。

２１ ９ ３０ 日 千葉県野田町の西光院における第３回市町村制講義会で講演
する。終了後、尾張屋での懇親会に出席し一席述べる。
帰路、醤油製造場（亀甲万・木白）、開鑿事業（利根運河会
社）、味醂製造場（天晴）を巡察する。

毎日新聞(明２１.１０.３、２面) 薩埵は同会の発起人の一人。肩書きは「東京法学校主」。他の講演
者は高木守三郎・波多野伝四郎。

２１ ９ ３０ 日 ●五大法律学校連合討論会第３回開催。 前掲『早稲田大学百年史 一巻』
東京法学校雑誌１０号(明２１.１０.２０、３３頁)
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
２１ ９ 私立東京法学校主幹は辞すが、専ら教授の任にあたる。 「自筆の履歴書」明治２３年８月 薩埵は、後述する文部省令第３号施行後の認可に合わせるが如く、

「主幹」の職を辞していることになる。
なお、東京法学校が同規則により認可されたのは、法律学校中最も
遅い９月１２日であった。認可のためには、「原書科」設置が必要
であり、明治法律学校・東京法学校は、それが遅れているためとの
報道もされている（『東京朝日新聞』明２１年７月２２日､３
面）。

２１ １０ ４ 木 午後４時、神田明神境内・開花楼における自身の奥羽漫遊の
ための送別会に出席する。

東京法学校雑誌１０号(明２１.１０.２０、３４頁) 東京法学校校長河津祐之（明治２１年６月就任）をはじめ講師・校
友が出席し、宴は午後９時半まで続いた。奥羽漫遊出発に際しての
送別会ではあるが、事実上、薩埵と東京法学校決別の宴となったの
ではないだろうか。事実、河津を校長に迎え、自らは講師の立場と
なったため卒業式への出席は遠慮したのかもしれない。しかし、３
年の長きに渡り指導した教え子の卒業式を避けるかのような旅程と
した薩埵の心中は察すべきものがある。

２１ １０ ６ 土 午前６時３０分上野より、奥羽漫遊に旅立つ。
午後１２時２０分白川着。

毎日新聞(明２１.１０.５、２面)
東京法学校雑誌１０号(明２１.１０.２０、３４頁)

この旅は、有志の招聘を受けたこともあり、法律思想を喚起するを
目的としたいう。当初は北越も計画に入れていたようである。

２１ １０ ７ 日 検察官某・代言人某より当地の犯罪事情を取材する。
代言人伊藤庄蔵・湊今朝次郎、判事川島・乾らによる親睦会
に出席する。
午後１２時２５（２３）分白河発の列車で福島に向かう。
午後３時４８分昨日来の風雨の中、福島に到着到着する。

毎日新聞(明２１.１０.１０、１面) この地では、犯罪は窃盗詐欺の中でも食い逃げの類が多い。民事で
は要印紙添付となってから訴訟が減った。また「地方の疲弊は甚し
く地所は之れを抵当にして負債を為す者多く地所売買相場は一反歩
二円」なり、白川周辺では黍やとうもろこしが常食となっているこ
とを通信している。
当地の南湖の公園を見たいと思っていたが、風雨甚だしいので諦め
たとも記している。

２１ １０ ７ 日 ●東京法学校校外生入学試験実施。 毎日新聞(明２１.９.２６、４面)
２１ １０ ８ 月 福島の文字摺観音を見物、帰路福島新聞社を訪問する。同社

の主筆菅原道明に面会し、県下の状況を聞く。
地元の名士佐野理八に面会し、経済状況を聞く。
夕刻、北裏町の割烹店にて、代言人主催の親睦会に出席す
る。

毎日新聞(明２１.１０.１６、３面) 菅原は、市町村制施行後関心を持つのは伊達などで他は関心がない
と言う。

２１ １０ ９ 火 午前９時福島発の列車で桑折に行き所用を済ます。
午前１１時５３分桑折を出発、仙台を目指すが、一昨日の風
雨による線路被害復旧工事のため岩沼で下車し、人力車で仙
台国分町在の安藤利兵衛方に午後４時到着する。

毎日新聞(明２１.１０.１６、３面)

２１ １０ １０ 水 仙台を出発する。
「奥羽漫遊日記」が毎日新聞に掲載される。

毎日新聞(明２１.１０.１６、３面)
毎日新聞(明２１.１０.１０、１面)

因みに薩埵のエッセイが掲載された『毎日新聞』は、この年、東京
法学校を卒業した信岡雄四郎の勤務先となる。

２１ １０ ２０ 土 ●東京法学校特別認可生入学試験実施。 毎日新聞(明２１.９.２６、４面)
２１ １１ ３ 土 ●飛鳥山において東京法学校で例年通り運動会開催され

る。
読売新聞(明２１.１１.１、２面)
東京法学校雑誌１１号(明２１.１１.２０、３５頁)

河津校長をはじめ教師生徒約四百名参加。競技は競争・二人三足
飛・高飛・相撲・旗奪・福引道化等で、優勝者には懐中時計・書
籍・毛布などが賞品として用意されたという。

２１ １１ ５ 月 ●東京法学校第四回卒業証書授与式。 毎日新聞(明２１.１１.３、３面)
東京法学校雑誌１１号(明２１.１１.２０、２８－
３２頁)

午後４時から同校講義室で挙行された。
校長は河津祐之、総代は信岡雄四郎。

２１ １１ １５ 木 奥羽漫遊より帰る。 毎日新聞(明２１.１１.１８、３面) 薩埵を紹介する記事は「時習社主」と記載する。

２１ １１ ２５ 日 ●第四回５大法律学校連合討論会。 毎日新聞(明２１.１１.２７、１面)
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２１ １１ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会員姓名録』仏学会、明治２１年１１月(日
仏会館所蔵)

薩埵の住所は、神田錦町１ー１２。
この年は、名誉会員は１２名、創立会員は１２２名、通常会員は１
３３名、終身会員は５名、准会員２０名、会員総計は２９２名と
なっている。

２１ １１ 毎日新聞(明２１.１１.６、４面)
毎日新聞(明２１.１１.２５、４面)
毎日新聞(明２１.１１.２７)
毎日新聞(明２１.１１.２８)
毎日新聞(明２１.１２.１)
『私立法学予備校規則』明２１.１１(三版改正、私
製復刻版)

認可学校受験のための普通学を教える。
１１月２６日に入学試験を実施し、１２月１日より授業を開始する
という。
同校は特別認可学校受験生その他に普通学を教授するために北神保
町８番地に設立された。校長は明治法律学校卒業生平松福三郎、他
評議員には岸本辰雄・宮城浩蔵・相馬永胤・高橋捨六・山田喜之
助・松野貞一郎・河津祐之・高田早苗・宇川盛三郎で五大法律学校
の首脳陣が名を連ねている。同校に関する解題として内山宏『専修
学校の誕生と明治二四年の行政改革』（専修大学大学史資料室、平
成１３年３月２４日）がある。
明治２１年５月、文部省令第３号の特別認可学校規則が制定されそ
の第３条にある、年齢満１７歳以上で尋常中学校卒業証書を有する
者、もしくは国語漢文外国語地理歴史数学の各科につき尋常中学校
と同等の試験を受け及第した者と言う条件がつけられたことに対処
せざるを得なかったと思われる。
この予備校の後身を伝える記事が明治２２年２月２２日付『読売新
聞』に見られる。認可生・専門学を学ぶもの千４百名。別に校外生
のための講法会を設け会員は６千人、などと明治法律学校の隆盛を
伝える。それとともに昨冬より明治法律学校校内に予備校を設け普
通学を教授するとある。時期的にも上記五大法律学校の連合で設立
された予備校と思われる。如何なる事情があったのかは不明である
が、連合経営はできず明治法律学校独自運営となったものと思われ
る。
いずれにせよ政府の学校規則改正に即した経営での生き残りをかけ
た策定がなされなければならなかった。東京法学校・東京仏学校の
合併に関しても、この二校に明治法律学校をも含めた大合併構想も
あったとも伝えられ、何らかの理由により実現には至らなかったと
言う。この何らかの理由に「普通学」の学校も関わっているのでは
ないだろうか。
英吉利法律学校は明治２１年１１月２１日に付属の予備校（英語
科）の設置申請を東京府に提出している（前掲『中央大学百年
史』）。
明治２３年になると、熊本法律学校の定期試験及第証書を得たもの
は明治法律学校・和仏法律学校・日本法律学校の同学年に編入でき
るという協定もなされた（『読売新聞』明２３．８．６、２面）。
熊本法律学校は、有吉立愛らが旧藩主・同地の名望家賛同により維
持資金を得て、一時は３５０名程の学生を擁した。後、同地の学校
と合併した。現在は九州学院としてその系譜を存続している。な
お、法律学校時代はとりわけ明治法律学校の卒業生がその経営の任
に当たっていたようだ。

私立法学予備校評議員として名を連ねる。
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そして、「第三回総集会報告」では「東京仏学校東京法学校合併ニ
付両校関契約ノ事」が決定されている。その第５条「佛学会ノ財産
ニシテ現ニ東京仏学校ノ用ニ供シタルモノト東京法学校ノ財産ハ予
メ評価ヲ為シタル後合併シ」、仏学会と旧東京法学校校務員が共有
し新設学校の理事の管理とする。新設学校を廃止する場合は共有者
に返還するとしている。この「予め評価」するのため、年も押し詰
まったこの日に契約する必要が生じたのか、別の理由があったのか
現時点では断定することはできない。

２１ １２ ２８ 金 「生儀病中ニ付歳末及年始之礼ヲ欠ク」を新聞広告に載せ
る。

毎日新聞(明２１.１２.２８、４面)

＊ 『明治廿一年代言試験問答』立案 時習社(「法律雑誌」８０１号、明２３.３.２３、
広告)

「建物売渡之証」には、以下の２物件で次のように記されている。
「一 瓦葺煉化造平屋建一ヶ所

間口十八間奥行八間此坪百四十四坪
一 瓦葺平屋建厠一ヶ所

間口二間半奥行三尺此坪一坪二合五勺」。
この物件を２、２００円で売り渡した。この家屋には故障などは一
切ないが万が一あった場合は、売り主薩埵と保証人平山成信が保障
する旨の記載も付されている。つまり瑕疵担保責任も含めた契約と
なっている。
東京理科大学側の資料では、東京物理学校は明治１９年１１月にこ
の小川町旧勧工場の校舎に移転してきた。この校舎の半分を印刷所
が使用し、その半分を昼は東京仏学校、夜を当時の東京物理学校が
使用していた。しかし使用に関してトラブルがあったと言う。
そこに、「持ち主が建物を手放したいと言ってきた。仏文会は二〇
〇〇円以上では手が出ないと言っている。うちの学校で何とか入手
できないものか」（同会は明治１９年１２月仏学会に合併してお
り、この時点では存続団体は仏学会と思われる）と東京物理学校に
この建物売買の話しが持ち掛けられた。
明治１９年１０月ー同２０年１０月の「仏学会経費収入支出表」に
拠れば、仏学会は年額約１２３円の賃貸料で物理学校に貸与してい
る。支出表では、東京法学校への賃貸料の支出は年額約２６１円。
明治２０年１１月ー同２１年１０月の「仏学会経費収入支出表」に
拠れば、仏学会は年額約１８１円の賃貸料で物理学校に貸与してい
る。支出表では、東京法学校への賃貸料の支出は年額約３８１円。
東京法学校主幹の薩埵が売買するにあたって、書面上は「東京法学
校 薩埵正邦」ではなく薩埵正邦として売買し、平山が保証人とし
て付されている。東京法学校として売却をするのであれば、校長で
ある河津で行われるべきであろう。この時点では東京仏学校も東京
法学校も合併に関しての内諾があり、合併への準備のための売買で
あることは明らかである。因みに平山は仏学会（第二回総集会報
告、明治２０年１１月から同２１年１０月）の会計検査員であっ
た。両校が対等合併に至るにはさまざまな調整をする必要があった
といえる。

２１ １２ 火 神田区小川町１番地４の部の校舎建物売渡契約を２､２００円
で東京物理学校と結ぶ。

「小川町校舎買入証」(東京理科大学所蔵)
『東京理科大学百年史』東京理科大学、昭和５６年

６月１４日、４９頁
馬場練成著『物理学校 近代史のなかの理科学生』

中央公論新社、２００６年３月１０日
前掲『法政大学大学史資料集 ２６集』

１１
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＊＊ 「刑法」講義 中央法学会雑誌７９号(明２１.１.５、５８９－６

００頁)
中央法学会雑誌８０号(明２１.１.１５、６０１－
６２０頁)
中央法学会雑誌８２号(明２１.２.５、６２１－６
３６頁)
中央法学会雑誌８３号(明２１.２.１５、６３７－
６４８頁)
中央法学会雑誌８９号(明２１.４.１５、６４９－
６６４頁)
中央法学会雑誌９２号(明２１.５.１５、６６５－
６７２頁)
中央法学会雑誌９４号(明２１.６.５、６７３－６
８０頁)

明治２０年の続き。
薩埵の「刑法」掲載が「両三回」なかったのは、同「氏止ヲ得サル
事故有之執筆ノ暇」がなかった、次回からは引き続き掲載予定との
「注意」文が掲載される（『中央法学会雑誌』８８号、明２１．
４．５）。
同誌は第９６号までしか原本確認をしていないため、その後の掲載
については不明である。
なお、『日本刑法講義』が時習社より明治２１年１月に刊行されて
いる。

＊＊ 「賃貸契約ノ性質ヲ論ス」 東京法学校雑誌１号(明２１.１.２０、１－１２頁) 東京法学校講談会演説の筆記。

＊＊ 「行政法」 中央法学会雑誌８５号(明２１.３.５、１－２７頁)
中央法学会雑誌８７号(明２１.３.２５、２９－５
４頁)
中央法学会雑誌９０号(明２１.４.２５、５５－６
４頁)
中央法学会雑誌９１号(明２１.５.５、６５－８８
頁)
中央法学会雑誌９２号(明２１.５.２５、８９－１
００頁)
中央法学会雑誌９５号(明２１.６.１５、１０１－
１２０頁)
中央法学会雑誌９６号(明２１.６.２５、１２１－
１４４頁)

６４頁を以って「第一巻」を終了。
同誌は第９６号までしか原本確認をしていないため、その後の掲載
については不明である。
なお、『各国比較行政法講義』が中央法学会より明治２２年頃刊行
されている。

＊＊ 「（仏国民法）売買法」講義 法学講義録 ４集(明２１.３.１５、１－２０頁)
法学講義録 ５集(明２１.３.３０、１５－２４頁)
法学講義録 ６集(明２１.４.１５、２５－４０頁)
法学講義録 ９集(明２１.４.３０、４１－５６頁)
法学講義録 １１集(明２１.６.２８、５７－７６
頁)
法学講義録 １３集(明２１.７.３０、７７－９２
頁)
法学講義録 １６集(明２１.９.１６、９３－１２
２頁)
法学講義録 ２３集(明２１.１２.３０、１３４－
１５２頁)
法学講義録 ２５集(明２２.２.１５、１５３－１
６８頁)

明治２２年へ続く。
後に、合本されたものが『仏国民法賣買法交換法講義 完』として
同会より刊行されている。
かつて薩埵は、ボアソナ－ドが講義し堀田正忠が通訳したものを筆
記してる。明治１６年『仏国民法売買篇講義』として博聞社から刊
行されいる。

＊＊ 「（五大法律学校連合討論会）第十一席 発議」討論 東京法学校雑誌４号(明２１.４.２０、４３－４６
頁)

問題は「人ヲ謀殺セントシ既ニ其事ニ着手スト雖モ自ラ其所為ヲ中
止シ遂ケサル者ノ処分如何」、同会委員吉田初三（東京法学校校
友）が発題者（東京法学校雑誌第３号）。
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＊＊ 「（五大法律学校連合討論会）第一席 発議」討論 東京法学校雑誌５号(明２１.５.２０、２３－３０

頁)
問題は「甲者他人ヨリ盗取シタル木材ヲ以テ其掠奪シタル乙所有ノ
地上ニ家屋ヲ建築シタリ此場合ニ於テ其家屋ハ没収シ得可キヤ否
ヤ」、薩埵自身が発題者。

＊＊ 「五大法律学校連合大討論会筆記 発論者 第九席」雑報 明法志林６０号(明２１.５.２０) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３３巻』に拠る。

＊＊ 「婚姻ノ年齢ヲ論ス」論説 研法雑誌４号(明２１.９.２０、１－８頁)
＊＊ 「決闘論」論説 法律雑誌６９６号(明２１.９.２８、１頁以下)

法律雑誌６９７号(明２１.１０.３、１頁以下)
本論文は未見。前掲『明治刑法史 下』２１２－２１３頁による。
「松岡対犬養の事件後、最初に発表された法律学者による決闘論で
ある」とし、決闘は法律により裁かれるという薩埵の論文を引用し
つつ、決闘による殺人は普通の場合より軽減するというボアソナー
ドの論に近いと、手塚先生は紹介している。
因みに佐津呑月名で「決闘ニ付テノ問ニ答フ」（『法律雑誌』３４
１号）、呑月酔人名で「決闘論」（同誌５９４号）もある。

＊＊ 「放火罪ヲ論ス」論説 法律雑誌６９８号(明２１.１０.８、１頁以下)
法律雑誌６９９号(明２１.１０.１３、１頁以下)
法律雑誌６７０号(明２１.１０.１８、１頁以下)

現物未見、『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録目
次総覧 第３１巻』（大空社、１９９４年５月２４日）に拠る。

＊＊ 「地方ノ実況ヲ見テ感アリ」論説 法律雑誌７０７号(明２１.１１.２３、１頁以下) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

＊＊ 「奥羽漫遊土産」記事 法律雑誌７０７号(明２１.１１.２３) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

＊＊ 「売主逓奪担保ニ付テノ問」問答 法律雑誌７０９号(明２１.１２.３) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

＊＊ 「東京法学校擬律問題ニ対スル意見」問答 法律雑誌７１１号(明２１.１２.１３) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

＊＊ 「公売物件ノ担保ニ付テノ問并ニ解答」問答 法律雑誌７１２号(明２１.１２.１８)
法律雑誌７１３号(明２１.１２.２３)

現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

＊＊ 「担保訴権ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌７１４号(明２１.１２.２８) 現物未見、前掲『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目
録目次総覧 第３１巻』に拠る。

明治２２（１８８９）３３歳
２２ １ ９ 水 ●東京法学校と東京仏学校の合併につき紙上で報道され

る。
読売新聞(明２２.１.９、１面) 東京仏学校が司法省からの補助金５千円の打ち切りに、将来的維持

について懸念を抱き、また東京法学校は如何なる内情かはわからな
いが、合併すれば教員減など経営的にも双方にとって益がある。両
校は合併を協議中と新聞は伝える。
司法省からの年５,０００円の補助金（外国人教師給与・図書購入
に当てる）は明治２４年帝国議会で削除が決定した（石原三郎「法
政大学の過去及現在」法学志林第１９巻11号）。
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２２ １ １３ 金 ●『法学雑誌』創刊される。 法学雑誌１号(明２２.１.１３) 発行所は麹町区飯田町５－２２の政法学会。編集・発行人は吉田左

一郎、印刷人は上林敬次郎（両者とも東京法学校卒業生）。

２２ １ １９ 土 Ⅰ月１８日の「近火見舞の礼」を時習社社主として紙上広告
をする。

毎日新聞(明２２.１.１９、３面) 東京法学校も同様の広告を同日掲載。

２２ １ ２７ 日 ●アッペール帰仏。 毎日新聞(明２２.１.２６、２面) 東京法学校は、餞別として屏風を送った。

２２ ２ １０ 日 ●時習社、憲法発布と書籍店開業１周年を祝して書籍の割
引販売を実施する。

毎日新聞(明２２.２.１１、付録１面)

２２ ２ １１ 月 ●大日本帝国憲法発布。
２２ ２ １１ 月 ●衆議院議員選挙法公布。
２２ ２ ２３ 土 房州の講義会に出席の件、報道される。 毎日新聞(明２２.２.２３、１面) 市町村制について講義する。
２２ ３ ５ 火 所用のため、京都に行く。 京都日報(明２２.３.５)

毎日新聞(明２２.３.５、２面)
２週間の帰郷を予定する。一方、東京法学校関係者はボアソナード
の送別の宴を催すために奔走している。その日程に偶然一致した帰
郷なのか故意なのか。

２２ ３ ７ 木 ●五大法律学校連合討論会開催。 毎日新聞(明２２.３.７、１面) 日暮里修性院（花見寺）におけるもの。
２２ ３ ２０ 水 ●一時帰国するボアソナードの東京法学校関係者による送

別会開催。
毎日新聞(明２２.３.１５、２面)
毎日新聞(明２２.３.２２、１面)
毎日新聞(明２２.４.１６、付録１面)

発起人は六嘉秀孝・中村義農・守屋此助・信岡雄四郎・壇三郎。当
日通訳を務めたのは森順正。参加者各自の写真をボアソナードは希
望したと言う。当日記念のボアソナードを囲む写真が現在残されて
いる（多胡実旧蔵）。しかし、そこに薩埵の姿は無い。
明治１３年から教頭の任にあったボアソナードにたいして、記念品
を贈るために募金を募っているが、そこにも薩埵の名を見ることは
ない。
しかし、ボアソナードはその送別会で東京法学校関係者に向って、
以下のように述べている。社会に出て、とくに法律に関する事業に
従事し、そこでボアソナードが講義した「法律の原理原則を思い出
さるゝことあらば余の栄何んぞ之れに若かんや」と。なお一言すべ
きは、日本語を解せない自分のために通訳の労をとってくれた飯田
宏作・吉原三郎・森順正に謝すると。

そして、「今日此宴席に在らざる薩埵君の功績なり同君にして尽力
する無かりせば焉んぞ」今日のような東京法学校の隆盛はなかった
だろうと重ねて謝辞を述べている（『東京法律雑誌』１６号、明２
２．４．２０）。

２２ ３ ●私立尾道法律学校開校。 『私立尾道法律学校設立趣意書』明治22年3月(法政
大学現代法研究所所蔵)

東京法学校明治２０年７月卒業の阿部久治郎が講師として関与して
いる。明治２６年頃、阿部は裁判所書記官。

２２ ４ ７ 日 衆議院選挙出馬のためか、しきりと京都で土地を購入との報
道がなされる。

京都日報２０号(明２２.４.７、１面) 薩埵は小川町校舎の購入資金のために後々まで苦しめられたと大学
の歴史は伝えている。
では、衆議院選挙出馬を前提とした土地購入（納税額により選挙権
が得られ、納税額の算定基準は土地に課せられた）の原資は何から
得たものを当てたのであろうか。もっともこの記事は風評に過ぎな
かったのかもしれないが。
衆議院議員選挙施行規則第３条「選挙人及被選挙人ノ納税資格ハ地
租ニ付テハ選挙人名簿調整期日（四月一日）ノ前満一年以上十五円
以上納ムヘキ土地ヲ所有シ之ヲ納メ（以下略）」の条件を満たす行
動だと記事は伝えている。

２２ ４ １４ 日 二男匡生まれる。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』
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２２ ４ ●東京仏学校、神田柳原河岸１９番地へ移転する。 東京日日新聞(明２２.５.５) 薩埵により、勧工場の校舎が売却されたことと、合併にあたって手

当てされた新校舎建築落成までの一時的な移転を余儀なくされたと
思われる。

２２ ４ ２５ 木 ●東京法学校特別認可生入学試験実施。 毎日新聞(明２２.４.１７、４面)
毎日新聞(明２２.４.２０)

２２ ５ ５ 日 ●五法律学校東北七州学生大懇親会開催。 前掲『早稲田大学百年史 一巻』
読売新聞(明２２.５.４、３面)
毎日新聞(明２２.５.７、１面)

日暮里修性院（花見寺）における。菊池法学博士など法学士の講和
が予定されていた。一方では福引・相撲などの余興もおこなわれ
た。

２２ ５ １２ 日 ●五大法律学校連合討論会開催。 毎日新聞(明２２.５.１１、１面)
２２ ５月下旬 ●東京法学校と仏学会・東京仏学校合併の決議。 毎日新聞(明２２.５.２９、３面) 合併決議が報道された。この時点では、まだ存続（新設）学校の名

称が決定されていなかったと思われる。『法律雑誌』７５０号（明
２２．７．３、６７０頁）の記事では「合併ノ約整」い今９月より
「仏蘭西法律学校ノ名称ヲ以テ開校」するため７月４日に理事が招
集され評議を行うとある。『法律雑誌』第７５９号（明２２．８．
１８、６７０頁）の記事では「和仏法学校」の見出しで「両校ハ合
併ノ上仏蘭西法律学校ト称シ盛ンニ斯学ノ振起ヲ謀」っていると伝
えた。いよいよ「和仏法学校」と改称し校舎新築に着手し、文部省
に届けたとある。
両校の合併は協議の途中で「種々の事情ありて自然中止の姿なりし
が今度愈々合併の議纏りたるを以て双方熟議の上従来の組織を一
変」し法律・仏国文学など教育を行うと記している（『東京法学校
雑誌』１８号、明２２．６．２０、４４頁）。

２２ ６ ２ 日 遠州榛原郡川崎町静波における同地の青年協会学術演説会に
出席する。

法律雑誌７４５号(明２２.６.８、５３３－３６４
頁)

演題は「立法者ノ本分ヲ論ス」。

２２ ６ ９ 日 ●英吉利法律学校有志生徒、「法学士会の意見」に関する
学術講演会を開催。

前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 上野広小路上広亭における。
６月１６日の英吉利法律学校講談会では、中橋徳五郎が「英独仏法
律の運命」を講演している。

すでに『読売新聞』明治２２年６月４日付では、以下の報道がなさ
れていた。民法人事篇草案は半ばまでできてはいるが、学士（磯
部・熊野）がフランス法学者なので、日本の事情とかけ離れてい
る。例えば「日本の相続法は長子相続にありしもこの草案は外国の
分派相続法を採用し又結婚離婚の法の如きも大いに日本の習慣に反
きたる」ゆえに内閣諸大臣からは国情にあう古制慣習を酌量した草
案を要望する、とある。

２２ ６ ２５ 火 ●『通俗法学叢誌』創刊される。 通俗法学叢誌１号(明２２.６.２５) 発行・印刷人は井上栄太郎、編集者は小川町東京法学校内寄留の北
村武表（いずれも東京法学校明治１９年卒業生）。

２２ ７ ４ 木 ●新設の和仏法律学校につき東京法学校校員と仏学会の協 前掲『法政大学史資料集 ２６集』８２－８３頁
２２ ７ １３ 土 ●『法律雑誌』の一大改良の広告が掲載される。 毎日新聞(明２２.７.１３、４面) 時習社の所在地は錦町１－２２。
２２ ７ ２１ 日 創刊された『常総雑誌』の特別寄書家となる。 常総雑誌１号(明２２.７.２１、表紙裏) 薩埵の肩書きは創刊時は「東京法学校校長」とあるが、第３号（明

２２．８．２０）では「東京法学校講師」、第８号（明２２．１
０．２０）では「和仏法学校講師」と変っている。
同誌は改進党系の雑誌で、発行人は青木安太郎、編輯人は塚本竹次
郎。
東京法学校関係者としては、守屋此助・信岡雄四郎、小川三千三の
名が特別寄書家として揚げられている。

２２ ８ ●『五大法律学校連合討論会雑誌』４号で廃刊。 毎日新聞(明２２.８.１３、３面)
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２２ ９ １ 日 ●五法律学校校友政談演説会開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』

毎日新聞(明２２.８.３０、１面)
読売新聞(明２２.９.１、２面)

浅草井生村楼で開催。信岡雄四郎（演題「外人任用と憲法第十九
条」）、守屋此助らが参加。

２２ ９ ７ 土 ●五大法律学校連合討論会第７回開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』
２２ ９ ８ 日 東京法学校と東京仏学校合併につき、文部省学則認可し特別

認可和仏法律学校となる。同校で理事員兼講師に任にあた
る。

「自筆の履歴書」明治２３年８月
京都日報(明２２.９.１３、１面)

合併につき文部省の許可あり、校舎地を選定中の記事が掲載された
（『毎日新聞』 明２２．８．１８、２面）。
また、新校舎落成まで本部は旧東京仏学校とする件につき和仏法律
学校名で広告が出された（『毎日新聞』 明２２．９．１２、４
面）。
箕作麟祥（和仏法律学校初代校長）は、明治法律学校講師も引き受
けると東京新報（明治２２.９.１０）には記載されている。

『特別認可私立和仏法学校規則』（発行年不明）では、校長は箕
作、法律科講師は４１名、普通科教員８名、商議委員８名、理事３
２名（講師と理事は兼務が多い）。理事としての薩埵の肩書きは
「法律雑誌持主」となってる。

２２ ９ ９ 月 午前、京都に着く。 京都日報１５２号(明２２.９.８、２面)
京都日報１５３号(明２２.９.１０、２面)

京都訪問の目的は政治上に非ずという。しかし、改進党の応援のた
めの来京であろう。薩埵がきても何等畏れるものではない、という
新聞への投書もある。京都でも改進党は大隈の妥協的条約改正案の
ために形勢不利な状況下におかれ、苦戦を強いられていた。そこへ
論客薩埵を投入したということか。

２２ ９ １７ 火 急用のため夜行列車で東京に戻る。 京都日報１６０号(明２２.９.１８、２面) １０月も京都への訪問を予定する。
２２ ９月頃 発刊計画中の「京都新報」の主筆として薩埵を雇い入れると

いう風評が流れる。
京都日報１５８号(明２２.９.１５)
東雲新聞(明２２.９.１７、３面)
毎日新聞(明２２.９.２５、付録１面)

京都府会議員畑道名、中安信三郎（明治２５年東京法学校特選校
友）・富田半兵衛が発起人となり京都の改進党の機関紙となすため
と伝える。
改進党系新聞は薩埵を主筆に迎え、来月発刊と『毎日新聞』は報道
する。
畑・中安・富田が資金３千円を醵出して本願寺の機関誌印刷機械を
利用する計画をした。しかし、本願寺僧侶中、改進党は御用党であ
り条約改正断行派であるから、それに組するわけには行かずとして
この計画は難航したようだ（東雲新聞明２２．１０．２）。また別
の日には大洲鉄然という人物が発行資金を出すという報道もある。

２２ １０ ５ 土 ●和仏法律学校討論会開催。 毎日新聞(明２２.１０.４、３面)
２２ １０ １０ 木 『東京能弁会雑誌』創刊され、同会協賛員の一人として広告

が掲載される。
毎日新聞(明２２.１０.１０、４面) 同会所在地は本郷区元町２－６６。

演説会も開催しており、明治２５年１０月１９日付『読売新聞』で
は信岡雄四郎の「新聞紙の価値」、磯部四郎の「議会と法典問題」
などの演題が掲載されている。

２２ １０ ２６ 土 ●和仏法律学校、卒業証書授与式。 毎日新聞(明２２.１０.２９、１面) くしくも薩埵が、東京法学校時代に講師として出向いたり講義禄を
執筆した関係法律学校のメンバーが卒業生として多く含まれてい
る。池田光之丞（専修科総代、高崎法学校）、森島弥四郎（横浜法
律学校）、浅井蒼助（佐倉法学校）など。関係法律学校のその後は
必ずしも明確ではない、特別認可監督条例（合併も含め）がその存
続を阻んだといえる。東京法学校卒業生たちが積んだキャリアを生
かしつつ、法律学の普及に力を注いだ薩埵の理想は、ここで潰える
ことになった。

２２ １１ ●時習社、京橋区山下町６番地移転する。 毎日新聞(明２２.１１.８、６面)
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２２ １１ ２１ 木 京都第１選挙区より衆議院議員選挙のため、住居を東京より

移すとの報道がなされる。
京都日報(明２２.１１.２１、１面) 選挙に「争ひ出んとの下心ある同氏は愈々一昨々日家族を纏め東京

より転住したり」と本文中に記す。
しかし、京都での改進党は劣勢だったようである。京都日報（明２
２．１０．２付）は、改進党の大会に京都の連中は１名の参加も無
と伝えている）。

２２ １１ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会員姓名録』仏学会、明治２２年１１月(日
仏会館所蔵)

薩埵の住所は、京橋山下町６。
この年は、名誉会員は１２名、終身会員は５名、創立会員は１２５
名、通常会員は１０９名、会員総計は２５１名となっている。

２２ １２月頃 富田半兵衛の相談を受ける。 京都日報(明２２.１２.１、２面) 富田が日出新聞は嘘を伝える丁稚新聞と発言したことがバッシング
を受けた（本稿明治２２年９月の項参照）。

２２ １２ ２１ 土 ●五法律学校連合討論会開催。 毎日新聞(明２２.１２.２１、３面)
２２ この頃 「憲法新誌」の会員となる。 憲法新雑誌２号(明２２.) 憲法学研究会。

＊ 『明治廿二年代言試験問答』立案 時習社(「法律雑誌」８０１号(明２３.３.２３、広
告)

現物未見。実価２銭、郵税２銭。

＊ 『大日本帝国憲法精義』著 時習社・岡島宝文館、明２２年２月
＊ 『大日本帝国憲法附属法精義』上林敬次郎・吉田左一郎と共

著
時習社, 明２２年３月

＊ 『大日本帝国憲法附属法精義』著 時習社・岡島宝文館、 明２２年３月
＊ 『日本刑法講義』著 時習社, 明２２年１１月 薩埵は自らが起こした中央法学会の機関誌に「日本刑法」講義を明

治１８年の創刊号より連載していた。

＊ 『各国比較行政法講義』述 中央法学会、(明治２２年頃か？) 薩埵は中央法学会の機関誌に「行政法」講義を第８５号（明治２１
年３月）より連載していた。

＊ 『日本民法通解』著 時習社、明２２年
＊＊ 「法律告知ノ方法ヲ論ス」論説 法律雑誌７１６号(明２２.１.１３、７１６－７１
＊＊ 「五大法律学校連合討論会問題ニ対スル意見」論説 法律雑誌７１９号(明２２.１.２８、８０５－８１

０頁)
法律雑誌７２０号(明２２.２.３、８３３－８３８
頁)
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「（仏国民法）売買法」講義 法学講義録２５集(明２２.２.１５、１５３－１６

８頁)
法学講義録２７集(明２２.２.２８、１６９－１８
４頁)
法学講義録２９集(明２２.３.２６、１８５－２０
０頁)
法学講義録３３集(明２２.５.３０、２０１－２１
８頁)
法学講義録３５集(明２２.６.２７、２１９－２３
４頁)
法学講義録３６集(明２２.７.１５、２３５－２５
０頁)
法学講義録３８集(明２２.８.２５、２５１－２８
２頁)
法学講義録４０集(明２２.９.２７、２８３－３０
６頁)
法学講義録４２集(明２２.１０.２９、３０７－３
２２頁)
法学講義録４３集(明２２.１１.１３、３２３－３
２８頁)

明治２１年の続き。
薩埵の肩書きは同誌第２５号までは「東京法学校講師」、同誌２７
号からは単に「講師」とあるのみ。

＊＊ 「大日本憲法ニ付テ感アリ」論説 憲法新誌５号(明２２.２.２４)
＊＊ 「読法律第十三号」社説 法律雑誌７３７号(明２２.４.２８、３５９－３６

４頁)
＊＊ 「立法者ノ本分ヲ論ス」学説 法律雑誌７４５号(明２２.６.８、５３３－５３９

頁)
法律雑誌７４６号(明２２.６.１３、５５５－５６
７頁)

６月２日の演説筆記。

＊＊ 「男女同権論」社説 法律雑誌７４８号(明２２.６.２３、６０７－６０
１頁)
法律雑誌７４９号(明２２.６.２８、６２７－６３
６頁)
法律雑誌７５０号(明２２.７.３、６５１－６５６
頁)
法律雑誌７５１号(明２２.７.８、５－８頁)
法律雑誌７５４号(明２２.７.２３、７１－７５頁)

同誌第７５１号で一度完結したが、同誌第７４６号続編として再掲
載した。
極論者の言うごとき全くの男女同権論には賛成しがたいが、仏国民
法第２１３条「夫ハ其婦ヲ保護シ婦ハ聴順す可シ」は「男尊女卑ノ
精神ヲ含ム所ナキニ」しもあらず、むやみに仏国民法に倣うこのな
きよう立法者に希望すると記す。

＊＊ 「有償代理ハ双務契約ニアラサル乎」学説 法律雑誌７４６号(明２２.６.１３、５５５－５６
７頁)

＊＊ 「右問題（民事）ニ対スル意見」問答 法律雑誌７５１号(明２２.７.８、１３－１４頁) 五大法律学校連合討論会問題。出題者は宮城浩蔵。
在岡山徒惰生（戸田敬一郎か）の「五大法律学校討論会問題ノ意見
ヲ駁ス」（『法律雑誌』７５４号）参照。

＊＊ 「右問題（刑事）ニ対スル意見」問答 法律雑誌７５１号(明２２.７.８、１４－１６頁) 五大法律学校連合討論会問題。出題者は富井政章。

＊＊ 「市町村制講義」講義 法律雑誌７５１号(明２２.７.８、１－８頁)
法律雑誌７５５号(明２２.７.２８、１９－２６頁)
法律雑誌７６１号(明２２.８.２８、２７－３４頁)
法律雑誌７６４号(明２２.９.１３、３５－４０頁)

一部の頁分の掲載を今回は確認できなかった。

＊＊ 「右問題（民事）ニ対スル意見」問答 法律雑誌７５２号(明２２.７.１３、２８－３１頁) 五大法律学校連合討論会問題。出題者は中村忠雄。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「仮差押ノ効力ニ付テノ問并ニ答」問答 法律雑誌７５３号(明２２.７.１８、４５－４９頁) 薩埵立案、海老原五十路（茨城県出身、明治２１年７月東京法学校

卒業、明治２６年校友名簿では「五十吉」となっている）執筆。

＊＊ 「立法問答（仏国民法前加編ノ件、法律施行期限ノ件）」問
答

法律雑誌７５４号(明２２.７.２３、８３－８７頁)

「擬判問題第一号ニ答フ」問答 法律雑誌７５５号(明２２.７.２８、１１０－１１
４頁)

問は、『法律雑誌』７５２号。

＊＊ 「五大法律学校討論会問題ノ意見ニ対スル駁論ニ答フ」学説 法律雑誌７５６号(明２２.８.３、１３１－１３６
頁)

『法律雑誌』７５４号の岡山徒惰氏参照。

＊＊ 「立法問答（法律ノ時ニ関スル効力、既得権ノ件）」問答 法律雑誌７５６号(明２２.８.３、１３７－１３９
頁)

＊＊ 「立法問答（人ノ身分又ハ能力ニ関スル法律ノ効力）」問答 法律雑誌７５７号(明２２.８.８、１６２－１６７
頁)

＊＊ 「買戻ノ権能トハ何ソヤ」学説 法律雑誌７５８号(明２２.８.１３、１６４－１７
０頁)

＊＊ 「立法問答（物ニ関スル法律ノ効力）」問答 法律雑誌７５９号(明２２.８.１８、１９１－１９
４頁)

＊＊ 「立法者の本文」学説 常総雑誌３号(明２２.８.２０、１６ー２４頁) 薩埵の肩書きは、３号より「東京法学校講師」。因みに同誌１号
（明２２．８．２０）では「東京法学校校長」と記載。

＊＊ 「刑法論綱ノ批評」学説 法律雑誌７６０号(明２２.８.２３、２０９－２１
３頁)
法律雑誌７６３号(明２２.９.８、２９０－２９４
頁)

富井政章が贈呈した著作。同著の「刑法ノ効力ヲ説キ」、「犯罪ノ
事ヲ説キ」、「刑罰ノ事ヲ説」くの３編の順序は、薩埵が横浜法律
学校で教授した順序とほぼ同じで異論はないと記す。

＊＊ 「立法問答（相続ニ関スル法律ノ効力）」問答 法律雑誌７６０号(明２２.８.２３、２１９－２２
１頁)
法律雑誌７６１号(明２２.８.２８、２３３－２３
８頁)

＊＊ 「原因論」論説 法学志林１号(明２２.８.２９、１２－１７頁) 薩埵の肩書きは「本会講師」。
日本同盟法学会は、「警察監獄及ヒ各区郡衛ノ志士ヲ便センカ為
メ」に設立され、その機関誌として同誌を発刊した。発行所は日本
同盟法学会（京都市上京区椹木町烏丸西入）、発行者兼編集者は佐
藤庄太、印刷者は千原伊之吉。薩埵が起こした「中央法学会」方式
の通信教育雑誌「法学講義録」を既に発行していた。
この機関との関係は不明であるが、「佐藤正夫」なる人物が東京に
て「中央法学会」主幹として『判例類別攻法資料 刑法及諸罰則之
部』（明３９．５、中央法学会編輯局編）などを発刊している。

＊＊ 「擬律問題第一号」擬律擬判 法学志林１号(明２２.８.２９、２９－３０頁)
＊＊ 「犯罪ノ予備ト着手トノ分界如何」論説 法学志林２号(明２２.９.３０、１１－１４頁)
＊＊ 「立法問答（外国ニテ為シタル合意ニ付キ法律ノ効力）」問

答
法律雑誌７６３号(明２２.９.８、３００－３０４
頁)

＊＊ 「刑事問題并ニ答」問答 法律雑誌７６７号(明２２.９.２８) 未見。
＊＊ 「旅人ノ小言」記事 法律雑誌７６７号(明２２.９.２８、４１４－４１

６頁)
東海道線に、「社用」のため夜行列車乗車した。その際の防犯につ
いての一考察。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
＊＊ 「第一号刑法」代言試験問答

「第二号治罪法及訴訟手続」代言試験問答
「第三号契約法(乙種問題ニ従フ以下同シ)」代言試験問答

「第四号証拠法」代言試験問答
「第五号売買法」代言試験問答
「第六号代理法」代言試験問答
「第七号財産法」代言試験問答

法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、１－６頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、６－１０頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、１０－１６頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、１６－１８頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、１８－２２頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、２２－２７頁)
法律雑誌７６８号(明２２.１０.３、２７－２９頁)

薩埵の立案を吉田左一郎が筆記。
この年の代言人試験は９月２４日から東京始審裁判所・司法省・芝
公園内弥生社で実施された。

＊＊ 「立法問答（外国人ノ享有ス可キ民権）」問答 法律雑誌７６９号(明２２.１０.８、３８－４０頁)
＊＊ 「望連合討論会」 『五大法律学校連合討論会筆記 一編』博文社、明

２２年１２月
薩埵の肩書きは和仏法律学校講師。

明治２３（１８９０）３４歳
２３ １月初旬 ●『和仏法律学校講義録』創刊。 毎日新聞(明２２.１２.１１、１面)

前掲『法政大学大学史資料集 ２６号』１０６頁
法律雑誌９２３号(明２６.９.２６広告)

同講義録は、校外生規則を制定し、同校第一期講義録として発行さ
れた。制定発行には春日粛が尽力（石原三郎「法政大学の過去及現
在」法学志林第１９巻11号）。『法律雑誌』７８８号（明２３．
１．１８記事）では和仏法律学校の「邦語科」では１月より毎月４
回発行とある。
既に明治２２年の段階で講義録掲載予定を広告し、その中には、帰
朝間もないボアソナード（明治２２年１２月２日に再来日）や留学
中の梅謙次郎も執筆者として紹介されている。

２３ １ １５ 水 京都から東京に戻る。 京都日報(明２３.２.１８、３面)
２３ １ ２１ 火 ●『和仏法律学校校友会雑誌』の発刊が予定される。 法理新説１２号(明２３.１.２１)

警察法評林１２号(明２３.１.)
発行は和仏法律学校校友会雑誌部と広告されたが、同誌の発行は確
認されていない。また『法律雑誌』７８８号（明２３．１．１８、
記事）では「久シク休刊」した『東京法学校雑誌』は『和仏法律学
校校友会雑誌』と改題し１月２５日麹町区一番町６１番地の発行所
から出るとある。これまでのところ現本は１冊も確認されていな
い。何らかの理由で校友会雑誌の発行は断念され、和仏法律学校の
「講義録」に合同された可能性もありうる。

講義禄の発行主体は和仏法律学校の校友たちであった。その中でも
六嘉秀孝は執達吏の本務の傍ら、同校講師梅謙次郎などの講義を筆
記するとともに、編纂発行をも行っている。

２３ １ ２４ 金 アッペ－ルの著書の発行人となる。 アッペール口述、桜井一久訳述『法律雑誌抜粋 仏
国商社法要義 全』薩埵正邦、明２３年

薩埵の住所は、京橋区山下町６番地「寄留」となっている。印刷人
は、宇津木信夫。

２３ ２ １０ 月 ●裁判所構成法公布。
２３ ２ １８ 火 京都第１区（上京区）では対嶽倶楽部は薩埵、公民会では浜

岡光哲などを推すが、衆議院議員候補者選びは混乱としてい
る旨の報道がされる。

東雲新聞(明２３.２.１８、１面) 薩埵は地区の母体から押されてはいるが、「彼の三人党の一人と聞
きたる畑道名氏は此の間に割って入り其地位を占領せんとす」、来
月初旬には候補者予選会が開かれる予定と記されている。この３人
は畑・中安・富田をさし、薩埵の出馬を担いでいた者たちである。
何に起因する仲間割れなのかはわからないが、結局のところ薩埵は
出馬を断念せざるを得なくなっていく。
他、「京都公民会雑誌」（明治２２年２月創刊）には薩埵の選挙関
係の記事・対嶽倶楽部解散記事（薩埵の選挙母体となる筈だった）
なども若干みるとことができる。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
２３ ２ ２８ 金 妻マサ、京都府高等女学校増築費の寄付３円をする。 前掲「薩埵家資料」 「寄付願」中にある住所は、上京区丸太町川端東入。

寄付金は３ヶ月月賦払い。因みにこのときの京都府知事は北垣国
道、かつて薩埵が参加した「法律の研究会」のメンバーの一人であ
る。

２３ ３ ５ 水 中安信三郎の薦めで、京都への移住をしたとのコメントが報
道される。

京都日報２９５号(明２３.３.５、２面) 京都日報明時２３年３月２日付で「私儀此度改進党相退 以来政治
上に関係不致候此段辱知諸君に」告げると広告で宣言する。

２３ ３ １５ 土 「被選の準備」と題する記事で、衆議院選計画と報道され
る。

東雲新聞(明２３.３.１５、１面)

２３ ３ ３０ 日 衆議院議員選挙の京都府第一区の候補者として報道される
も、過去の候補者となるとの説明がつく。

京都日報３１６号(明２３.３.３０、２面) この第一区の候補者として、東京法学校卒業生である中安信三郎
（京都日報３４８号明２３．５．８）・富田半兵衛（京都日報３４
７号明２３．５．７）・尾本源吉郎（京都日報３５１号明２３．
５．１１）の名も見られる。

２３ ４ ９ 水 ●五大法律学校有志の相談会開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 日本法律学校の２大恩典に反対の決議。
２３ ４ １４ 月 ●五大法律学校校友大懇親会開催。 読売新聞(明２３.４.１１、１面) 日本法律学校特別認可として５万円の保護金と司法省書籍の版権の

下付に関する件。
特別認可学校の条件となる外国語教授のない学校であり、且つ上記
保護金を与えることに関する集会。

２３ ４ ２１ 月 ●民法財産編･財産取得編（１２章まで）・債権担保編・証
拠編公布。

明治２６年１月１日施行を予定。

２３ ４ ２１ 月 ●民事訴訟法公布。 明治２４年４月１日施行を予定。

２３ ４ ２６ 土 ●商法公布。 明治２４年１月１日施行を予定。
２３ ４ ２７ 日 ●五大法律学校連合討論会開催。 読売新聞(明２３.４.２７、２面) １２時より神田一ツ橋通帝国大学講義室におけるもの。
２３ ４ ２７ 日 ●府県制・郡制公布。
２３ ５ ３ 土 ●時習社、大阪に分社開設を予告。 法律雑誌８０９号(明２３.５.３.広告) 分社は、大阪市高麗橋１丁目５０番邸、大阪以西の諸君はこちらに

書籍・雑誌を注文してくれという。
２３ ５ １７ 土 ●府県制・郡制公布。 明治２４年１月１日施行を予定。
２３ ５ ２８ 水 再び第１区候補者１３名の一員として報道される。 京都日報３６５号(明２３.５.２８、１面)
２３ ６ ８ 日 ●五大法律学校連合討論会開催。 読売新聞(明２３.６.８、５面) １２時より神田一ツ橋通帝国大学講義室におけるもの。

刑法出題者は富井政章。
２３ ６ １８ 水 谷紀百が執筆した「候補者の批判」中に名前が挙げられる。 京都日報３８３号(明２３.６.１８、１面) 谷は、記事の中で「君ハ吾人同窓の学友」としながらも評価は厳し

い。薩埵は東京の法律社会では知られた人物であるが、「選挙区に
於て社会公共的の事業に関し人目に顕著なる手柄あるにあらず」属
籍は京都にあるが十数年来東京にいたので「東京人」的観念で他に
適切な候補者がいるのに俄か作りの候補者となっても利はない、候
補者を断念したのは得策だろうと記している。薩埵家に残された
「忌明」帳（「薩埵家資料」法政大学図書館寄託）に、谷の名を見
ることができる。

２３ ６ ３０ 月 ●行政裁判法公布。
２３ ７ １ 火 ●第１回衆議院議員選挙。
２３ ７ １２ 土 ●和仏法律学校、新築校舎にて卒業証書授与式。 研法雑誌２５号(明２３.８.２７、２８－３０頁) 移転式を兼ねた卒業式は、午後３時より陸軍軍楽隊の演奏の中、来

賓講師校友５００名、卒業生９９名が出席し盛大に挙行された。

２３ ７ １３ 日 ●五大法律学校連合討論会第１３回開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』
前掲『早稲田大学百年史 一巻』

２３ ７ ２５ 金 ●集会及政社法公布。
２３ ７ ２７ 日 ●五大法律学校連合討論会開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』
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２３ ７ 三女康子生まれる。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』
２３ ７ この頃 日本同盟法学会行政学部の行政学講習録の講師となる。 佐藤庄太編『民法字解』日本同盟法学会、明治２３

年７月(「二期法学講義録」号外)
同会は京都市上京区東洞院通で佐藤庄太が主宰し、地方の警察官・
行政官など官吏むけの講義録による通信教育機関。講師陣（講義録
執筆者）としては、富井政章・本野一郎・梅謙次郎・井上操・手塚
太郎・小倉久・城数馬・山崎恵純などいわゆる仏法系の法学者の名
を見ることができる。

２３ ８ この頃 亀岡に於ける法律研究会より毎月数回の講義を嘱託される。 京都日報４３６号(明２３.８.１９、２面) この頃上林敬次郎と行動をともにする。

２３ ８ ２２ 金 京都第三高等中学校法学部教諭として任命の具申がなされ
る。

「三高等中学校親裁書類」(明治２３年) 熱海の滞在中の第三高等中学校長折田彦市より同校幹事の大野徳孝
へ宛て、今日加太氏が来て薩埵氏は奏任五等の上級の条件なら承知
すると言う。それで上申してよいかとの親展電報が発信された。
また、薩埵に対して履歴書に詳細な年月を記入するよう訂正を求め
ている。

２３ ９ この頃 時習社を宇津木信夫に譲渡する。 法律雑誌８２２号(明２３.９.５、社告) 外面上その関係を絶つが、相変わらず論文などは寄稿し、編集顧問
の重責を負うと社告する。
宇津木への移行は既にこの年の５月から見られる。『法律雑誌』８
１１号に印刷人宇津木信夫とあり、また同誌８１３号では薩埵の名
は消え、宇津木が発行兼印刷人編輯人は吉田左一郎となっている。

薩埵が譲渡後、時習社に関与することは少なくなっていく。同社は
次第に法律関連の刊行物がなくなる。その中にあって高木豊三のみ
は明治２５年まで同社から出版（『民事訴訟実習』、『日独民事訴
訟法対比』）をしている。
宇津木信夫は、安政２年６月、東京府士族宇津木貞夫の子として生
まれ、大日本図書会社監査役とある（『第９版 人事興信録』人事
興信所、昭和６年６月）。しかし、宇津木は親子はいずれも明治新
政府の陸軍省出仕で京都出身者（日暮忠誠編『官員録』明治１１年
５月他）。信夫は京都官家の授産次行として創業された第百十一銀
行の整理委員の一員として尾崎三良・桂正芳（同行副頭取）らと明
治３０年から同３３年頃まで後始末にあたっている（前掲『尾崎三
良日記』）。

２３ ９ ５ 金 ８月２２日の具申は取消され、第三高等中学校法学部に教員
として採用したき旨文部省総務局長辻新次・文部大臣芳川顕
正に宛、申請案が出される。

「三高等中学校親裁書類」(明治２３年) 文部大臣より学校長折田に宛、「薩埵正邦傭入之件ハ伺之通」と親
展電報が送られた。

９ この頃 亀岡法律研究会において「実業と学事の関係」・「法律の大
意」を講義する。

京都日報４５１号(明２３.９.５、１面)

２３ ９ ９ 火 薩埵は奏任五等上級、三高助教授として採用された。 「三高等中学校親裁書類」(明治２３年)
２３ ９ １０ 水 第三高等中学校より教員任命、月俸給７５円の辞令が発せら

れる。
同日付けで薩埵より拝命の署名捺印文が出される。

「三高等中学校請書綴込」(明治２３年) 薩埵の採用は急遽決定されたためか、『文部省職員録 明治二十三
年十二月二三日調』の第三高等中学校の部に、薩埵の名は記載され
ていない。

２３ ９ １１ 木 ●第三高等中学校法学部開設。 京都大学百年史編纂委員会編『京都大学百年史 写
真集』財団法人京都大学後援会、１９９７年９月３
０日

当時の高等中学の中で第三高等中学校だけが、「大学レベルの法学
部開設に耐えうる内容」を有していた（神陵史編輯委員会編『神陵
史』三高同窓会、昭和５５年３月３１日、２８０頁）。

２３ ９ ２０ 土 教員として雇用のため薩埵他の履歴書が第三高等中学校より
文部省総務局宛に提出される。

「三高等中学校)総務局往復書類付大臣官房」(明治
２３年)
「(三高等中学校)文部省上申開申届類 三号」(明治
２３年)

２３ ９ ２１ 日 ●日本法律学校開校。
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２３ ９ ２５ 木 「薩埵正邦氏第三高等中学校嘱託教員を拝命」と『法律雑

誌』の記事は伝える。
法律雑誌８２４号(明２３.９.２５) 記事は以下のように伝える。同「氏は法律学振起」に熱心、本誌の

主筆として長きにわたり法律学普及にあたってきた。東京法学校を
設立して教授にあたりつつ「学校の監理に多年の苦辛を為し」、法
律学普及のため執筆し、地方出張などし尽力した。国会議員を志す
も「多くは金力又は腕力に誘導せられて選挙するの類なれは仮令ひ
当選するも真正の名誉となすに足らす」との感を抱き本年２月に断
念した。
その後は著述活動などしていたところ、「法律学振起」に熱心であ
るのを知っている某氏が推薦したという。

２３ １０ ４ 土 「宿所」届を第三高等中学校に提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２３年) 「宿所」は上京区丸太町川端東入町。
２３ １０ ７ 火 ●民法財産取得編(１３章以下）・人事編公布。

●治罪法廃止され刑事訴訟法公布。
施行は明治２５年１月１日を予定。

２３ １１ １８ 金 第三高等中学校秋期生徒修学旅行の付き添いを命じられる。 「三高等中学校親裁書類」(明治２３年)
「三高等中学校請書綴込」(明治２３年)

２３ １２ １０ 金 第三高等中学校へ宛、欠勤届提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２３ １２ ２７ 月 ●商法施行が、明治２６年１月１日まで延期となる。
２３ １２ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会員姓名録』仏学会、明治２３年１２月(日

仏会館所蔵)
薩埵の住所は、京都上京区丸太町川端ヘ入町。
この年は、名誉会員は１５名、終身会員は５名、創立会員は１１３
名、通常会員は１１２名、会員総計は２４５名となっている。

＊ 『日本民法通解』著 時習社、明治２３年
＊＊ 「（仏国民法）売買法」 法学講義録４７集(明２３.１.１３、２３９－３４

４頁)
法学講義録４９集(明２３.２.１５、３４５－３６
０頁)
法学講義録５１集(明２３.３.１５、３６１－３８
４頁)
法学講義録５２集(明２３.３.２９、３８５－４２
４頁)
法学講義録５４集(明２３.４.２５、４２５－４３
１、１－９頁)
法学講義録５６集(明２３.５.２５、１０－１３頁)
法学講義録６０集(明２３.７.２１、表紙・目次１
－６頁)

明治２２年の続き。
薩埵の肩書きは「本会規則」の広告のみ「和仏法律学校講師」と
なっている(同誌第４９－５１集）が、再度「講師」となる(同誌第
５２集以下）。
同誌第５４集からは「交換法講義」も記載する。第６０集を以って
第一期終了している。薩埵の紙上講義は第５６集を以って終了。

＊＊ 「刑事問題第七」問答、呑月生 法律雑誌７９５号(明２３.２.２３、７－８頁) 問のみ。
＊＊ 「明治二十二年法律第二十二号ノ解釈」社説 法律雑誌７９６号(明２３.２.２８、１－６頁)
＊＊ 「係訟物件付託法ニ関スル新案」学説 法律雑誌７９９号(明２３.３.１３、５－１３頁)
＊＊ ｢代理人の能力を論す」論説 法政雑誌１巻８号(明２３.３.１５、１３－１５頁) 同誌は、日本同盟法学会機関誌「法学志林」の改題・追号。

薩埵の肩書きは「和仏法律学校講師」。

＊＊ ｢擬律第四号問題解答（偽造紙幣に関する件）」擬律擬判 法政雑誌１巻９号(明２３.３.２５、５４－５６頁)
＊＊ 「議員并ニ議員保護律ノ解釈」学説 法律雑誌８０８号(明２３.４.８、１－１３頁)

法律雑誌８０９号(明２３.５.３、１－１１頁)
＊＊ ｢有夫姦罪と重婚罪との別を明にす」論説 法政雑誌１巻９号(明２３.４.１５、７３－７６頁)
＊＊ 「刑事第二号問題解答（継続犯及び集合犯に関する件」法理 法政雑誌１巻９号(明２３.４.１５、８５－８６頁)
＊＊ 「刑事問題第十二答案」問答、呑月生 法律雑誌８０９号(明２３.５.３、１７－１８頁)
＊＊ 「民事第十二号問題解答（法律に関する錯誤の件）」法理問

答
法政雑誌１巻１４号(明２３.６.１９、１９９－２
０１頁)
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＊＊ 「擬判第七号問題解答（株券売買解除に関するの件）」擬律

擬判、豁堂主人
法政雑誌１巻１４号(明２３.６.１９、２０７－２
０８頁)

＊＊ 「擬律第十三号問題解答（証書に偽造及び行使に関するの
件）」擬律擬判

法政雑誌１巻１４号(明２３.６.１９、２０８－２
１１頁)

＊＊ 「（商習慣・商事）」商法問答 日本商法通解２号(明２３.７.２１) 薩埵は、時習社より発行された『日本商法通解』２号の発行人と
なっている。編集者は上林敬次郎・吉田初三（東京法学校卒）、印
刷人は宇津木貞夫。この号より、購読者の質問に対する解答が付録
として付された。担当は薩埵である。薩埵の肩書きは「和仏法律学
校講師」となっている。なお、裏表紙には、大阪市東区高麗橋１丁
目に設置された、時習社の支店が掲載されている。

＊＊ 「民事訴訟法問答四件」問答 法律雑誌８１０号(明２３.５.８、８－１３頁)
＊＊＊ 上林敬次郎・吉田初三合著『日本商法通解. 第２号』校閲 時習社、 明２３年７月２１日

明治２４（１８９１）３５歳
２４ １ １９ 月 第三高等中学校へ宛、昨夜以来病気につき本日欠勤と届を提

出する。
「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)

２４ １ ３０ 金 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ ２ ９ 月 伯父西大路隆意（従三位）本日逝去につき忌引きの届を提出

する。
「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年) 隆意は、薩埵の父７代耕斉（旧姓、西大路秀堅）の兄弟。

忌引き日数は２０日、服喪は９０日と欄外に添付あり。

２４ ２ １３ 金 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ ３ ４ 水 第三高等中学校へ宛、昨夜以来病気につき本日欠勤と届を提

出する。
「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)

２４ ３ ２０ 金 第三高等中学校へ宛、転居の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年) 転居地は上京区岡崎乙第三番地。
２４ ４ ２ 木 ●午前８時、矢代操病気のため逝去。 読売新聞(明２４.４.３、１面) 貴族院書記官（貴族院議事課長）であった矢代は３月１７･１８頃

から病床についていたが、議会議事など公務のことのみうわ言に言
い亡くなったと記事は伝えている。
明治法律学校が東京府に提出した設立願に添付された教員履歴の矢
代操の項には、明治９年１２月に時習社を起こしたことが記載され
ている。

２４ ６ ８ 月 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ ７ １ 水 ●府県制施行。
２４ ８ ２５ 火 ●穂積八束、法学新報第５号に「民法出テヽ忠孝亡フ」を 法学新報５号(明２４.８.２５)
２４ ９ １ 火 教授に任命され七級俸（月俸７５円）となる。 「三高等中学校二十二回年報 自明治二十四年一月

一日至同年十二月三十一日」(明治２４年)
２４ ９ ９ 水 第三高等中学校へ宛、昨日からの腰痛のため欠勤の届を提出 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ ９月頃 加太邦憲・中安信三郎らとともに法治協会京都支部の組織化

に尽力する。
法治協会雑誌４号(明２４.１０.１５、８２頁)
法治協会雑誌５号(明２４.１１.１８、６７－６８
頁)

支部長は加太、評議員は堀田康人・富田半兵衛・大貝武布・尾本源
吉郎ら２０名、幹事は薩埵・中安を含む５名。京都支部直轄会員は
２４６名。
薩埵が同会の会員として名の初出は法治協会雑誌第４号会員名簿
（京都）。

２４ １０ ２２ 木 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ １０ 四女繁尾生まれる。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』
２４ １１ ４ 水 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
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２４ １１ ２１日頃 法治協会本部幹事和田守京阪に出張した折、京都支部に立ち

寄る。支部事務所の完備・帳簿整頓などは薩埵らの尽力に
よったものと後に同会機関誌で伝える。

法治協会雑誌５号(明２４.１２.１５、９６頁)

２４ １１ ２２ 水 第三高等中学校へ宛、病気欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２４年)
２４ １１ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会員姓名録』仏学会、明治２４年１１月(日

仏会館所蔵)
薩埵の住所は、京都上京区岡崎町乙三番戸。
この年は、名誉会員は１６名、終身会員は５名、創立会員は１０６
名、通常会員は１０９名、会員総計は２３６名となっている。

２４ この年 第三高等中学校で民法・刑法・刑事訴訟法を担当する。 「(三高等中学校)総務局往復書類付大臣官房」(明
治２４年)

＊＊ 「真正の道徳」論説 伝灯２３号(明２４.１１.２１) 現物未見、『東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録目
次総覧 第２０巻』（大空社、１９９３年１１月１５日）に拠る。
発行所は京都市下京区東寺町の真言宗伝灯会（後、伝灯会）。

明治２５（１８９２）３６歳
２５ １ ２５ 月 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ２ ２ 火 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ２ ３ 水 第三高等中学校へ宛、病気のため本日早退の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年) ２時間の講義は努めたが、残り１時間は休講とする。
２５ ２ １１ 木 第三高等中学校へ宛、病気のため本日の紀元節式を欠席する

届を提出する。
「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)

２５ ２ １１ 木 第三高等中学校壬辰会発足し、初代理事（部長）となる。 前掲『京都大学百年史 写真集』
安藤勝一郎編『三高等学校弁論部部史』三高等学校
弁論部、昭１０年１２月７日、８頁

『第三高等学校弁論部部史』には、薩埵に関して、「日本法学教育
界の錚々、その議論の暢達明快、誠に此部好個の指導者」と記され
ている。部長の任は明治２５年８月迄。

２５ ２ １２ 金 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ２ １２ 金 著書を含む書籍３５冊を第第三高等中学校等中学校へ献納す

る。
「(三高等中学校)諸向往復書類)」(明治２５年) 冊数と定価がそれぞれ記入された一覧となっている。献納の書類は

第三高等中学校事務方の西田が代筆している。
一覧には２０のタイトルが記されているが、１件（『民事会社法講
義』）のみ消されている。
同日の「（第三高等中学校）図書器品受入簿 庶務係」（明２５）
には４８ー６６受入番号を付し記載されている。
上記と別に第同校は薩埵の死後、子匡より約２００冊の書籍を購入
している。

２５ ２ ２５ 木 第三高等中学校へ宛、本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ２月初旬 ●和仏法律学校、第二期校外生を募集。 法律雑誌９２３号(明２６.９.２５、広告)
２５ ３ １４ 月 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ３ １５ 火 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ３ １８ 金 午後１２時半、化学教室にて開催の壬辰会第１回演説会に出

席し、演説を行う。
安藤勝一郎編『三高等学校弁論部部史』三高等学校
弁論部、昭１０年１２月７日、７頁

薩埵の演題は「習慣論」。

２５ ３ ２２ 火 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ３ ２３ 水 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ４ ９ 土 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ４ ２５ 月 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ４ ２７ 水 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ４ ●英法派による「法典延期意見書」配布される。 断行派と延期派間に、いわゆる「法典論争」がはじまる。
２５ ５ １９ 木 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ５ ２０ 金 ●和仏法律学校校友会、臨時総会開催を開催し、民法典即

時施行運動推進を計画。
２５ ５ ２７ 金 ●貴族院で民法・商法施行延期法案を審議。 法案提出は村田保。
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２５ ６ ２ 木 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ６ ３ 金 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ６ １３ 月 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ６ １４ 火 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ６ １５ 水 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ ８ ２０ 土 第三高等中学校へ宛、旅行の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年) およそ１０日間大阪府下および近県へ旅行のため本日出発する。
２５ ８ ２７ 土 旅行先の京都山城より、明日旅行より帰るとのはがきを第三

高等中学校に宛出す。
「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)

２５ ８月頃 第三高等中学校陸上運動部役員・世話係となる。 壬辰会雑誌６号(明２５.８、４９頁) 役員は判定者３０名、世話係４７名。
２５ ９ ２３ 金 第三高等中学校法学部２年級長に任命される。 「三高等中学校親裁書類」(明治２５年) 薩埵の肩書きは「教授」となっている。
２５ ９ 第三高等中学校法学部で、民法・刑法・刑事訴訟法・実地演

習の科目を担当する。
神陵史編輯委員会編『神陵史』三高同窓会、昭和５
５年３月３１日、１０７７頁

２５ １０ ７ 金 ●民法・商法施行取調委員任命。 委員長西園寺公望、委員は梅謙次郎・富井政章・穂積八束ら１２
名。

２５ １０ ２０ 木 ●四大法律学校（東京法学院・専修学校・明治法律学校・
東京専門学校）代言人試験停止に伴う善後策を協議。

前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 和仏法律学校が何故参加していないかは不明。

２５ １０ ２４ 月 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ １０ ２５ 火 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ １０ ２６ 水 ●六大法律学校委員、代言人試験漏洩問題につき協議。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』

２５ １１ ２４ 木 ●民法商法施行延期法公布。 施行は明治２９年１２月３１日まで延期となる。

２５ １１ 仏学会創立会員として同会名簿に載る。 『仏学会員姓名録』仏学会、明治２５年１１月(日
仏会館所蔵)

薩埵の住所は京都上京区岡崎町乙三番戸、肩書きは第三高等中学校
教授。
この年は、名誉会員は１９名、終身会員は６名、創立会員は９９
名、通常会員は１２８名、准会員５８名、会員総計は３０９名と
なっている。
『仏学会員姓名録』（仏学会事務所、明治２９年６月）には、薩埵
の名は掲載されていない。
また、薩埵家に残された「忌明」帳（「薩埵家資料」法政大学図書
館寄託）には和仏法律学校の記帳はあるが、仏学会の記帳は無い。
『仏学会員姓名録』の明治２６ー２８年分の資料がないため、創立
会員であった薩埵がいつの段階で脱会したかは不明である。

２５ １２ 第三高等中学校より「門鑑」第３３号が交付される。 「(三高等中学校)門鑑交付書留簿 会計係」(明治２
５年)

「門鑑」とは門の出入りを許可されていることを証明するもの。

２５ １２ ７ 水 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ １２ ８ 木 第三高等中学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「(三高等中学校)職員願伺届書類」(明治２５年)
２５ １２ ２０ 火 同志社長小崎弘道より第三高等中学校長に宛、同志社政法学

校講師を薩埵に嘱託する旨の「願書」提出される。
「三高等中学校親裁書類」(明治２６年) 明治２６年１月より毎週３回、車代として１回につき１円５０銭の

報酬。
２５ １２ ２２ 木 第三高等中学校の同僚重岡薫五郎愛媛への帰省届に署名捺印

の代行する。
「三高等中学校親裁書類」(明治２６年) 重岡は帰省中の講義代講を薩埵と巌谷に頼む旨の書状を教場係主任

山崎に宛に発している。

２５ １２ ２８ 水 薩埵、第三高等中学校公務の余暇に同志社に出講の件を申請 「三高等中学校親裁書類」(明治２６年)
２５ １２ 時習社は宇津木信夫に譲渡したが、『法律雑誌』の特別寄書

家として名は記載されていた。
法律雑誌９０４号(明２５.１２.１６奥付)他 薩埵の肩書きは「第三高等中学校法学部講師」となったまま。

＊＊ 「擬律問題及解答」 壬申会雑誌１号(明２５.３.１０)
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＊＊ 「財産取得編第百六十八条ヲ論ス」論叢 攻法６０号(明２５.６.２９、２１８－２２０頁) 同誌の発行所は、日本同盟法学会（佐藤庄太が発行・編集人）。

薩埵の肩書きは「第三高等中学校法学部教授」。

明治２６（１８９３）３７歳
２６ １ ２８ 土 同志社に出講の件、認可される。 「三高等中学校親裁書類」(明治２６年)
２６ １ この頃 第三高等中学校で、民法・刑法・刑事訴訟法・実地演習を担

当する。
「三高等中学校親裁書類」(明治２６年)

２６ ３ ４ 土 ●弁護士法公布。 代言人規則は廃止。
２６ ３ ６ 月 ●商法及商法施行条例中改正竝施行法律公布。 会社・手形・小切手・破産の部分修正。
２６ ３ ２５ 土 ●法典調査会規則公布。
２６ ４ １３ 木 ●法典調査会委員任命。
２６ ４ １４ 金 ●出版法、版権法公布。
２６ ４ ２２ 土 第三高等中学校演説討論部春期代討論会（於：雨天体操場）

に出席する予定であったが欠席する。
論題「道徳ハ宗教ニ依ルニ非ズンバ完全ニ行フ能ハザル乎」
の消極論者の立場から論戦する予定であった。

壬申会雑誌１３号(明２６.５.２５) 壬申会演説討論部理事は、開催に際し巌谷・重岡・前川・薩埵の労
に謝辞を呈している。
欠席の理由は、日頃から咽喉を病んでいるとのことであった。
積極論者は教授前川亀二郎と学生吉武源五郎、消極論者は薩埵と学
生林増之丞之予定。姉崎が薩埵に代り論戦に加わった。結果は３８
対２１で積極論者が支持された。

２６ ４月初旬 ●和仏法律学校、第三期校外生を募集。 法律雑誌９１２号(明２６.４.１１奥付) 講義禄は第１年級科目より順次掲載、満３年で完結（月２回の発
行）。懸賞論文も募集し、優秀者は月謝免除・「校内生三年級ニ編
入ス」としている。

２６ ５ ２７ 土 ●東京弁護士会創設。
２６ １０ ３ 火 二女静江死亡する、享年７歳。 前掲「薩埵家資料」
２６ １０ ５ 木 ●和仏法律学校、第四期校外生を募集。 法律雑誌９２３号(明２６.９.２５奥付)
２６ １０ ３１ 火 ●文官任用令・文官試験規則公布。
２６ １１ ４ 土 ●特別認可学校制度廃止。
２６ １２ ７ 木 辞令「六級俸」を受ける。 前掲「薩埵家資料」

大日本教育会雑誌１３８号(明２６.１２.２５)
＊ 『刑法原理講義』講述 日本同盟法学会、明治２６年８月 法政大学所蔵。

再版、初出は不明（第二期は明治２３年頃には開始されていた）。
同会の『法学講義録』に分冊雑誌形態で発行された後、合本された
ものの二種がある。
分冊分１－８頁には「二期二集ノ九」、同９－１６頁には「二期二
集十」、同１７－２４頁には「二期三号七」、同２５－３６頁には
「二期三号八」、同３７－４４頁には「二期四号九」、同４５－５
４頁には「二期四号十」、同５５－６２頁には「二期六号十」、同
６３－７６頁には「二期八号三」、同７７－７８頁には「二期八号
四」、同７９－８２頁には「二期八号五」と背の綴じ代に印刷され
た断片のものが現代法研究所に所蔵されている。
同８３－８６頁には「二期八号五ﾉ続」と発行号を示す掲載がなさ
れている。
薩埵の肩書きは「第三高等中学校教授、本会講師」となっている。

＊＊ 「刑法原理」講義 警察学講習録１号(明２６.２.１６) 原本未見。『法学通論』（日本同盟法学会、明２６．６．２５）に
掲載された日本同盟法学会出版広告による。
同会「法学講義録」への連載と同じものと思われる。
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＊＊ 「家族制度ヲ論ス」論説、豁堂主人 法律雑誌９１０号(明２６.３.１０、８４－８８頁) 戸主制度に縛られ活発な活動を抑制され、かえって富国強兵の妨げ

となる。一概に民法を非難するわけではないが「家ヲ重スルノ陋習
ヲ去リ一意以テ其国ヲ重スルノ慣習ヲ生シ」、立法者は家族制度に
よる弊害の認識が必要ではないかとしている。
なお、佐田豁堂の名で執筆した「人事法論綱緒言」が『法律雑誌』
２７５号（明１５．１０．２３）にある。
また、薩埵は東京法学校時代「人事法」の担当でもあった。

明治２７（１８９４）３８歳
２７ この頃 第三高等中学校で、民法・刑法・実地演習を担当する。 「三高等中学校親裁書類」(明治２７年)
２７ ６ ２５ 月 ●高等学校令公布。
２７ ７ １０ 火 ●第三高等中学校本科最後の卒業式。 前掲『京都大学百年史 写真集』 三高資料(三高等中学校卒業証書雛形、明治２９年)には、「第三高

等中学校卒業証書」に薩埵は法例・民法・刑法・刑事訴訟法・実地
演習の各科を４年間担当してきた教授として名が記されて、薩埵は
正七位。特に実地演習は吉田（同部主事）・巌谷・薩埵の同校法学
部の中心教授が担当とある。

２７ ９ １１ 火 ●第三高等学校開校。 前掲『京都大学百年史 写真集』 設置は７月２１日。
２７ １０ ３０ 火 ●第三高等学校嶽水会創設。 前掲『京都大学百年史 写真集』
２７ １２ ４ 火 嶽水会陸上運動部部長を委嘱される。 前掲「薩埵家資料」
２７ 奏任官七等教授五級俸（１０００円）、民法・刑法・実地演

習を担当。１週間の担当時間は９時間。
「三高等学校文部大臣官房往復書類」(明治２８年) 明治２７年１２月末第三高等学校教員調。

法学部の主事は、国際法・民法担当の吉田作弥。同部担当教員は、
民法・法例・商法・実地演習担当の巌谷孫蔵、法学通論・論理担当
の野村弥三郎。他嘱託として加太邦憲が民事訴訟法を担当。

明治２８（１８９５）３９歳
２８ １ １ 火 第三高等学校高等官新年賀表に名を連ねる。 「三高等学校各庁往復書類」(明治２８年) 薩埵は従七位。

この頃の薩埵之住所は、岡崎町乙第３番地（明治２４年に転居）。

２８ ２ ７ 木 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)
２８ ２ １７ 日 第三高等学校生徒の兵式操練として宇治方面１泊旅行の引率

同行する。
「三高等学校修学旅行一件書類」(明治２８年) 法学部は１･２･３年級生徒、工学部と大学予科は１年級生徒が参

加。
２８ ３ ７ 木 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)

２８ ３ １５ 金 第三高等学校へ宛、病気のため本日午後授業欠勤の届を提出
する。

「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)

２８ ４ ８ 月 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)
２８ ４ １１ 木 嶽水会協議会に出席する。 「三高等学校運動会一件書類」(明治２８年)
２８ ４ １５ 月 第三高等学校へ宛、５月１日の春季運動会挙行の届を提出す 「三高等学校運動会一件書類」(明治２８年) 巌谷と連名で提出。薩埵は嶽水会陸上運動部長。
２８ ４ 故井上文部大臣教育記念金醵集に応じる（８３銭３厘）。 「三高等学校文部大臣官房往復書類」(明治２８年)

２８ ４ 天皇皇后奉迎送に関する寄付金に応じる（１円）。 「三高等学校雑事書類」(明治２８年)
２８ ５ 帝国教育大会への寄付に応じる。 「三高等学校雑事書類」(明治２８年)
２８ ６ ５ 水 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)
２８ ６ ８ 土 ●第三高等学校教員一同から運動会のため嶽水会へ寄付。 「三高等学校運動会一件書類」(明治２８年) 薩埵は、１円４４銭５厘寄付をする。
２８ ９ ２０ 金 第三高等学校法学部第２年級長に選される。 「三高等学校回達掲示書類」(明治２８年)
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２８ ９ ３０ 月 奏任官七等教授五級俸（１,０００円）、刑法・刑事訴訟法・

実地演習を担当。１週間の担当時間は１１時間。
「三高等学校文部大臣官房往復書類」(明治２８年) 明治２８年９月末第三高等学校教員調。

法学部の主事は、法学通論・国際法・民法担当の吉田作弥。同部担
当教員は、民法・法例・商法・実地演習担当の巌谷孫蔵、憲法・行
政法担当の野村弥三郎。他嘱託として加太邦憲が民事訴訟法・裁判
所構成法、山崎恵純と北村桂一郎が民法を担当。
４月の京都府収税部の調べでも年俸１,０００円（「第三高等学校
各庁往復書類」、明２８）。

２９ １０ ３ 木 第三高等学校法学部２年級に学生長谷川・三宅が組長に当選
の報告書を提出する。

「(三高等学校)組長 級長一件」(明治２９年) 各組の学生が互選し級長が学校の認可をうけるという「組長規程
（二）」による。
薩埵は２年級長。

２８ １０ １０ 木 第三高等学校法学部第２年級長に任命される。 「三高等学校回達掲示書類」(明治２８年)
２８ １１ ３ 日 第三高等学校高等官天長節賀表に名を連ねる。 「三高等学校各庁往復書類」(明治２８年) 薩埵は従七位。
２８ １１ １５ 金 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)
２８ １１ ２１ 木 夜、三男勇１才死亡する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年)
２８ １１ ２２ 金 三男勇逝去につき３日間の忌引届（遠慮御届）を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年) 実際は２日間の忌引きをとる（「第三項と学校職員明治二十八年中

出勤欠勤一覧表」）。

２８ １１ ３０ 土 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２８年) 薩埵の授業代講は加太が行った。
「第三高等学校職員明治二十八年中出勤欠勤一覧表」によると、こ
の年の薩埵は出勤すべき日数２３６日、通常出勤数２２６日、休日
の出勤数は無、欠勤日数８日、賜暇数２日となっている。本稿では
薩埵の欠勤届をほぼ記載しているので、欠勤が際立っているが、そ
れでもこの年の欠勤数は一桁に留まる。他の教員の中には年間２４
日を最高に１７・１５日など薩埵を超える欠勤数の教員もいる。

２８ １２ ３１ 火 奏任官７等教授５級俸（１,０００円）、刑法・刑事訴訟法・
実地演習を担当。１週間の担当時間は１１時間。

「三高等学校文部大臣官房往復書類」(明治２９年) 教員および担当科目は明治２８年９月末第三高等学校教員調に同
じ。

明治２９（１８９６）４０歳
２９ １ １ 水 第三高等学校高等官新年賀表に名を連ねる。 「三高等学校各庁往復書類」(明治２９年) 薩埵は従七位。

辞令 明治２８年か？ 大日本教育会雑誌１７３号(明２９.１.１)
２９ １ ２３ 木 大阪在住の従妹牧野小房逝去につきの忌引届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年) 忌引きの期間は３日。

２９ １ ２７ 月 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ １ ３０ 木 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ ２ １９ 水 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ ２ ２９ 土 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ ３ ４ 水 ●第九議会、京都帝国大学設置に関する予算案可決。 前掲『京都大学百年史 写真集』

２９ ４ ２７ 月 ●民法第１・２・３編公布。

２９ ５ ８ 金 第三高等学校へ宛、病気のため本日および明日欠勤の届を提
出する。

「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)

２９ ５ １６ 土 第三高等学校へ宛、病気のため本日および明日欠勤の届を提
出する。

「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)

２９ ６ ●第三高等学校の専門学部廃止が決まり、法学部・工学部
の生徒募集中止。

神陵史編輯委員会編『神陵史』三高同窓会、昭和５
５年３月３１日、１０７７頁

２９ ７ １１ 土 六女道子生まれる。 前掲『薩埵家弐百五拾年史』
２９ ７ １０ 金 ●午前９時、雨天体操場にて第三高等学校卒業式挙行。 「(明治)二十九年十日法学部卒業証書授与式一件出

願 庶務掛」(明２９)
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２９ ９ １６ 水 第三高等学校法学部第３年級長に選される。 「(三高等学校)組長 級長一件」(明治２９年)
２９ ９ １９ 土 第三高等学校法学部３年級に学生長谷川・三宅が組長に当選

の報告書を提出する。
「(三高等学校)組長 級長一件」(明治２９年) 薩埵は３年級長。

２９ ９ ２６ 土 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ １０ １５ 木 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類(明治２９年)
２９ １０ ３１ 土 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ １１ ３ 火 第三高等学校高等官天長節賀表に名を連ねる。 「三高等学校各庁往復書類」(明治２９年) 薩埵、正七位と訂正が入れられている（他の教員も官位が訂正され

上げられている）。

２９ １１ １２ 木 第三高等学校へ宛、病気のため本日欠勤の届を提出する。 「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)
２９ １２ ８ 火 本日咽喉病になり発声ができないので加養のため欠勤の届を

第三高等学校に提出する。
「三高等学校職員願伺届書類」(明治２９年)

２９ １２ １３ 日 ●五大法律学校大懇親会開催。 前掲『中央大学百年史 年表・索引編』 江東区中村楼おける。
２９ １２ ２９ 火 ●法典の施行延期
明治３０（１８９７）４１歳
３０ ４ １７ 土 ●第三高等学校、大学予科設置。 前掲『京都大学百年史 写真集』 法学部は廃止が決定され、明治３２年９月をもって廃部となった。
３０ ５ １５ 土 体調不良のためこの日より欠勤する。 「教員出勤簿」(明３０)

法学協会雑誌１５巻７号(明３０.８.１、８５８－
８６０頁)

癰疽（化膿性おでき）発症し、合併症を起こした。

３０ ６ １０ 木 危篤状態に陥る。猪子医師診察するも心臓弱り今日明日が
峠。

「三高等中学校親裁書類」(明治３０年) 危篤状態に際し、在職中功労少なからずとして位記増俸の上申案が
東京の富井政章に宛、電報で送られる。
猪子の診察経過は、同「居親族 佐藤春江」という人物から第三高
等学校に宛、書状が発せられている。この人物については不明であ
る。
猪子は京都府医学校長兼第三高等学校教授。

３０ ６ １４ 月 病気のため没す。 「文部省上申・開申書類」(明３０年)
３０ ６ １７ 木 京都大徳寺塔頭芳春院に葬られる。 法学協会雑誌１５巻７号(明３０.８.１、８５８－

８６０頁)
３０ ６ １８ 金 薩埵匡より第三高等学校に宛、死亡届を提出する。 「文部省上申・開申書類」(明３０年)
３０ ６ １８ 金 ●京都帝国大学設置の勅令制定。 前掲『京都大学百年史 写真集』
３０ ６ ２８ 月 ●木下広次、京都帝国大学総長に就任。 前掲『京都大学百年史 写真集』
３０ ７ １ 木 文部省、在官中死去に伴う規程により妻マサに年俸３分の１

支給を通達する。
「三高等中学校親裁書類」(明治３０年) 下賜金額は４６６円６６銭６厘（「予算書類」、明３０年）。

３０ ７ ２６ 月 二男匡、父の死亡により戸主となる。
３０ ８ １ 日 玉木為三学士による「薩埵正邦君略伝」が『法学協会雑誌』

に掲載される。
法学協会雑誌１５巻７号(明３０.８.１、８５８－
８６０頁)

冒頭には「我邦法学ノ先進薩埵正邦君逝」き、我法学社会はみな哀
悼をささぐ、「余輩君ノ知友判事横山寛平氏ニ請テ君ノ略伝ヲ得」
本誌に掲載し、功績をたたえると編者が特別に記している。執筆者
は当時和仏法律学校の講師であった。また、横山は大分県出身、東
京法学校明治１９年卒業後は判事を務めた。薩埵は横山の著作を校
閲している。

３０ ８ １０ 火 ●六大法律学校合同説が報道される。 読売新聞(明３０.８.３０、３面) 東京法学院菊池武夫、六大法律学校総代として清浦司法大臣に面会
し、この説に対し、準備の都合もあるため何れ時期を見て合同をす
ると復答をしたと記事は伝える。

３０ ８ ２８ 土 妻マサ、内閣より恩給７０円の交付される。 前掲「薩埵家資料」 官吏恩給法第７条に基づく（明治17年に文官の恩給制度は発足。官
吏恩給法及官吏遺族扶助法補則一明治二十九年法律第78号） 。

明治３１（１８９８）年
３１ ７ １６ 土 ●民法全編施行。
３１ １１ ２４ 木 ●和仏法律学校、財団法人認可。
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年 月 日 曜日 年 譜 典 拠 備 考
明治３２（１８９９）年
３２ ８ ３ 木 ●私立学校令公布。
明治３６（１９０３）年
３６ ３ ２７ 金 ●専門学校令公布。
３６ ８ ２８ 金 ●専門学校令により、和仏法律学校法政大学と改称。
明治４３（１９１０）年
４３ ４ ２５ 月 法政大学創立３０年式典にて、東京法学校功労者として校友

会より顕彰される。
『法政大学創立満三十週年記念式報告』法政大学・
明治４３年

金丸鉄・伊藤修・橋本（小倉）胖三郎・大原鎌三郎・堀田正忠・元
田直の６名は東京法学社創立者として顕彰された。この中で唯一、
橋本のみは小倉の名で釜山より記念式典へ宛祝電を寄せている。
ここでは、上記の東京法法学社創立グループと東京法学校の功労者
薩埵とを区別している。如何なる理由によるものだろうか。
薩埵は確かに初期の東京法学社から東京法学校に至るまで尽力して
いる。確かにボアソナードも言うように東京法学校は薩埵の「学
校」であっただろう。しかし東京法学社の創立に初めから関わった
のだろうか。東京法学社に関する資料は広告記事といったものでし
か確認できていない。そのため詳細については不明である。
また、薩埵を時習社発行の『法律雑誌』中最も最初に確認できるの
は同誌１１２号（明治１３．４．１０）の「佐津」もしくは同誌１
３９号（明治１３．１１．６）の「呑月酔人」である（本稿では後
者を初出とした）。
この時、薩埵家に渡された感謝状は、「薩埵家資料」として現在法
政大学図書館に寄託されている。

著書：年代不明
＊ 『仏民法賣買法講義』口述、 朝来散史筆記 私製 東京法学校での薩埵の講義を筆記したもの。
＊ 『刑法講義』講述 出版者不明
＊ 『正当防衛権論』講述 出版者不明 『法律雑誌』５１８ー５２０、５２２号の連載論説に「正当防衛権

ヲ論ス」がある（本稿明治１９年の項参照）。

＊ 『日本民法財産取得編』講述 出版者不明
＊ 『日本民法財産取得編講義 完』講述. 出版者不明
＊ 『日本民法財産編（物權之部）講義 完 』講述 日本同盟法学会出版 分冊式刊行物の合本。

薩埵の肩書きは、第三高等中学校教授・本会（日本同盟法学会）講
師。
明治２３年３月２７日法律第２８号により民法の一部が頒布され、
会主佐藤庄太が同会の読者に「新法ノ意義ヲ知ラシメント数人ノ講
師」に担当を依頼した。

＊ 『仏国民法賣買法交換法講義 完』講述 日本同盟法学会 京都の日本同盟法学会法学講義録に明治２１ー２３年にわたり紙上
講義として連載されたものの合本版とおもわれる。

＊ 『仏国民法賣買法講義』講述 日本同盟法学会 京都の日本同盟法学会法学講義録に明治２１ー２３年にわたり紙上
講義として連載されたものの合本版とおもわれる。

＊ 『物権之部 (民法講義 第２編) 』薩陲正邦、宮田四八講述 日本同盟法学会
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